
 

Instructions for use

Title ベンガル「県道路税法」(1871年)の制定

Author(s) 高畠, 稔

Citation 北海道大學文學部紀要, 41(2), 1-78

Issue Date 1992-10-27

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/33601

Type bulletin (article)

File Information 41(2)_PR1-78.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


北大文学部紀要 41-2(1992) 

ベ
ン
ガ
ル

「
県
道
路
税
法
」
戸画、

八
七
一
年
)
の
制
定

品

白
t:a 

稔

目

次

一課題と史料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三

二

州

に

対

す

る

付

加

税

(
h
m
g
)
負担の要求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・七

三ベンガル州政庁の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一

O

四
イ
ン
ド
政
庁
及
び
イ
ン
ド
省
の
方
針
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一
五

五
ベ
ン
ガ
ル
州
政
庁
に
よ
る
法
律
案
の
準
備
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
三

(
ご
地
方
税
制
委
員
会
の
設
置
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
三

(
二
)
課
税
資
産
の
評
価
基
準
と
納
税
者
の
範
囲
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
五

(
一
ニ
)
課
税
の
た
め
の
情
報
収
集
の
方
法
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
二
七

(四)道路税の課税方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三

O

(五)道路税管理団体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・一一三

六
地
方
税
制
委
員
会
内
部
の
異
論
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
七

(
二
デ
ィ
ゴ
ン
ボ
ル
日
ミ
ト
ロ
の
提
言
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三
七

士
乙

H
H
ベルによる批判と提言・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三八

1 



北大文学部紀要 41-2(1992) 

(
三
)
准
知
事

W
H
グ
レ
イ
に
よ
る
ベ
ル
の
提
言
へ
の
評
価
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
二

(
四
)
デ
ィ
ゴ
ン
ボ
ル

H
ミ
ト
ロ
の
H

H
ベルに対する批判・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・四三

七
ベ
ン
ガ
ル
州
立
法
参
事
会
に
お
け
る
道
路
税
法
案
の
審
議
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
四
七

(ご法律案の上程・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・四七

(二)法律案の原則についての審議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・:・五

O

(三)法律案の逐条審議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・五九

(四)道路税法の特質・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・六四

八結語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・七二

2 



課
題
と
史
料

な
っ
た
が
、

植
民
地
時
代
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
中
央
財
政
と
地
方
財
政
と
の
関
係
は
、
一
八
六

0
年
代
か
ら
幾
つ
か
の
調
整
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に

一
九
一
九
年
の
イ
ン
ド
統
治
法
に
よ
っ
て
各
州
財
政
が
中
央
財
政
と
は
別
個
の
領
域
を
も
つ
に
至
る
ま
で
は
、
中
央
政
府
す

な
わ
ち
イ
ン
ド
政
庁
が
各
州
政
庁
の
財
政
を
管
理
し
、
州
に
は
独
自
の
財
政
権
限
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ジ
ョ
ン
日
ス
ト
レ
イ

チ
ー
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
事
態
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
の
す
べ
て
の
州
か
ら
の
諸
収
入
の
総
額
は
単
一
の
基
金
に
属
す
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、

そ
こ
か
ら
の
支
出
は

3 

参
事
会
に
お
け
る
総
督
(
の
。
耳
目
。
叶
・
の

g
∞E
-
E
h
o
c
R己
)
か
ら
の
み
裁
許
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
諸
州
政
庁
は
新
規
の
課
徴
金

を
認
可
す
る
自
由
裁
量
権
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
諸
州
政
庁
は
最
高
政
庁
の
承
諾
を
経
ず
に
、
無
断
で
幾
百
万
の
人
び
と
の
利

害
に
死
活
の
影
響
を
も
た
ら
す
諸
施
策
の
採
用
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
諸
州
政
庁
は
国
家
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
な

い
行
政
制
度
の
変
更
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
諸
州
政
庁
は
例
え
ば
(
こ
れ
は
実
際
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
)
地
租

(-E門ご
2
8
5
)

の
評
定
基
準
を
改
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
諸
州
政
庁
は
、
実
際
の
金
銭
支
出
が
必
要
な
改
良
事
業
は
、
規
模
の
大
小
を
問
わ

ず
い
っ
さ
い
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
二
つ
の
地
域
の
市
場
を
結
ぶ
一
本
の
道
路
に
二

0
ポ
ン
ド
を
費
や
す
こ
と
、
倒
れ
た

厩
舎
を
建
て
直
す
こ
と
、
あ
る
い
は
月
に
一

0
シ
リ
ン
グ
の
賃
金
で
雑
役
夫
ひ
と
り
を
雇
う
こ
と
が
必
要
に
な
れ
ば
、

そ
の
案
件
は
公

式
に
イ
ン
ド
政
庁
に
報
告
し
て
命
令
を
出
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

い
か
な
る
中
央
当
局
も
、

か
く
も
広
大
な
国
土
の

全
域
で
か
か
る
機
能
を
効
率
よ
く
遂
行
す
る
た
め
の
、
知
識
を
も
っ
乙
と
も
時
間
を
見
い
だ
す
こ
と
も
到
底
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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年
)
の
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定

そ
の
結
果
は
現
実
的
財
政
管
理
の
完
全
な
欠
如
、
最
高
政
庁
と
州
政
庁
と
の
頻
発
す
る
論
争
、

そ
し
て
地
域
当
局
の
み
が
処
理
能
力
を

も
つ
財
政
の
み
な
ら
ず
行
政
の
細
目
に
ま
で
及
ぶ
、
中
央
当
局
の
干
渉
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
当
時
サ

l
H
リ
チ
ャ

l

ド
リ
ス
ト
レ
イ
チ
1
が
書
い
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
国
庫
所
得
(
吉
E
W
吉
8
5
0
)
の
配
分
は
堕
落
し
て
争
奪
戦
さ
な
が
ら
と
な
り
、

そ
こ

で
は
も
っ
と
も
強
圧
的
な
者
が
思
慮
分
別
な
ど
気
に
も
止
め
ず
利
益
を
挙
げ
る
。
地
域
で
の
節
約
が
地
域
の
利
益
に
は
な
ら
な
い
の
で
、

EO)増
大
へ
の
関
心
も
ま
た
最
低
水
準
に
落
ち
込
ん
だ
L

浪
費
回
避
の
刺
激
は
極
小
と
な
り
、
地
域
で
の
所
得
成
長
が
地
域
の
改
良
の
資
金
源
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
国
庫
収
入
(
吉
宮
目
。

5
2・

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
財
政
管
理
の
状
態
が
ど
の
よ
う
に
改
善
さ
れ
て
行
っ
た
の
か
は
、
そ
れ
自
体
が
単
独
の
研
究
課
題
に
な
る
が
、
小
稿
で
は

ベ
ン
ガ
ル
州
の
自
立
的
地
方
財
政
形
成
の
端
緒
と
な
づ
た
州
法
一
八
七
一
年
第
一

O
号
「
県
道
路
税
法
L

(

回

g宮
]
〉
丘
凶
。
コ
∞
口
一
叶
宮

田∞
E
2
H
N
S
E
u
g
m
〉
巳
)
の
制
定
過
程
で
の
論
議
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
政
庁
の
い
わ
ゆ
る
財
政
地
方
分
権
化
(
出
口

Es

巳
色
ロ

R
B可
丘
町
巳
吉
ロ
)
が
ど
の
よ
う
な
論
理
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ペ
ン
ガ
ル
州
に
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
、
州
政
庁
と
准
知
事
府

4 

立
法
参
事
会
と
が
そ
れ
に
い
か
に
対
応
し
た
か
、

そ
の
対
応
の
な
か
で
州
の
ど
の
よ
う
な
問
題
が
浮
上
す
る
に
至
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に

し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
付
加
税
の
問
題
は
、
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
積
算
基
準
が
地
代
収
入
に
求
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、

土
地
法
制
の
問
題
と
も
多
少
は
関
連
す
る
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
税
収
管
理
の
制
度
面
か
ら
は
地
方
自
治
の
問
題
と
も
重
な
っ
て
来
る
。

そ
れ
ら
の
関
連
領
域
の
研
究
を
進
め
る
う
え
で
も
、
付
加
税
を
め
ぐ
る
論
議
と
そ
の
法
制
化
の
様
態
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
か
な
り
有

用
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

以
下
の
行
論
に
お
い
て
主
と
し
て
参
照
す
る
史
料
は
「
イ
ン
ド
総
督
府
参
事
会
議
事
録
摘
要

(
A
2
E
Rご
q
s
h
N
Uさ
R
m凡
な
宮
ミ

s
m



。。。句、き司、，

b
g
h
S
N
ミ

iFh同一&)L、
「
ベ
ン
ガ
ル
准
知
事
府
参
事
会
議
事
録

(NwshGN・
NU司
、
。
宮
町
礼
宮
古

h
h町誌なおおお円

'
C
S町
三
宅
)
」
、
及
び
「
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
道
路
税
採
用
に
関
す
る
文
書
選
(
幹
守
町
宮
内
、
尋
問
お
ミ
言
宮
内
な
志
向
N
S
H
さ
t

h同
言
及
。
抽
出
ミ
志
向
勾
g
h同
町
向
包
皆
同
wshbN)L
で
あ
る
。
ま
た
「
県
道
路
税
法
」
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
立
図
書
館
(
斗
宮
∞
ユ
広
島
巴

σ
Eミ
)

を
通
じ
て
旧
イ
ン
ド
省
資
料
館

(Oユ
g
E
7附

H
E
U
O
B
B
h
o
-
-
0
2
Eロ
印
)
所
蔵
の
ベ
ン
ガ
ル
州
公
報
《
円
ミ
円
ど
き
の

R
住
町
》
掲
載
の

正
文
の
複
写
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
乙
の
よ
う
な
研
究
に
は
州
政
庁
の
年
次
行
政
報
告
を
参
照
す
る
こ
と
が
ほ
ん
ら
い
欠
か
せ
な

そ
こ
ま
で
の
余
力
が
な
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
に
思
う
。

h 
」吋、

を
向。ミ噌柏町札一九

亡、
¥ 

号

い
は
ず
で
あ
る
が
、

従
来
こ
の
法
律
に
つ
い
て
紙
数
を
割
い
た
著
述
を
残
し
た
の
は
バ
ッ
グ
ラ
ン
ド
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
法
律
の
概
要
を
説
明
す
る
の
み
で

立
法
過
程
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
そ
の
施
行
の
初
期
段
階
に
多
少
触
れ
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
比
較
的
新
し
い
著
述
で
は
、

N
・
C
-
ラ
l

イ
が
こ
の
法
律
の
も
と
で
の
地
方
自
治
組
織
に
簡
略
に
言
及
し
て
い
る
が
、
概
説
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
他
の
著
述
に
つ
い

て
は
筆
者
自
身
で
入
手
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

5-

こ
こ
で
以
下
の
行
論
に
頻
出
す
る
法
律
用
語
二
件
に
つ
い
て
ま
え
も
っ
て
断
っ
て
お
き
た
い
。
第
一
に
は
丙
印
E
Z
J伊
』
「
所
領
」
と
訳

す
。
こ
の
語
の
法
律
的
定
義
は
、
滞
納
地
租
の
土
地
公
売
に
よ
る
回
収
に
つ
い
て
定
め
た
ベ
ン
ガ
ル
州
法
一
八
六
八
年
第
七
号
第
一
条
に

よ
っ
て
、
政
庁
に
一
定
年
額
を
納
付
す
る
こ
と
を
定
め
ら
れ
た
土
地
ま
た
は
土
地
分
益
(
印
E
B
一
三
自
己
)
で
あ
っ
て
、
そ
の
所
有
者
(
匂

gE

耳
目
白
件
。
吋
)
名
が
「
全
地
租
納
付
所
領
一
般
登
記
簿

(
F
o
m
o
s
s
-
z
m
E
q
o同
巴
ご

2
2
5
'宮
1
D
m
g
z
g
)
L
に
登
記
さ
れ
て
い
る
も

こ
れ
に
は
州
法
一
八
五
九
年
第
一
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
分
益
人
(
印
E
5
3
ご
と
の
個
別
登
記
を
う
け
た
合

の
、
と
定
義
さ
れ
て
い
た
。

同
所
領
(
〕
包
E
・2
E
Z
Z
E
E
8
5
2
8
Z
E
q
)
を
構
成
す
る
各
土
地
分
益
が
含
ま
れ
る
。

つ
ま
り
政
庁
に
対
し
て
直
接
の
地
租
納

付
義
務
を
負
う
土
地
所
有
者
の
所
有
地
を
指
し
た
が
、
「
県
道
路
税
法
」
は
後
述
の
よ
う
に
「
所
領
L

の
概
念
を
拡
大
し
た
。

北
大
文
学
部
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べ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

第
二
に
は
斗

B
号
o
w
を
「
中
間
保
有
」
と
訳
す
。
こ
れ
も
州
法
一
八
六
八
年
第
七
号
同
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
地
代
納
付
地
と
ラ

l
キ

ラ
ー
ジ
(
h
w
b
p守
bq.

地
代
免
除
地
)
と
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
土
地
に
関
わ
る
い
っ
さ
い
の
権
益
(
丘
二

E
q
g
g
E
E口
広
)
及
び
漁
撹
権
を
含

む
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
保
有
(
百
ロ
号

2
)
の
取
り
戻
し
の
可
否
、
売
却
の
権
利
の
有
無
、
ま
た
は
滞
納
地
代
回
収
の
た
め
の
売
却
の

可
否
が
法
律
文
書
の
条
項
に
あ
る
と
否
と
を
問
わ
ず
、
そ
れ
ら
の
権
利
が
そ
れ
ら
を
創
出
し
た
譲
渡
の
条
件
ま
た
は
地
方
の
慣
習
に
よ
っ

て
譲
渡
可
能
で
あ
る
ば
あ
い
、
と
さ
れ
て
い
た
。
「
中
間
保
有
L

概
念
は
こ
の
当
時
は
さ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
い
が
、
「
所
領
」
所
有
者
が
そ

の
内
部
に
設
定
し
た
下
位
権
益
を
意
味
し
、
そ
の
下
位
権
益
保
有
者
が
自
己
の
権
益
を
転
貸
し
て
さ
ら
に
別
の
下
位
権
益
を
設
定
し
、
そ

れ
が
累
積
し
て
「
中
間
保
有
L

の
重
層
化
を
も
た
ら
す
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
た
。

註

(
I
)
ω
守山口
F
3
J
同。
y
p
h
s丸山札戸凡な

h
h叫達公凡師向、
bH凡己認

b
s弘
、
さ
hHミ

S
F

品

H
F
Eロ
-
w
a
-
ぎ
ω-『
巧
・
出

o-r『口町田印
w
ピ
ロ
仏

8
・
宮
R
E
E
F

H由
HHW
同)円)・

HNDlHNH
・

(
2
)

こ
れ
ら
二
種
類
の
議
事
録
は
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ツ
シ
ュ
に
よ
る
も
の
で

北
海
道
大
学
中
央
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
た
も
の
を
利
用
し
た
。

(3)

以
下
旬
山
、
河
内
と
略
記
す
る
。
こ
れ
は
前
掲
一
八
七
一
年
法
に
関
す
る

資
料
集
で
あ
る
が
、
市
販
さ
れ
た
書
籍
で
は
な
く
、
印
刷
の
年
次
は

入
っ
て
い
な
い
。

(4)

こ
の
法
律
は
べ
ン
ガ
ル
州
法
一
八
七
七
年
第
二
号
寸
州
公
共
事
業
法
L

(
∞
自
問
出
]
〉
円
昨
日
同

C
己∞
3
h
Z
H
U
5
4山口口
E

F

E

n
当
日
宮
〉
口
同
)

と
合
体
さ
れ
て
、
州
法
一
八
八

O
年
第
九
号
「
付
加
税
法
」
(
∞

g
m包

〉
2
H
M
C
片
足
∞
C

一、
H
d巾
わ
巾
印
印
〉
己
)
と
な
っ
た
。

(
5
)

回ロ口片-出口門戸

(U.H凶
'
w

切
S
9
hミ
ミ
sh同町、
F
p
h
h
N
同
誌
な
苫
む
芯
同
〔
川
口
巴
町
、
芯
ロ
3
・

esh
白
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
『
』
町
、
ミ
理
念
日
目
同
門
誌
誌
な
き
に
、

S
F

』
h
s
s
s
h刊誌
3.高
志
向
民
、

h
d
s
h叫
旬
己
¥
心
治
門
町
、

¥
Yミ
芯
出
t
h
q

LN∞
MW∞
.
〈
。
戸

NW(U巳
ロ
ロ
江
田
一
一
同
巾
弘
同
一
「
口
同
門
町
回
om巾唱

HU()N
・匂一匂

hpω
由
lAF印一
f

AF∞∞
lAF由
ω

(
6
)

河
OM〉

Z
白
吋
巾
印
げ
の
宮
山
口
仏
吋
p
a
R
h
h同
選
民
誌
な
マ
ミ
叫
ロ
ミ
J

Z

ω
一口
F
P

Z
R
m
E吋
同
開
門
目
的
富
田
(
邑
)
w
M
-
P町
民
広
~
5
9
A
¥
切
窓
宮!
N
Q
a刈

lNMWCh」
u
d口一〈

O同
の
同
-
n
E
g
u
H由市山

J

刊u
ω
m
n
-
N
Q∞
hwhwLN
匂も九叫」
w
同uu
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H
印

ω
l
H
m
A
F
.

州
に
対
す
る
付
加
税
(
h
g
ω
)
負
担
の
要
求

一
八
六
七
年
一

O
月
二
八
日
付
け
の
イ
ン
ド
政
庁
内
務
部
発
ベ
ン
ガ
ル
州
政
庁
あ
て
の
書
状
は
、
総
督
ロ
レ
ン
ス
訪
日
円

同

o
v
ロ

円
、

ω4『・

Z
R
O
)
の
意
向
と
し
て
、
初
等
教
育
を
農
民
大
衆
の
あ
い
だ
に
普
及
さ
せ
る
た
め
の
財
源
を
州
が
独
自
に
調
達
す
べ
き
旨
を
、
中
央
の
要

望
と
し
て
州
に
伝
え
た
お
そ
ら
く
最
初
の
記
録
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
翌
六
八
年
四
月
二
五
日
付
け
書
状
は
、
州
独
自
の
財
源
に
よ
る
事
業

に
「
公
共
的
有
用
性
を
も
っ
道
路
お
よ
び
そ
の
他
の
営
造
物
の
建
設
と
維
持
」
を
追
加
し
、
そ
れ
ら
の
理
由
と
財
源
調
達
の
方
法
と
に
つ

い
て
の
若
干
の
指
示
を
与
え
た
。

初
等
教
育
つ
ま
り
民
族
語
に
よ
る
教
育
(
〈

2
5
2
}向
包

R
巳
Z
D
)
を
普
及
さ
せ
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
行
政
に
お
け
る
困
難
と
わ
れ

わ
れ
の
政
庁
の
安
定
に
対
す
る
あ
り
う
べ
き
危
険
と
の
な
か
で
、
人
民
の
無
知
ほ
ど
深
刻
な
も
の
は
な
い
」
-
と
い
う
認
識
に
よ
る
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
経
費
を
地
方
負
担
と
す
る
根
拠
は
、
(
」
)
そ
れ
が
一
八
五
九
年
四
月
七
日
付
け
イ
ン
ド
大
臣
発
の
教
育
問
題
に
関
す
る
第

四
号
公
信
が
定
め
た
原
別
で
あ
る
こ
と
、
(
二
)
ベ
ン
ガ
ル
州
で
は
初
等
教
育
の
普
及
が
他
州
に
較
べ
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る
こ
と
、

(
一
ニ
)
初
等
教
育
に
要
す
る
経
費
は
中
央
政
庁
の
負
担
限
度
を
超
え
か
っ
支
出
の
実
績
も
な
い
が
、
他
州
で
は
中
央
政
庁
の
租
税
要
求
額

へ
の
一
定
率
の
付
加
税
の
か
た
ち
で
地
方
負
担
が
既
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
っ
た
。

道
路
等
の
公
共
事
業
に
つ
い
て
も
ま
た
、
ベ
ン
ガ
ル
で
は
そ
れ
が
緊
急
の
必
要
事
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
ま
で
等
閑
に
付
さ
れ

て
い
た
と
指
摘
し
、
そ
の
た
め
の
経
費
は
他
州
の
例
に
倣
っ
て
中
央
の
経
費
負
担
を
仰
ぐ
こ
と
な
く
、
地
方
の
土
地
保
有
者
層

(-S巳
'

y
o
E角
的
)
の
負
担
と
す
べ
き
こ
と
が
指
示
さ
れ
た
。

北
大
文
学
部
紀
要
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

こ
れ
ら
の
地
方
財
源
の
負
担
を
土
地
保
有
者
層
へ
の
新
規
課
税
と
し
て
実
現
さ
せ
る
の
が
イ
ン
ド
政
庁
の
意
図
で
は
あ
っ
た
が
、
ベ
ン

ガ
ル
に
つ
い
て
は
こ
れ
は
永
代
定
額
地
租
裁
定
に
反
す
る
違
約
と
解
釈
さ
れ
る
倶
れ
が
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
政
庁
と
し
て
は
そ
の
よ
う
な
解

釈
を
根
拠
の
あ
る
も
の
と
は
認
め
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
「
で
き
る
こ
と
な
ら
ば
、
そ
の
税
は
こ
の
種
の
い
か
な
る
誤
解
を
も
生

じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
徴
収
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
」
旨
を
注
意
し
て
い
た
。

つ
ま
り
、
新
規
課
税
が
地
租
の
増
額
と
い
う
印
象

を
与
え
る
こ
と
を
警
戒
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
り
重
要
な
理
由
は
、

ベ
ン
ガ
ル
で
は
地
租
額
は
久
し
く
「
諸
所
領

(ggzm)
の
現
実
の
年
価
値
(
昨
日
お
宮
門

E
Zロロ
g-

〈

ω
E
O
)
L
の
指
標
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
ゆ
え
「
新
規
課
税
の
適
正
な
根
拠
L

つ
ま
り
積
算
の
基
礎
と
は
見
な
さ
れ
え
な
い
か
ら
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
判
断
か
ら
イ
ン
ド
政
庁
は
、
新
規
課
税
を
地
租
額
に
一
定
率
を
乗
じ
る
付
加
税
と
は
せ
ず
、
徴
収
額
を
「
土
地
の

8 

純
資
産
ま
た
は
地
代
収
入
総
額

(FO
口
洋

8
2
F
R
m
g部
門

SE--
丘
F
Z
S仏
)
の
二
%
を
下
回
ら
な
い
」
範
囲
と
す
る
方
策
に
よ
る

こ
と
を
指
示
し
た
。

イ
ン
ド
政
庁
は
こ
の
よ
う
な
特
定
の
事
業
の
経
費
の
た
め
の
地
方
税
の
賦
課
の
可
否
に
つ
い
て
は
、

に
さ
え
同
意
し
な
い
」
問
題
で
あ
る
と
い
う
方
針
を
固
め
て
お
り
、
北
西
州

(Z。込町・当
g
Z
E
P
2
E
B印
)
の
ベ
ナ

1
レ
ス
行
政
区
で

「
将
来
に
お
い
て
討
議
す
る
こ
と

は
、
土
地
保
有
者
た
ち
が
官
民
同
額
の
経
費
負
担
を
条
件
に
し
て
で
は
あ
る
が
自
発
的
に
教
育
税
の
賦
課
に
応
じ
た
こ
と
に
言
及
し
な
が

ら
、
ベ
ン
ガ
ル
で
こ
の
よ
う
な
自
発
的
調
整
に
よ
る
初
等
教
育
お
よ
び
道
路
等
公
共
事
業
費
の
全
額
地
方
負
担
が
困
難
で
あ
る
な
ら
ば
、

法
律
の
制
定
に
よ
っ
て
土
地
保
有
者
へ
の
特
別
課
税
を
行
う
べ
き
旨
を
指
示
し
た
。

こ
の
書
状
の
の
ち
一
八
六
八
年
一

O
月
二
日
付
け
で
、
イ
ン
ド
政
庁
財
務
部
か
ら
ベ
ン
ガ
ル
州
政
庁
に
宛
て
て
州
の
公
共
事
業
会
計
の

収
支
明
細
の
報
告
を
求
め
る
書
状
が
送
ら
れ
た
ら
し
い
。

一
八
六
九
年
一
月
に
は
州
政
庁
公
共
事
業
部
書
記
官
か
ら
中
央
政
庁
公
共
事
業
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

同】白吋白目

H
)

の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
課
税
額
の
積
算
根
拠
を
変
更
し
た

こ
と
に
な
る
。

(
ロ
)
』
ミ
S
F
匂
白
門
出
品
目
(
旬
、
河
内
・
目
M

・
M
・)

(日
)

h

h

同
町
選

w

℃
白
「
間
的
-
H
N

・

Z
・
(
旬
、
河
内
"
七
円
)
・
ω
h
p
・)

(
日
比
)
ト
ミ
号
、
」
守
口
遺
志
向
句
町
h

V

H

D

H

F

問
。
ロ
ミ
ミ
N
W
S拍
h
n
N
F
H
U
N
h
F
忠
円

ベ
ン
ガ
ル
州
政
庁
の
対
応

前
節
で
述
べ
た
一
八
六
七
年
一

O
月
二
八
日
付
け
、

モミヶ
b
h
B
?
芯
志
向
め
hQ-
芯

F
p
h
Cロ
ミ
ミ

Lgh叫

t
F
Nサ
刊
誌

S
h
芝

b
h
B
F・
5
・
ロ

-pw
』
出
口
・
民
自
由
・
(
旬
、
同
(
U
W
H
)
司
・
品
ロ
・
)

(
日
)
同
町
白
色
九
ミ
凡
ミ
N

守

s
h
C
E色
作
品
¥
」
「
芯
丸
一
札
紅
、

b
s
S柏
町
凡
日
N

N

)
見
守

H
-
w
Z
0
・

印
浅
い
由
』
田
口

H

∞S
(旬
、
河
内
u
H
)
-
H
ω
)

一
八
六
八
年
四
月
二
五
日
付
け
、

お
よ
び
そ
こ
で
は
ふ
れ
な
か
っ
た
同
年
二
七
日

ベ
ン
ガ
ル
州
准
知
事
ウ
ィ
リ
ア
ム
H
グ
レ
イ
(
盟
司
君
E
U自
の
話
可
)
は
、
諸
方
面

の
意
見
を
徴
し
検
討
を
重
ね
た
の
ち
、
一
八
六
九
年
四
月
三

O
日
付
け
州
政
庁
内
務
部
書
記
官
名
で
返
信
を
送
っ
た
。
イ
ン
ド
政
庁
内
務

部
か
ら
の
前
年
四
月
二
七
日
付
け
書
状
は
三
月
三
二
日
付
け
イ
ン
ド
政
庁
財
務
部
の
二
通
の
決
定
を
伝
達
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
内
容

は
、
州
政
庁
が
一
般
民
衆
む
け
の
民
族
語
に
よ
る
初
等
教
育
の
主
た
る
経
費
を
、
帝
国
収
入
(
回
目
宮
ユ
包
括
話
口
己
巾
)
か
ら
で
は
な
く
土
地

所
有
者
(
匹
。
有
名
号
。
目
。
ご
自
己
)
へ
の
課
税
に
よ
っ
て
賄
う
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
、
当
該
目
的
の
た
め
の
一
八
六
八
六
九
年
度
予

算
配
当
を
上
回
る
支
出
を
許
可
せ
ず
、
ま
た
当
該
目
的
の
た
め
の
現
行
予
算
支
給
の
増
額
は
今
後
行
わ
な
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
地
方
付
加
税
要
求
の
前
提
に
は
、
寸
土
地
所
有
者
た
ち
の
所
得
の
な
か
の
、
永
代
地
租
裁
定
が
当
初
政
府
に

い
ま
は
他
の
諸
州
に
比
し
て
は
る
か
に
少
な
く
ヘ
ベ
ン
ガ
ル
ほ
ど
「
帝
国
の
税
収
が
、
公
平
を
欠
く
こ
と
な
く
、
地

ほ
か
に
は
な
い
」
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
。

付
け
イ
ン
ド
政
庁
内
務
部
発
の
三
通
の
書
状
に
対
し
、

与
え
た
取
得
分
が
、

方
的
目
的
に
寄
与
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
う
る
地
方
は
、

ザ
ミ

1
ン
ダ
1
ル
層
の
地
代
収
入
の
増
加
を
推
定
し
て
、

-10-

そ
こ
に
付
加
税
の
負
担
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
永
代
地
租
裁
定
以
降
の



こ
の
イ
ン
ド
政
庁
の
方
針
に
対
す
る
ベ
ン
ガ
ル
政
庁
の
回
答
は
、
要
約
す
れ
ば
、
土
地
所
有
者
が
負
担
す
る
初
等
教
育
普
及
の
た
め
の

付
加
税
の
導
入
に
は
応
じ
な
い
が
、
道
路
建
設
の
た
め
の
付
加
税
の
導
入
に
は
一
定
の
条
件
を
付
し
て
同
意
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
教
育
付
加
税
に
対
す
る
州
政
庁
の
反
対
論
は
、
(
一
)
現
在
の
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
た
ち
は
、
永
代
地
租
裁
定
以
降
の
耕
地
面
積
の
拡
大

と
農
産
物
価
格
の
高
騰
に
よ
る
利
益
の
享
受
者
で
は
な
い
、
(
二
)
付
加
税
の
新
規
課
税
そ
の
も
の
が
寸
課
税
の
平
等
(σ

門

HE--q
丘
仲
良
山
・

巴
。
ロ
)
」
の
観
点
か
ら
み
て
支
持
さ
れ
が
た
い
、
(
三
)
課
税
の
目
的
か
ら
み
て
土
地
所
有
者
の
み
が
そ
れ
を
負
担
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い

う
三
点
に
集
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
道
路
税
に
は
こ
れ
ら
の
反
対
理
由
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

む
し
ろ
積
極
的
に
そ
の
導
入
を
支
持
す

ベ
き
理
由
が
あ
っ
た
。

州
政
庁
は
付
加
税
に
対
す
る
ベ
ン
ガ
ル
有
識
者
層
の
見
解
を
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

H
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
協
会
(
回
ユ
広
島
『
住
吉
〉
担
。
♀

色
。
ロ
)
、
及
び
土
地
保
有
者
日
商
業
協
会
(
円
吉
島
o
E
σ
g
u
m自
己

h
c
E
B
q巳
包
〉
g
oの
芯
昨
日
0
ロ
)
に
求
め
、
さ
ら
に
州
内
五
行
政
区
長
官

3
2
E
oロ巳
h
O
B
B
U
m
-
0
5円
)
た
ち
に
も
意
見
を
提
出
さ
せ
、
こ
の
書
状
の
別
添
文
書
と
し
て
そ
れ
ら
の
回
答
を
中
央
に
送
っ
た
ら
し
い

-11-

カま

旬
、
河
内
に
は
そ
れ
ら
は
収
録
し
て
い
な
い
。
以
下
に
州
政
庁
の
上
記
三
点
の
論
旨
を
整
理
す
る
が
、
そ
れ
ら
は
官
民
利
害
関
係
者
の

意
見
を
参
照
し
つ
つ
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

前
掲
(
一
)
の
論
旨
は
、
推
定
さ
れ
る
地
代
収
入
の
増
加
分
は
、
多
く
の
ば
あ
い
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
た
ち
が
地
代
徴
収
権
の
累
層
的
転
貸

を
行
っ
た
結
果
と
し
て
自
ら
は
所
領
か
ら
の
年
金
受
給
者
も
同
然
の
地
位
に
転
落
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
全
部
が
彼
ら
の
所
得
と
は

な
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
、
所
領
の
売
買
が
進
行
し
た
た
め
に
永
代
地
租
裁
定
当
時
の
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
の
相
続
人
以
外
の
者
が
そ

層
は
概
し
て
想
像
さ
れ
る
ほ
ど
に
は
裕
福
で
な
い
こ
と
、

の
地
代
増
収
分
を
享
受
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
土
地
の
購
入
資
本
か
ら
生
じ
る
正
当
な
利
潤
に
当
た
る
こ
と
、

を
指
摘
し
た
一
般
的
な
弁
明
で
あ
る
。

そ
し
て
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

1
ル

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

(
二
)
の
付
加
税
の
新
規
課
税
へ
の
反
対
論
は
、
①

ベ
ン
ガ
ル
州
の
永
代
地
租
裁
定
実
施
区
域
で
は
、
付
加
税
は
財
産
へ
の
課
税
に
な

ベ
ン
ガ
ル
州
は
既
に
そ
の
本
来
の
租
税
収
入
を
も
っ
て
自
己

る
が
、
他
州
で
は
国
家
が
正
当
に
取
得
す
べ
き
地
代
の
一
部
を
な
す
、
②

の
行
政
費
用
の
全
額
を
負
担
し
て
い
る
、

と
い
う
主
張
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。

『
経
済
学
原
理
』
を
援
用
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
の
地
租
(
-
自
己
詰
〈
ロ
ロ

5)は
、
地

代(円

8
3
で
あ
っ
て
租
税
(
仲
良
)
で
は
な
く
、
従
っ
て
土
地
保
有
者
の
労
力
や
投
資
が
な
く
と
も
、
一
般
的
な
価
格
上
昇
の
な
か
で
騰
貴
す

①
に
つ
い
て
は
、
ジ
ョ
ン
H
ス
テ
ュ
ア
1
ト
日
ミ
ル

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
社
会
の
公
益
の
た
め
に
国
家
は
個
人
の
財
産
権
を
侵
害
せ
ず
に
こ
れ
を
取
得
す
る
正
当
な
権
利
を
有
す
る
、
と
い

う
趣
旨
の
説
を
述
べ
、
ベ
ン
ガ
ル
以
外
の
諸
州
の
地
租
は
こ
れ
に
該
当
し
、
そ
こ
で
は
付
加
税
が
地
租
の
改
定
と
併
せ
て
賦
課
さ
れ
る
の

は
、
そ
れ
が
地
租
つ
ま
り
地
代
の
一
部
分
を
な
す
か
ら
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
。
し
か
る
に
ベ
ン
ガ
ル
で
は
、
国
家
は
永
代
定
額
裁
定
に

よ
っ
て
地
代
の
増
収
分
に
対
す
る
取
得
権
を
放
棄
し
た
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
、
付
加
税
は
個
人
の
財
産
に
対
す
る
課
税
た
ら
ざ
る
を
え
ず
、

そ
れ
は
他
州
と
の
「
課
税
の
平
等
」
に
反
す
る
も
の
と
な
る
。
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②
は
ベ
ン
ガ
ル
が
中
央
か
ら
財
政
上
不
公
正
な
取
り
扱
い
を
受
け
て
き
た
、
と
い
う
判
断
を
含
む
。
そ
れ
は
地
租
等
を
除
く
い
わ
ば
本

来
の
租
税
、
つ
ま
り
酒
税
(
〉
ぴ
}
自
己
)
、
特
別
資
産
税
(
〉

g
g∞
包
叶
何
回
2)
、
塩
税
、
お
よ
び
印
紙
税
か
ら
な
る
収
入
総
額
と
行
政
諸
経
費

ベ
ン
ガ
ル
の
不
利
益
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
州
政
庁
の
試
算
で
は
、
ベ
ン
ガ
ル
、
北
西
州
及

の
支
出
総
額
と
を
州
間
で
比
較
し
て
、

び
ア
ワ
ド

Z 。
可
rt 
p" 

君。
印
F司ト

(1) 
ト寸

ロ
炉てコ
トi
O 
〈

口。
「古
田

山
口
0. 

0 
戸
0. 
F 

パ
ン
ジ
ャ

1
プ、

マ
ド
ラ
ス
、

ボ
ン
ベ
イ
五
州
の
一
八
六
一
年
五
月
か
ら
六

七
年
三
月
ま
で
の
上
記
諸
収
入
の
総
額
約
五
二
五
七
万
ポ
ン
ド
の
う
ち
ベ
ン
ガ
ル
は
三
七
・
四
%
の
一
、
九
一
ニ

O
万
ポ
ン
ド
を
占
め
る
が
、

行
政
諸
経
費
は
約
五
、
五
三

O
万
ポ
ン
ド
の
う
ち
二
三
・
六
%
の
て
三

O
六
万
ポ
ン
ド
、
地
租
徴
収
費
と
県

3
2
E
2
)
及
び
村
落
の
役
人

た
ち
の
手
当
を
除
い
た
ば
あ
い
に
は
、
総
額
四
、
四
二
四
万
ポ
ン
ド
の
う
ち
二
五
・
八
%
の
一
二
四

O
万
ポ
ン
ド
に
し
か
な
ら
な
い
。
つ
ま



り
ひ
と
り
ベ
ン
ガ
ル
の
み
が
自
州
の
行
政
諸
経
費
を
支
出
す
る
財
源
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
右
の
返
信
で
ベ
ン
ガ
ル
政
庁
は
、
他

州
の
行
政
諸
経
費
ま
で
負
担
さ
せ
ら
れ
て
い
る
と
あ
か
ら
さ
ま
に
は
述
べ
て
い
な
い
が
、
言
外
の
主
張
は
明
ら
か
で
あ
り
、

ベ
ン
ガ
ル
が

こ
れ
以
上
の
財
政
負
担
を
負
う
こ
と
は
寸
課
税
の
平
等
L

に
そ
ぐ
わ
な
い
と
考
え
て
い
た
。
(
三
)

と
し
て
州
政
庁
は
さ
ら
に
、
土
地
所
有

者
へ
の
付
加
税
が
課
税
目
的
に
適
す
る
か
否
か
を
論
じ
る
。
そ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
下
層
階
級
へ
の
初
等
教
育
普
及
の
た
め
土
地
に
対
し

て
の
み
課
税
す
る
の
は
不
公
正
で
あ
り
、
租
税
負
担
は
資
産
全
般
に
及
ぶ
こ
と
が
望
ま
し
い
。
土
地
所
有
者
層
の
狭
陸
な
利
害
関
心
か
ら

す
れ
ば
、
彼
ら
が
い
ま
行
使
で
き
る
「
破
格
の
権
利
(
目
立
話
己

R
3
4
2吋
)
」
は
下
層
階
級
の
教
育
に
よ
っ
て
損
な
わ
れ
、
労
働
力
価
格
の

高
騰
を
招
く
も
の
と
し
て
警
戒
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
州
政
庁
と
し
て
は
既
に
一
八
五
九
年
以
来
教
育
税
の
導
入
に
は
反
対
を
表
明
し
て
き

て
お
り
、
今
回
政
庁
が
意
見
を
求
め
た
人
び
と
は
一
致
し
て
教
育
の
た
め
の
自
発
的
付
加
税
は
徴
収
不
可
能
と
答
え
て
い
る
の
で
、
准
知

事
も
こ
れ
を
実
施
不
可
能
で
あ
り
こ
ん
ど
と
も
検
討
不
要
と
判
断
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

初
等
教
育
の
た
め
の
付
加
税
に
は
こ
の
よ
う
な
徹
底
的
な
反
論
を
こ
こ
ろ
み
た
ベ
ン
ガ
ル
政
庁
は
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
層
に
対
す
る
地

租
の
増
額
に
な
ら
な
い
一
般
的
な
課
税
は
、
永
代
地
租
裁
定
へ
の
違
約
に
は
な
ら
な
い
こ
と
、
道
路
建
設
は
地
価
を
上
昇
さ
せ
る
こ
と
に

な
り
、
土
地
保
有
者
た
ち
の
利
益
に
な
る
こ
と
、
「
課
税
の
平
等
」
の
原
則
に
そ
む
か
ず
州
政
庁
と
し
て
も
一
八
六
一
年
か
ら
既
に
公
共
事

業
費
の
不
足
を
-
認
識
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
た
め
の
付
加
税
導
入
に
は
賛
意
を
表
明
し
た
。
た
だ
し
そ
の
査
定
方
法
に
つ
い
て
は
、

綿
密
な
調
査
や
測
量
を
伴
う
も
の
は
経
費
を
要
す
る
の
で
目
的
に
沿
わ
な
い
か
ら
、
一
律
の
土
地
面
積
税

(ω
ロロロ門
C
E
m
Q
g
m
o
E
M内)と

す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
所
領
内
に
森
林
等
を
含
む
ば
あ
い
に
は
課
税
の
不
平
等
を
生
じ
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
不
平
等
は
相
殺
さ
れ
て

と
い
う
極
め
て
楽
観
的
な
見
通
し
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

結
局
は
軽
微
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
、

北
大
文
学
部
紀
要

13-



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

註

(
1
)

』
い
町
内
守
司
、
¥
柏
、
白
書
同
h
b
S
誌
も
お
弐
匂
町
ミ
-
H
D
H
F
問
。
白
色
F
A
¥
N
w
h
s
h
b
h

円
ロ
F
p
h
e
ミ
・
H
D
H
p
h
C
S
F
A
¥
i
s
九
段
、
同
む
き
m
b
A
も
h
u
ω
0
・
〉
買
・

5
S
・
(
如
、
河
内
w
日
)
七
-
E
1
ω
C
)

(
2
)
Lミ
S
F
匂
同
H
M
「
印
(
旬
、
河
内
w
七
-
H
印
・
)

(3)

』
「
礼
s
s
・
-
u
m
戸
『
白
・
「
(
句
、
同
町
-
u
-
E
・
)

(
4
)

一
八
五
一
年
、
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
特
許
法
の
改
定
に
イ
ン
ド

の
世
論
を
反
映
さ
せ
る
目
的
で
カ
ル
カ
ツ
タ
に
結
成
さ
れ
た
民
間
政
治

団
体
の
ひ
と
つ
で
、
有
力
な
ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
た
ち
を
会
員
と
し
た
。

い
わ
ゆ
る
有
識
中
流
諸
階
層
(
a
c
g
R巳

5
5
色
白
門
戸
2
8印
)
の
拾
頭

に
よ
り
影
響
力
を
失
っ
た
。
さ
し
あ
た
り
、
呂
田
〕
ロ
B
E
-
F
回
日
同
ロ
ぴ
巾
・

町田円
T

H
お
え
礼
町
誌
、
q
p
.
H
N
S
N
h
a
R
&
H
N
.
D
5
ミ
ミ
同
高
守
3
=
ミ
ト
町
民
的
h
q
I

H
史
認
へ
同
∞
L
N
∞
l
N
山
W
I
N
G
-
(
い
同
-
n
E
E
一
回
司
自
国
間
・
問
、
富
ロ
r
F
O
H
)
白
門
医
回
、
m
q
u

s
g
b
u
・
8
ω
寸

U
S
E
-
∞
ω
∞
∞
一
ω
g
-
w
K
E
-
-
w
吋
ど
同
苦
世
間
柏
崎
町
詰
門
町
口
¥

i
s
h
罫
芯
見
白
骨
伝
言
内
問
的
苦
・
(
川
口
ゆ
る
由
民
世
.
g
b
s
h
同
町
己
目
h
g
ロ
ミ
世
田
口
詰
S
H
p
h

h
b
H
町
、
完
芯
n
h
同
S
H
p
n
s
芯
q
u
(
U
白
B
σ
ユ
円
山
間
巾
・
。
回
目
σ
門
広
間
巾

d
口町〈回

目
M
S
F
g
g
・
3
N
O
N
N
C
P
N
C叶

N
H
F
N
N品
i
N
N
E
-
N
g
N
g
参
照
。

(
5
)

こ
の
団
体
に
つ
い
て
は
筆
者
参
照
の
諸
警
に
言
及
が
な
い
。

(
6
)

こ
れ
は
合
口
σ
E
P
E
田
口
c
ロ
》
と
し
て
知
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
こ
の
語
を
用
い
ず
、
「
従
属
的
土
地
保
有
(
印
吾
O
丘一
E
R
g
-

E
B
)
」
ま
た
は
「
下
級
借
地
人
諸
階
級
(
n
z
g
g
o
同
告
文
g
g
g
)
L

な
ど
の
表
現
が
採
ら
れ
て
い
る
。
な
お
五
註
(
初
)
参
照
。

(
7
)
ι
ミ
s
y
沼
田
一
円
山
田
・
H
o
g
-
(
旬
、
河
内
"
日
)
同
)
・
5
Z
・
)
こ
の
な
か
で
州
政
庁

は
、
一
八
五
二
|
一
八
五
三
年
当
時
の
数
値
と
し
て
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

1

ル
所
領
(
N
白
B
-
E
R
C
総
数
二

O
六
、
五
七
六
、
そ
の
う
ち
一
九

O
、九

七
五
(
九
二
・
四
五
%
)
は
地
租
年
額
二
五

O
ル
ピ

l
以
下
の
小
所
領
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

(
8
)
L
S
S
Y
古
田
門
田
・
呂
田
(
如
、
河
内

L)古
田
同
∞
N
0
・
)
こ
こ
の
、
宮
山
-
Y

』・ω
ニ

H
V
ロ
ロ
ロ
目
立
g
c
同
司
o
-
山
片
山
口
出
ニ
w
n
o
ロ
O
B
M
『
若
山
岳
印
O
B
巾
C叫

FF同町培、hhvbhi

円白虫色SHD~山口町&目、』府民NqhEb』

q
L∞
血
∞
か
ら
の
引
用
部
分
は
、
同
書

第
七
版
に
も
と
づ
く
末
永
茂
喜
・
訳
『
経
済
学
原
理
』
(
岩
波
文
庫
一
九

五
九
l
六
三
年
刊
)
第
五
篇
第
二
章
第
五
|
六
節
、
第
五
分
冊
五
五
|
六

一
頁
に
見
ら
れ
る
。

(
9
)
L
S
S
F
古
川
凶
門
白
-
-
N
H
l
N
日
・
(
泊
、
河
内

L)匂
N
C
I
N
ω
・
)

(
叩
)
当
時
の
イ
ギ
リ
ス
人
行
政
官
は
、
植
民
地
政
庁
の
国
庫
収
入
(
吉
E
n

5
4
巾
ロ
ロ
巾
)
を
、
課
税
(
同
国
何
回
昨
日
。
ロ
)
に
よ
る
収
入
と
課
税
以
外
の
財
源
に

よ
る
収
入
と
に
大
別
し
、
地
租
(
}
出
口
仏
門
町
〈
叩
ロ
ロ
叩
)
は
既
述
の
よ
う
に
土

地
固
有
に
も
と
づ
く
地
代
と
み
な
し
て
い
た
。
上
掲
の
租
税
項
目
の
う

ち
寸
特
別
資
産
税
」
は
、
あ
る
種
の
建
造
物
、
非
生
業
用
の
家
畜
、
家

事
使
用
人
等
に
つ
い
て
賦
課
さ
れ
た
税
で
あ
る
ら
し
い
が
、
い
つ
か
ら

ど
の
よ
う
に
導
入
さ
れ
た
の
か
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
行
政
諸
経
費

の
項
目
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
地
租
徴
収
費
、
県
(
り
目
的
E
2
)
及
び
村
落

の
役
人
た
ち
へ
の
手
当
、
行
政
及
び
一
般
諸
部
局
(
〉
仏
B
E
E
S門
HC口
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自己

E
E
n
巴
呂
田
ユ
B
S
Z
)
、
法
律
及
び
司
法
、
警
察
、
教
育
、
医

療
、
文
具
及
び
印
刷
、
公
共
事
業
部

(Eσ
正
当
R
Eロ
告
白
ユ

5
3門

)

の
九
で
あ
る
。
旬
、
一

S
Y
沼田

-5・
8
・
(
旬
、
河
内
L
Y
N
F
)

(日
)

h

h

叫

S
F
H
)
白円回目・
N
由l
M
叶・(旬、河内地問)日)・
N
U
l
旧日・)

(
ロ
)
上
掲
の
税
収
は
州
政
庁
の
収
入
と
は
な
ら
ず
、
い
っ
た
ん
中
央
政
庁

に
送
還
さ
れ
、
そ
の
の
ち
に
州
に
交
付
さ
れ
た
。
従
っ
て
ベ
ン
ガ
ル
州

は
他
州
の
行
政
諸
経
費
の
あ
る
部
分
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
に
も
な

る。

(日
)
h
s
s
w
H
)国

5
・N
由
・
(
句
、
河
内
"
℃
N
φ
)

こ
れ
は
土
地
保
有
者
H
商
業
協

会
の
意
見
に
よ
る
。

(M)
同
民
間
S
w

官印門田印・
ω
H
i
ω
N
・
(
如
、
同
ハ
シ
℃
匂
-
N品

N
叶
)

(団
)

h

h

叫

S
S
W
-
】
白
門
出
ー
叶
・
(
句
、
河
内
w

司・

5
)

(
団
)
こ
れ
ら
の
論
拠
の
ほ
か
に
も
、
州
政
庁
は
大
衆
教
育
の
意
味
を
問
う

て
、
も
し
そ
れ
が
「
最
下
層
の
人
び
と
に
ま
で
、
社
会
の
階
梯
を
昇
り

高
取
得
の
地
位
に
達
す
る
た
め
の
通
路
」
を
用
意
す
る
と
い
う
な
ら
、

そ
れ
は
既
に
聞
か
れ
て
お
り
、
ま
た
も
し
寸
文
筆
に
よ
る
、
ま
た
は
手

労
働
に
対
立
す
る
、
さ
ほ
ど
正
確
で
は
な
い
が
一
般
に
は
知
的
労
働
と

称
さ
れ
る
も
の
に
よ
る
生
計
」
を
与
え
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は

被
教
育
者
を
大
衆
か
ら
切
り
離
す
こ
と
に
な
る
、
と
論
じ
、
農
業
社
会

で
は
そ
の
よ
う
な
教
育
の
普
及
す
る
見
込
み
が
な
い
こ
と
、
教
育
資
金

は
付
加
税
に
よ
ら
ず
私
人
の
寄
付
金
や
授
業
料
に
よ
っ
て
賄
う
べ
き
も

の
で
、
ベ
ン
ガ
ル
に
は
そ
の
実
績
も
あ
る
こ
と
な
ど
、
多
方
面
か
ら
の

教
育
付
加
税
反
対
論
を
展
開
し
て
い
る
o

h

た
戸
七
月
g
a
l
g・

(
匂
、
河
内
u

日)
U
-
N
叶
ω0
・)

(口
)

h

h

同
S

F

H

】白門田・
N

F

(
旬
、
河
内
"
匂
円
y
N
H
M
M
)

(

刊

日

)

ι

ミ
ミ
了
間
)
開
門
担
・

ω
∞・(九山、河内
u

H

)

・
8
・)

15-

四

イ
ン
ド
政
庁
及
び
イ
ン
ド
省
の
方
針

前
節
で
述
べ
た
べ
ン
ガ
ル
州
政
庁
の
書
状
に
対
し
て
、

メ
イ
ヨ

l
(
担
岳
山
吋
印
印
。
EF45--
∞。己門
w
p

。F
開
山
ユ
丘
富
山
可
O
)
総
督
は
、

一
八
六
九
年
九
月
三

O
日
付
け
イ
ン
ド
政
庁
内
務
部
か
ら
の
書
状
を
も
っ
て
回
答
し
た
。
そ
の
要
旨
は
、
総
督
と
し
て
は
初
等
教
育
経
費

に
つ
い
て
准
知
事
と
合
意
で
き
な
か
っ
た
の
は
遺
憾
で
あ
る
が
、

そ
れ
を
中
央
負
担
と
し
な
い
方
針
に
変
更
は
な
い
こ
と
、
准
知
事
と
合

意
を
み
た
道
路
建
設
の
た
め
の
付
加
税
は
、
中
央
の
財
政
状
態
か
ら
み
て
緊
急
を
要
す
る
の
で
、
州
は
細
目
に
わ
た
る
必
要
な
措
置
を
講

じ
、
課
税
の
た
め
の
法
律
案
を
中
央
に
提
出
す
べ
き
こ
と
、
の
二
点
で
あ
っ
た
。

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
L

(

一
八
七
一
年
)
の
制
定

こ
の
当
座
の
指
示
の
あ
と
メ
イ
ヨ

l
総
督
は
、

ベ
ン
ガ
ル
州
政
庁
が
提
起
し
た
永
代
定
額
地
租
裁
定
下
で
の
新
規
課
税
を
め
ぐ
る
原
則

一
八
六
九
年
末
に
は
先
の
州
か
ら
の
書
状
を
添
付
し
て
、
イ
ン
ド
大
臣
ア
1

の
問
題
に
つ
い
て
、

お
そ
ら
く
検
討
を
続
げ
た
で
あ
ろ
う
。

ガ
イ
ル
(
。
。
。
吋
問
。
口
。
c
m
-
s
n
m
E
H
U寸
巳
「
∞

F
ロ
ロ
}
目
。
同
〉
話
可
口
)
の
判
断
を
仰
い
だ
の
で
あ
る
が
、

そ
の
総
督
か
ら
大
臣
へ
の
請
訓
を

内
容
と
す
る
公
信
(
巴

g℃
E
n
F
)
は
h
N
U
同
町
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

イ
ン
ド
大
臣
か
ら
の
返
書
は
一
八
七

O
年
五
月
二
一
日
付
け
で
発
送
さ
れ
、
六
月
三

O
日
付
げ
イ
ン
ド
政
庁
内
務
部
か
ら
ベ
ン
ガ
ル
州

政
庁
あ
て
の
書
状
に
添
付
さ
れ
て
い
る
。
以
下
こ
の
大
臣
か
ら
の
公
信
の
内
容
を
見
て
お
こ
う
。
イ
ン
ド
大
臣
は
、
イ
ン
ド
政
庁
が
財
政

上
の
理
由
か
ら
ベ
ン
ガ
ル
州
に
お
け
る
初
等
教
育
の
普
及
と
道
路
建
設
の
推
進
と
の
た
め
の
経
費
を
中
央
の
負
担
と
せ
ず
、
州
で
の
新
規

の
目
的
税
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
指
示
し
た
の
を
当
然
と
す
る
立
場
か
ら
論
を
進
め
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
事
柄
は
ベ
ン
ガ
ル
本
州
(
円
。
者
耳

目

gmm-)
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
両
政
庁
聞
の
論
議
は
、
「
直
接
的
に
も
内
包
す
る
意
味
の
上
か
ら
も
、
イ
ン
ド
政
庁
が
現
在

の
国
庫
収
入
で
は
充
分
に
供
与
で
き
な
い
改
良
諸
事
業
を
実
施
す
る
た
め
に
、
住
民
に
国
税
に
代
わ
る
特
別
地
方
税
(
印
宮
巳
包
吋
巳

g
同O
円

gu内

2
)
を
課
す
る
こ
と
が
、
い
か
な
る
条
件
及
び
環
境
の
も
と
で
正
当
化
さ
れ
う
る
か
、
と
い
う
課
題
の
総
体
に
関
わ
る
L

。
帝
国
国
庫
収

入

(HS宮門
E
H
2
8
5
0ご
E
E
)
は
、
「
帝
国
の
民
事
、
政
事
、
及
び
軍
事
行
政
」
と
、
寸
債
務
の
利
子
及
び
ま
だ
収
益
を
挙
げ
て
い
な

い
大
規
模
公
共
事
業
の
利
子
」
と
に
は
辛
う
じ
て
足
り
る
が
、
私
企
業
、
都
市
自
治
体
そ
の
他
の
地
方
団
体
が
発
達
し
て
い
な
い
イ
ン
ド

で
は
、
教
育
の
普
及
、
公
共
事
業
の
推
進
、
衛
生
施
設
の
充
実
は
政
府
の
事
業
と
し
て
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
、
そ
の
た
め
の
別
個
の

財
源
を
確
保
す
る
ほ
か
に
途
が
な
い
。
そ
の
日
的
の
た
め
に
パ
ン
ジ
ャ

l
ブ
、
北
西
州
、
中
央
イ
ン
ド
、

ア
ワ
ド
、

シ
ン
ド
、
及
び
ボ
ン

ベ
イ
管
区
で
は
地
租
を
上
回
る
地
方
税
が
徴
収
さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
大
臣
に
よ
る
地
方
課
税
の
承
認
は
、
ウ
ッ
ド
(
印
日
寸

(UEユ2

君
。
。
己
)
の
一
八
六
一
年
五
月
二
五
日
付
け
ボ
ン
ベ
イ
政
庁
宛
公
信
、
ベ
ン
ガ
ル
に
つ
い
て
は
ノ
1
ス
コ
ウ
ト

(ω
町

印
片
山
内
『
O
門
仏

Z

。3FE
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g
Z
)
の
一
八
六
八
年
一

O
月
二
八
日
付
け
イ
ン
ド
政
庁
宛
公
信
で
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

大
臣
公
信
は
続
け
て
永
代
定
額
地
租
裁
定
と
特
別
地
方
税
と
の
関
係
を
検
討
す
る
。
ま
ず
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
イ
ン
ド
政
庁
と
ベ
ン
ガ

ル
州
政
庁
と
の
双
方
の
理
由
づ
け
が
批
判
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
政
庁
は
「
地
方
的
目
的
の
た
め
に
地
方
的
付
加
税
を
課
す
る
権
利
」
を
く
り

そ
の
論
拠
で
は
政
庁
の
課
税
権
の
当
否
が
課
税
目
的
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

庁
の
課
税
権
は
当
然
の
前
提
で
あ
っ
て
も
、
税
収
の
使
途
し
だ
い
で
は
課
税
の
妥
当
性
な
い
し
正
義
と
納
税
者
に
そ
れ
を
理
解
さ
せ
る
可

能
性
と
の
二
点
に
お
い
て
、
事
情
が
一
変
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
ベ
ン
ガ
ル
州
政
庁
の
い
う
よ
う
に
、
課
税
権
が
永
代
定
額
地
租
裁

定
と
い
う
拘
束
力
の
あ
る
約
定
を
根
拠
に
絶
対
的
に
否
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
税
収
の
使
途
は
そ
の
徴
収
権
と
な
ん
ら
の
関
係
も
も
た
な

く
な
る
。
つ
ま
り
い
っ
さ
い
の
目
的
課
税
が
で
き
な
く
な
る
。
要
す
る
に
、
政
府
の
課
税
権
は
そ
れ
自
体
疑
問
の
余
地
の
な
い
権
利
で
あ
っ

か
え
し
主
張
す
る
が
、

つ
ま
り
、
イ
ン
ド
政

て
、
特
定
の
課
税
目
的
が
そ
れ
を
正
当
化
す
る
の
で
は
な
い
、

と
い
う
の
が
イ
ン
ド
大
臣
の
見
地
で
あ
っ
た
。
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つ
ぎ
に
大
臣
公
信
は
、
べ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
永
代
定
額
地
租
裁
定
の
法
律
上
の
根
拠
と
な
っ
た
一
七
九
三
年
条
例
第
一
号
(
河
内
m己
m-

F)口
問
。
同
口
お
)
第
七
条
は
、
条
例
制
定
当
時
に
お
い
て
、
政
府
に
地
租
の
ほ
か
に
地
方
税
を
課
す
る
権
利
が
あ
る
か
否
か
を
そ
も
そ
も

考
慮
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
当
面
の
い
ず
れ
の
側
の
主
張
を
も
支
持
し
な
い
、
と
解
釈
す
る
。
一
八
六

O
年
の
所
得
税

(
E
g
E
Z
Z
)

の
導
入
の
際
に
は
、

そ
れ
が
特
定
の
課
税
目
的
を
も
た
ず
、
恒
久
的
に
固
定
さ
れ
た
地
租
と
同
じ
「
公
課
守
口
E
目
。
号
日
自
己
)
」
で
あ
り
帝

国
国
庫
の
収
入
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
課
税
権
の
問
題
は
と
く
に
論
議
さ
れ
な
か
っ
た
。
所
得
税
は
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
の
所
領
の

改
良
に
た
い
す
る
公
課
の
増
額
で
は
な
く
、
「
ま
っ
た
く
異
な
る
原
則
に
も
と
づ
い
て
、
ま
っ
た
く
種
類
の
異
な
る
責
任

(-uzE可
)
に
つ

い
て
」
、
土
地
保
有
者
以
外
の
諸
階
層
も
と
も
に
、
所
得
の
源
泉
を
ひ
と
つ
に
指
定
せ
ず
、
課
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
新
規

課
税
を
地
租
と
は
別
個
の
も
の
と
し
、
永
代
定
額
裁
定
に
よ
っ
て
政
府
が
放
棄
し
た
「
地
代
」
増
収
分
へ
の
課
税
の
か
た
ち
を
採
ら
ず
、

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
L

(

一
八
七
一
年
)
の
制
定

さ
ら
に
、
地
租
を
負
担
す
る
土
地
保
有
者
の
み
な
ら
ず
、
免
租
地
を
も
含
む
「
他
の
地
方
税
賦
課
の
対
象
と
な
り
う
る
財
産
の
所
有
者
た

ち
」
を
あ
わ
せ
て
、
平
等
に
納
税
さ
せ
る
と
い
う
原
則
を
採
用
す
れ
ば
、
難
問
は
解
決
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
い
わ
ば
別
枠
に
よ
る
平
等
課
税
の
原
則
は
、
す
で
に
ボ
ン
ベ
イ
管
区
の
法
律
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
方
法
を
採
れ
ば
ベ
ン
ガ

ル
と
他
州
と
の
異
同
は
生
じ
え
な
い
。
イ
ン
ド
大
臣
は
総
督
が
こ
の
件
で
の
最
終
決
定
を
急
ぎ
、
課
税
権
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
遅
疑
遼

巡
の
余
地
を
な
く
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

大
臣
公
信
は
、
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
適
法
的
な
課
税
権
行
使
が
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
説
明
と
、
そ
の
具
体
策
の
指
示
と
を
、

以
下
の
五
項
目
に
分
け
て
列
挙
し
て
い
川
る
。

第
一
は
、
現
行
の
地
租
が
新
規
課
税
負
担
者
の
総
資
産
に
占
め
る
割
合
を
問
題
に
す
る
。
こ
れ
は
数
値
を
挙
げ
ず
状
況
か
ら
説
明
す
る

の
み
で
あ
る
が
、
永
代
定
額
地
租
裁
定
の
も
と
で
利
益
を
蓄
え
、
多
か
れ
少
な
か
れ
苦
労
な
く
暮
ら
せ
る
収
入
を
も
っ
人
び
と
が
州
内
各

地
に
い
る
こ
と
、
間
接
税
や
若
干
の
直
接
税
に
よ
っ
て
政
府
が
地
租
と
し
て
は
放
棄
し
た
も
の
を
別
途
に
回
収
し
て
い
る
と
し
て
も
、
他

州
の
住
民
に
較
べ
れ
ば
、
ベ
ン
ガ
ル
州
は
排
水
、
道
路
、
学
校
の
経
費
に
当
て
る
特
別
税
を
負
担
す
る
充
分
な
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

第
二
は
、
被
課
税
資
産
に
多
様
な
利
害
関
係
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
に
、
公
平
に
課
税
を
及
ぽ
す
徴
収
方
式
を
定
め
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
は
地
方
税
を
賦
課
し
徴
収
す
る
た
め
の
機
構
、
第
四
は
そ
の
地
方
税
の
支
出
を
委
任
さ
る
べ
き
人
び
と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
業
務
を
地
方
団
体

C
o
g
-
σ
0門出
g)
に
付
託
で
き
れ
ば
も
っ
と
も
望
ま
し
い
。
地
方
の
住
民
が
、
わ
れ
わ
れ
が
彼
ら
に
与
え
よ
う

と
し
て
い
る
利
益
を
よ
り
よ
く
理
解
し
評
価
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
発
的
行
動
に
よ
っ
て
の
み
活
動
で
き
る
組
織
を
も
て
る
な
ら
ば
、
道

路
と
学
校
の
設
営
や
衛
生
の
改
良
の
よ
う
な
仕
事
は
帝
国
政
府
の
介
在
な
し
に
地
方
住
民
の
主
導
に
任
せ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

い
ま
は

そ
の
条
件
が
整
っ
て
い
な
い
。
「
そ
れ
で
も
な
お
、
最
高
政
庁
当
局
が
二
疋
の
諸
業
務
の
実
行
を
ひ
と
つ
の
責
務
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
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鋭
意
努
力
し
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
地
方
税
の
査
定
と
支
出
の
両
面
で
、
地
方
住
民
を
彼
ら
の
本
来
の
在
地
の
指
導
者
た
ち

(
S
E
E
]

口
出
片
山

a
S
F包
jO
円
印
)
を
介
し
て
わ
れ
わ
れ
の
側
に
立
た
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
も
し
可
能
な
ら
ば
、
確
か
に
望
ま
し
い
こ
と

と
な
る
で
あ
ろ
う
。
L

こ
の
よ
う
な
措
置
は
他
州
に
例
も
あ
る
の
で
、
ぞ
れ
が
ベ
ン
ガ
ル
で
は
成
功
し
な
い
と
考
え
る
の
は
、
「
女
王
陛
下

の
政
府
の
信
念
と
希
望
と
か
ら
す
れ
ば
、
数
多
の
富
裕
に
し
て
聡
明
な
る
べ
ン
ガ
ル
の
紳
士
諸
君
に
対
す
る
不
当
な
る
誹
詩
と
な
ろ
う
。
」

イ
ン
ド
大
臣
の
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、
交
通
、
衛
生
、
教
育
に
限
つ
て
の
地
方
行
財
政
の
在
地
有
力
者
層
へ
の
委
託
で
あ
る
が
、
こ
の
方

式
が
変
更
を
加
え
ら
れ
な
が
ら
の
ち
の
「
地
方
自
治

Fog-ω
巳
小
の

0
2
5
5
8同
)
」
か
ら
一
九
一
九
年
統
治
法
下
の
州
自
治
に
ま
で
継
承

さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

第
五
は
、
地
方
税
の
使
途
に
つ
い
て
で
あ
る
。
政
庁
に
課
税
権
が
あ
る
と
し
て
も
、
問
題
は
そ
の
税
収
の
使
途
に
あ
る
。
イ
ン
ド
政
庁
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は
自
ら
の
施
策
が
住
民
の
信
頼
を
損
な
う
も
の
で
な
い
こ
と
に
確
信
を
も
っ
と
と
も
に
、
住
民
に
も
そ
れ
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で

を
も
た
ら
す
こ
と
、

あ
る
。
「
こ
の
目
的
に
と
っ
て
な
に
よ
り
も
欠
か
せ
な
い
の
は
、
地
方
税
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
諸
利
益
が
、
彼
ら
の
家
い
え
の
戸
口
に
実
感

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
諸
利
益
が
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
り
、
直
接
的
で
身
近
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。
し

地
域
住
民
に
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
は
井
戸
、
貯
水
池
な
ど
の
潅
概
施
設
も
あ
る
が
、
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
は
道
路
で
あ
る
。

道
路
は
は
じ
め
は
住
民
に
感
謝
さ
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
年
を
追
う
ご
と
に
そ
の
利
益
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
寸
住
民
に

代
わ
っ
て
こ
の
件
に
つ
い
て
配
慮
す
る
の
が
政
府
の
職
務
で
あ
る
。
」
ベ
ン
ガ
ル
州
准
知
事
が
道
路
税
に
つ
い
て
は
反
対
を
見
合
わ
せ
た
の

は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
、

と
イ
ン
ド
大
臣
は
推
察
す
る
。
し
か
し
教
育
税
を
も
地
方
財
源
に
求
め
る
の
が
「
女
王
陛
下
の
政
府
L

の
方
針

で
あ
る
。
総
督
は
当
面
は
慎
重
策
を
採
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
所
得
へ
の
課
税
を
増
額
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
下
で
は
、
慎
重
策
を
採
る
こ

と
が
い
っ
そ
う
必
要
と
な
る
。

一
の
目
的
の
た
め
の
新
規
課
税
の
税
収
は
、
他
の
目
的
に
転
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
付
加
税
の
増
額
は
、

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

い
か
な
る
ば
あ
い
に
も
、
特
定
の
使
途
を
完
全
に
説
明
し
て
、
住
民
に
し
か
る
べ
く
一
件
ご
と
に
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
臣
公
信
は
さ
ら
に
、
ベ
ン
ガ
ル
の
永
代
定
額
地
租
裁
定
か
ら
始
ま
っ
，
て
従
来
の
地
租
政
策
が
査
定
額
の
軽
減
と
基
準
の
一
定
化
と
を

目
指
じ
て
き
た
結
果
と
し
て
、
住
民
の
新
規
課
税
負
担
能
力
に
は
懸
念
が
な
い
こ
と
と
、
増
大
す
る
富
を
文
明
の
進
歩
に
充
て
る
べ
き
で

あ
る
こ
と
と
を
指
摘
し
た
の
ち
、
最
後
に
、
地
方
税
の
賦
課
に
は
財
政
上
の
意
味
合
い
と
は
ま
っ
た
く
別
個
の
利
益
と
重
要
性
と
を
も
っ

局
面
が
あ
る
、
と
述
べ
る
。
「
地
方
税
の
賦
課
は
、
は
じ
め
は
帝
国
当
局
の
懲
癌
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
、
住
民
自
身

の
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
賢
明
に
処
理
す
る
仕
方
を
よ
り
よ
く
教
え
る
強
力
な
手
段
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
大
臣
は
こ
の
点
で
、
地
方
税
の
賦

課
と
管
理
と
に
極
力
納
税
者
の
支
持
と
合
意
と
を
と
り
つ
け
よ
う
と
い
う
、
ボ
ン
ベ
イ
州
政
庁
及
び
ロ
レ
ン
ス
総
督
当
時
の
イ
ン
ド
政
庁

(
お
)

と
し
て
い
る
。

の
方
針
を
承
認
す
る
、

こ
の
大
臣
公
信
を
べ
ン
ガ
ル
州
政
庁
に
転
送
す
る
に
あ
た
り
、
イ
ン
ド
政
庁
は
そ
の
な
か
の
課
税
の
平
等
を
強
調
し
た
箇
条
と
、
地
方

税
制
の
教
育
的
効
果
に
言
及
し
た
箇
条
と
に
留
意
し
、
さ
ら
に
後
者
に
つ
い
て
、
地
方
的
課
税
に
は
地
方
的
行
政
と
地
方
的
責
任
と
が
伴

う
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
地
方
住
民
の
地
方
的
諸
問
題
の
処
理
へ
の
参
加
を
促
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
指
示
し
て
そ
の
趣
旨
を
補
強
し
た
。
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。
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台
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(
2
)

』
い
町
宮
町
司
、
ミ
潟
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S
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ロ
ミ
・
ロ
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m
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B
件
、
同
ロ
志
向
的
町
ミ
・
同
口
H
F
問
。
巴
巴
作
品
¥
N
w
s
hむ
h
c
m
諮問『品目

N
U
R
可同
-
w

日仏・
M
C
ロ・
H
∞寸
C
W

開ロロ]・

S
2
0
・P
関門凶ロロ田氏。口同
-
Z
0
・印
.
H
N
・

富山可同∞吋
0

・(旬、』刊のゐ七・
ω
N
l
S
)
・
以
下
、
こ
の
大
臣
か
ら
の
公
信
は

b
n
e
-
と
し
て
引
用
す
る
。

(3)

往
年
の
ベ
ン
ガ
ル
管
区
が
ガ
ン
ガ
1
河
中
上
流
域
に
ま
で
達
し
た
た

め
に
、
下
流
域
を
示
す
の
に
用
い
ら
れ
た
地
域
名
称
。
当
時
の
ベ
ン
ガ



ル
准
知
事
州
は
、
藩
王
国
を
除
く
ア
ツ
サ
ム
、
ビ
ハ

I
ル
、
ォ
リ
ツ
サ

を
含
ん
で
い
た
の
で
、
ベ
ン
ガ
ル
本
州
に
な
お
こ
の
名
称
を
充
て
て
い

た。

(
4
)
b
m
hも」℃同門田・

ω
・
(
旬
、
河
内
L
U・
2
)

(
5
)

原
文
で
は
な
o-一昨日
n
巳
》
で
あ
る
が
、
こ
の
語
は
慣
用
と
し
て
「
藩
王

国
に
関
係
す
る
L

ば
あ
い
を
指
す
。

(
6
)

戦
争
の
費
用
と
し
て
イ
ン
ド
内
部
及
び
イ
ギ
リ
ス
で
調
達
さ
れ
た
政

庁
の
債
務
は
、
イ
ギ
リ
ス
下
院
委
員
会
の
報
告
書
等
に
も
と
づ
く
R
H

C
H
ダ
ッ
ト
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
八
五
六
|
五
七
年
度
で
約
五
、
九
四

六
万
ポ
ン
ド
(
イ
ン
ド
で
の
調
達
分
五
、
五
五
四
万
ポ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス

で
の
調
達
分
三
九
二
万
ポ
ン
ド
)
で
あ
っ
た
も
の
が
、
「
セ
ポ
イ
の
反
乱
」

鎮
圧
の
軍
事
費
の
た
め
に
一
八
五
七
五
八
年
度
に
は
六
、
九
四
七
万

ポ
ン
ド
(
イ
ン
ド
で
六
、

O
七

O
万
、
イ
ギ
リ
ス
で
八
七
七
万
)
に
急
増

し
、
イ
ン
ド
が
王
領
植
民
地
と
な
っ
て
の
ち
も
、
債
務
は
イ
ン
ド
政
庁

の
借
入
金
に
よ
る
公
共
事
業
も
加
わ
っ
て
増
加
の
一
途
を
辿
っ
た
。
一

八
七

O

七
一
年
度
に
は
二
億
一
、
九

O
O万
ポ
ン
ド
(
イ
ン
ド
で
八
、

一
三
七
万
、
イ
ギ
リ
ス
で
三
、
七
六
三
万
)
に
増
大
し
た
。
こ
れ
ら
の
償

還
が
イ
ン
ド
政
庁
の
財
政
支
出
に
占
め
た
割
合
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は

ま
だ
確
か
め
て
い
な
い
が
、
以
上
の
ほ
か
に
一
八
七
四
年
ま
で
は
東
イ

ン
ド
会
社
の
株
式
の
償
還
も
イ
ン
ド
の
財
政
支
出
に
含
ま
れ
て
い
た
。

ロ
E
F
H
N
C
B
g
y
p
g今
P
日
常
同
町
g
s
b唱
え
町
民
町
宮
ロ
ミ
ミ
』
「
shm白凡一
S

S
R
-
A札口町同ロ豆町詰

h
h同
N
h
w
h
w
u
w
i
N
M
W
C
。・]{由同町民
P
H
U
{
)
ω
w
同州巾匂吋
-
w
Z
巾者

北
大
文
学
部
紀
要

ロ
色
町
山
口
叶
宮
司
己
}u-
片山片山
O
ロ
U
2
2
2
p
富
山
口
町
門
門
出
、
。
内
回
口
問
。
円
B
丸山
C
ロ

自
民
国
円
。
白
色
円
山
田
昨
日
口
問
u

。
o
i・
0
2
E
F
5
8・目当
-H8・N
g

参
照
。

(
7
)

鉄
道
及
び
運
河
・
潅
瓶
事
業
を
行
う
企
業
体
に
対
し
て
、
イ
ン
ド
政

庁
は
利
子
保
障
制
度
を
設
げ
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
の
民
間
資
本
の
導
入
を

図
っ
た
。
鉄
道
に
つ
い
て
は
一
八
六

0
年
代
ま
で
は
、
四
・
五
な
い
し

五
%
の
利
子
と
営
業
収
益
の
半
額
と
が
国
庫
収
入
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

て
い
た
が
、
七

0
年
代
に
は
政
庁
に
よ
る
鉄
道
企
業
の
買
収
や
直
接
投

資
と
経
営
に
よ
る
鉄
道
建
設
に
移
行
し
た
。
他
の
公
共
事
業
に
つ
い
て

は
お
そ
ら
く
共
通
す
る
利
子
保
障
制
度
は
な
く
、
企
業
体
数
も
事
業
規

模
も
鉄
道
ほ
ど
で
は
な
か
っ
た
が
、
東
イ
ン
ド
潅
淑
H
運
河
会
社
の
よ

う
に
、
政
庁
に
買
収
さ
れ
国
営
事
業
化
さ
れ
て
行
っ
た
。

(
U
Z
8
3・
ω町

。

g円m
p
h苫
丸
一
ト
§
、
ロ
ロ
h
p
h
s
.一
ミ
ロ
¥
H
F町句い臼九由選
A
¥
h
h叫き凡おか・

町、白
H
m
b
詰

S
L『話、戸
ω丘巾門凶ロ・円、
oロ仏。口一円、。ロ

m
g白
ロ
少
の
円
巾
巾
ロ
除
。
。
目
U

H

∞
宏
唱
の

E
宮
J
M〈

E
i出
凶
が
、
一
九
世
紀
後
期
に
お
け
る
こ
れ
ら

の
問
題
の
鳥
敵
図
を
得
る
の
に
便
利
で
あ
る
。

(
8
)
b
a
-
-
宮
門
出
・
印
・
(
如
、
河
内
v
u
・
2
・)

(
9
)

同)向島司
J

匂
釦
門
出
回
少
斗
・
(
旬
、
河
内
温
]
V
U
日・)

(
叩
)
一
七
九
三
年
三
月
一
一
一
一
日
付
け
の
布
告

(po己白
B
巳
芯
ロ
)
が
五
月

一
日
付
け
で
条
例
第
一
号
と
し
て
制
定

(
S
Rご
さ
れ
た
。
そ
の
第
三

条
で
は
、
周
知
の
よ
う
に
「
ベ
ン
ガ
ル
、
ピ
ハ

1
ル
及
び
オ
リ
ツ
サ
の

ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
、
独
立
タ
ア
ル
ク
ダ
1
ル
、
及
び
政
府
に
租
税
(
門

2
巾目

ロ
ロ
巾
)
を
納
付
す
る
そ
の
他
の
事
実
上
の
土
地
所
有
者
す
べ
て
」
の
土
地
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

に
対
し
て
査
定
(
回
目
凹
巾
凹
印
)
さ
れ
る
租
税
額
(
}
己
5
5白・し刊日さ
h
N
r
L

『白喜久)

は
、
「
永
久
に
固
定
さ
れ
る

S
H
E
向
。
円
巾
〈
号
)
」
旨
を
誼
い
、
問
題
の

第
七
条
で
は
、
こ
の
決
定
が
、
従
来
の
土
地
税
制
に
お
け
る
公
課
の
非

固
定
性
や
時
の
権
力
者
に
よ
る
苛
数
詠
求
を
、
国
土
の
繁
栄
と
民
生
の

安
定
に
有
害
な
も
の
と
し
て
斥
け
る
意
図
に
出
た
も
の
で
あ
り
、
査
定

額
固
定
の
命
令
は
、
「
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
変
更
さ
れ
る
こ
と

が
な
い

2
R
m〈。
g
-
E
P
出
口
弘
ロ
o
z
z
z
m
吉
田
]
♂
円
片
岡
。
ロ
)
L

と
規
定
し
、

土
地
所
有
者
た
ち
に
勧
農
と
納
税
義
務
の
履
行
、
借
地
人
層
へ
の
適
切

な
配
慮
な
ど
を
よ
び
か
け
、
地
租
滞
納
者
に
対
し
て
は
土
地
売
却
処
分

を
も
っ
て
臨
む
こ
と
を
明
示
す
る
。

Q
R
E
u
河内
Y
同Jpn
同町
h
ど
を
さ
ま

ミ

s
h
c
q
t
h遺
書
富
士
u¥HF問
、
ロ
ミ
号
、
凡
寄
還
な
同
町
詰
h
b
h
S
河口、町内

向
H
F
F同
町
お
札
口
¥
国
白
、
芯
さ
』
江
町
砕
白
ミ
ミ
h同町弘、

s
h
h
与
ミ
志
向

。
s

q苦
肉
お
円
ミ

ish同N白
刊
誌
、
q
R
h
S
F
Fミ
、
、
間
的
N
S昌
AQw
〈
o
-
F

F
Oロ色。ロ・叫，
F
m
何
回
印
己
ロ
己
目
白

(
U
0
5日)
S
F
H∞
E
b
H
}・同
iω

に
法
文
、
が
あ

ヲ
hv

。

(日
)
b
s
?
℃
R

S
・
∞
〕
・
(
旬
、
見
。
七
・

8
・
)
イ
ン
ド
大
臣
は
前
掲
の
条
例

の
条
項
中
の
「
彼
ら
各
自
の
所
領
(
巾
与
え
巾
印
)
の
改
良
の
結
果
と
し
て
、

公
課
(
吉
E
W
8
8
8
5
2
3
の
増
額
を
」
要
求
す
る
こ
と
は
な
い
、
と

い
う
箇
所
を
イ
タ
リ
ッ
ク
で
表
記
し
て
強
調
し
て
い
る
。

(
ロ
)
二

O
O
|五
O
Oル
ピ

l
の
収
入
に
対
し
て
そ
の
二
%
、
五

O
O
ル

ピ
l
以
上
な
ら
ば
四
%
が
課
税
さ
れ
た

(ω
守
山
岳
巾
可

u
E忌日
b
-
H
g・)。

こ
の
税
に
つ
い
て
は
改
め
て
検
討
の
機
会
を
得
た
い
。

(日
)
N
)町
も
よ
宮
吋
同
・

5
・
(
句
、
同
h
J
U
ω
φ
)

(
M
)
b
s
?
百
円

8
・
H
H
H品
L
∞
ロ
・
(
旬
、
河
内
uH】円
)ω
∞
lω
吋
w
a・)

(
日
)
同
)
町
却
も
よ
℃
同

E
・
E
・
(
句
、
河
内
w

円超・

ω寸
!ω
∞
)

(
日
)
こ
れ
は
前
節
に
挙
げ
た
州
政
庁
か
ら
中
央
政
庁
宛
の
書
状
中
の
数
行

の
引
用
に
よ
る
指
摘
で
あ
る
。

(
口
)
こ
れ
の
具
体
的
な
内
容
は
よ
く
分
か
ら
な
い
が
、
所
得
税
、
チ
ョ
ウ

キ
1
ダ

1
ル
の
雇
用
料
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

1
リ
l
郵
遅
施
設
税
、
河
川
の

渡
し
場
の
利
用
税
、
渡
し
舟
の
料
金
な
ど
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
国
)
勺
向
島
市
ニ
℃
民
国
由
同
∞
忌
(
め
、
河
内
噌
℃
℃
・

ω
∞
ω
∞・)

(
刊
日
)
勺
町
品
百
二
日
)
国
司
山
田
-H∞
uN0・
(
句
、
河
内
JUH)ω
∞
w
U申
)

(初

)
b
s
?
U
R
S田
区
.NH・
(
句
、
河
内
L
E
a
)

(幻

)
U
8
3
よ
宮
門
出
回
-
z
w
M
M目
(
旬
、
河
内
w
F
E
)

(幻

)
b
sも
よ
七
山
吋
回
-
N
ω
(旬
、
勾
(UUH】匂

ω由
品
。
・
)

(幻

)
b
h
hも
-H)白門田
m-NAFN日
・
(
句
、
河
内
・
匂
匂
・
品
。

1
2・)

(
M
)

同、内号、

k
yロ
富
岡
町
一
回
e
s
w
h
u
h
Q・
な

HF向
。
S
F
ロ¥
L
S
h
m由、

同
色
遣
問

b
A百円、

H
b
S町
匂
町
内
兄
・
同
ロ
志
向
。
S
H・
ミ

N
w
s
h
b
N
u
N品
-
E
P

H

∞吋

CL)同吋印凹
-
P
由
・
(
泊
、
河
内
u

司

ωN・)
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五

ベ
ン
ガ
ル
州
政
庁
に
よ
る
法
律
案
の
準
備

，....、

一
) 

地
方
税
制
委
員
会
の
設
置

イ
ン
ド
総
督
か
ら
の
地
方
税
法
案
の
準
備
を
求
め
る
指
示
と
、
地
方
税
を
め
ぐ
る
原
則
的
諸
問
題
の
指
針
を
明
示
し
た
イ
ン
ド
大
臣
の

総
督
宛
公
信
の
送
達
と
を
受
け
て
、
ベ
ン
ガ
ル
政
庁
は
対
応
に
苦
慮
し
た
模
様
で
あ
っ
た
。
准
知
事
は
一
八
七

O
年
七
月
一
八
日
付
げ
で

税
務
部
を
通
し
て
イ
ン
ド
政
庁
に
州
の
事
情
を
説
明
し
、
早
期
に
地
方
税
制
を
立
法
化
し
さ
ら
に
実
施
の
た
め
の
行
政
実
務
上
の
準
備
を

整
え
て
お
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
旨
を
具
申
し
た
。

そ
の
理
由
は
、
要
す
る
に
、
(
ご
大
臣
の
決
定
は
参
事
会
に
お
げ
る
総
督
の
見
解
と
は
甚
だ
し
く
異
な
る
の
で
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
で

は
地
方
課
税
計
画
の
立
案
に
は
ま
に
あ
わ
ず
、
し
か
も
、
(
二
)
大
臣
の
決
定
は
課
税
の
範
囲

(
F
O
R
E
Cご
自
己
宮
口
)
を
イ
ン
ド
政
庁

-23-

の
指
示
し
た
も
の
よ
り
広
く
と
っ
て
お
り
、
住
民
の
承
認
と
同
意
と
を
求
め
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
た
め
に
取
り
扱
う
べ

き
問
題
の
条
件
が
当
初
と
は
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
(
三
)
新
し
い
条
件
に
合
う
完
全
な
地
方
税
計
画
の
策
定
は
早
く
と
も
年
末

ま
で
か
か
る
う
え
に
、
(
四
)
准
知
事
は
さ
ら
に
州
参
事
会
で
の
充
分
な
審
議
日
数
を
確
保
し
、
対
立
や
反
対
を
説
得
調
停
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
ほ
か
、
(
五
)
法
案
の
成
立
施
行
の
前
に
、
県
(
住
田
丹
江
巳
)
か
ら
郡
(
印
己
σ仏
守
山
田
吉
ロ
)
に
至
る
、
官
吏
か
ら
土
地
保
有
者
等
に
及

ぶ
、
細
部
に
渉
る
予
備
的
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
つ
ぎ
の
寒
冷
期
に
で
も
な
れ
ば
、
地
方
官
吏
が
所
得
税
事
務
そ
の
他
の

一
般
行
政
業
務
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
う
え
、
イ
ギ
リ
ス
領
イ
ン
ド
最
初
の
全
国
国
勢
調
査
の
予
備
調
査
に
入
る
の
で
ま
こ
と
に
都
合
が

悪
い
。
(
六
)
州
と
し
て
は
、
村
落
チ
ョ
ウ
キ
l
ダ
1
ル
法
案
が
総
督
の
承
認
を
得
れ
ば
、
一
八
七
一
年
初
め
に
も
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
早

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

期
に
そ
の
適
用
に
着
手
し
た
い
。
法
案
の
規
定
す
る
政
庁
官
吏
と
チ
ョ
ウ
キ

l
ダ
l
ル
を
置
く
村
落
と
の
人
的
接
触
は
、
地
方
税
制
導
入

に
と
っ
て
も
有
用
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

准
知
事
は
ま
た
、

ベ
ン
ガ
ル
本
州
(
5
0
F
0
4
2司
匂

吋

O
三
宮

g)
で
は
国
家
つ
ま
り
植
民
地
政
庁
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
教
区
道
(
℃
民
U
F

吋

O

包
印
)
相
当
の
道
路
を
設
け
て
来
な
か
っ
た
か
ら
、
州
道

(
g
c
Eヨ・
0白
色

j

印
)
相
当
の
道
路
か
ら
着
工
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
も
あ
ら

ゆ
る
必
要
を
直
ち
に
は
充
た
せ
な
い
の
で
、
納
税
者
す
べ
て
に
と
っ
て
そ
の
工
事
が
「
手
に
取
る
よ
う
に
分
か
り
、
直
接
的
で
身
近
な
」

利
益
を
も
た
ら
し
は
し
な
い
こ
と
、
大
臣
公
信
の
意
図
を
不
動
産
(
日
巳
℃

g官
三
可
)
つ
ま
り
土
地
と
家
屋
の
み
に
課
税
す
る
も
の
と
理
解

す
る
こ
と
、
を
併
せ
て
伝
え
て
い
る
。

ベ
ン
ガ
ル
政
庁
は
、

お
そ
ら
く
八
月
八
日
、
税
務
局
面

S
E
。
片
岡

2
自
己
巾
)
の
官
僚
で
准
知
事
府
参
事
会
議
員
で
あ
っ
た
ス
コ

1
ク

(ぐ
q
D
O
ロ
E
C
m
y
∞n
F
氏。
F
)
、
バ
ッ
グ
ラ
ン
ド

(hyR-B
叶

doss
出口
n
E
mロ仏)、

ト
ム
プ
ソ
ン
(
〉
ロ
m
吉
田
苫
田
回
目
〈
ぬ
門
的
叶
F
O
B
℃印。ロ)

-24-

の
三
人
に
、
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

H
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
協
会
の
指
導
者
で
同
じ
く
議
員
の
デ
ィ
ゴ
ン
ボ
ル
H

ミ
ト
ロ
(
盟
関
山
口
号

R
宮
昨
日
)
、
議

員
の
イ

1
ッ
シ
ヨ
ル
チ
ヨ
ン
ド
ロ
リ
ミ
ト
ロ
(
阿
君

ω
R
S
E
E
冨
町
山
)
及
び
ワ

l
デ
ィ

1
G・
国
・
唱
。
丘
町
立
の
計
六
人
か
ら
な
る
委
員
会

を
任
命
し
、
土
地
へ
の
課
税
に
関
わ
る
基
本
原
則
は
大
臣
の
決
定
に
従
う
こ
と
と
し
て
、
地
方
税
制
問
題
の
検
討
と
法
律
案
の
起
草
と
に

当
た
ら
せ
た
。
こ
の
委
員
会
に
は
公
式
の
名
称
は
な
か
っ
た
が
、
大
臣
公
信
が
ベ
ン
ガ
ル
准
知
事
の
教
育
付
加
税
へ
の
否
定
的
態
度
を
承

認
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
設
置
目
的
に
は
教
育
税
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
筆
者
は
便
宜
上
こ
れ
を
地
方
税
制
委
員
会
と

呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
委
員
会
は
八
月
二
ニ
日
か
ら
一

O
月
一
七
日
ま
で
一
五
回
に
わ
た
る
審
議
を
重
ね
、
報
告
書
と
道
路
税
(
H
N
O

包

h
g
m
)
の
徴
収
に
関
す
る
手
続
き
を
定
め
た
法
律
案
と
を
准
知
事
に
提
出
し
た
。

最
初
の
委
員
会
に
イ
l
ッ
シ
ヨ
ル
チ
ヨ
ン
ド
ロ
リ
ミ
ト
ロ
は
一
通
の
覚
書
を
提
出
し
て
、

(
二
教
育
税
は
別
途
に
扱
う
こ
と
に
し
て
、



緊
急
を
重
す
る
道
路
と
排
水
路
を
優
先
す
べ
き
こ
と
、
(
二
)
課
税
対
象
を
土
地
と
家
屋
と
に
限
定
せ
ず
、
金
銭
的
に
富
裕
な
階
層
の
人
び

と
の
動
産
に
も
課
税
す
べ
き
こ
と
、
(
三
)
個
人
を
対
象
と
す
る
税
額
の
査
定
は
避
け
て
、
村
落
を
単
位
と
し
て
そ
の
総
収
入
に
課
す
る
税

率
の
み
を
決
定
す
る
こ
と
、
(
四
)
付
加
税
を
取
り
扱
う
地
方
団
体
は
、
県
(
己
目
的
可
目
立
)
と
県
内
の
区
域
(
巳
吋
己

g)
と
の
こ
段
階
に
設
け
、

前
者
は
県
長

3
2
E
2
0
E
B叶
)
の
所
管
と
し
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
適
宜
連
絡
と
統
属
の
関
係
を
設
け
る
こ
と
、
な
ど
を
提
言
し
た
。

そ
し
て
ま
た
そ
れ
が
委
員
会
の
審
議
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
か
は
、
所
与
の
史
料
か

彼
の
覚
書
が
個
人
の
発
意
に
よ
る
も
の
か
否
か
、

ら
は
判
然
と
し
な
い
。

( 

一一、-'

課
税
資
産
の
評
価
基
準
と
納
税
者
の
範
囲

-25-

地
方
税
制
委
員
会
の
審
議
事
項
の
第
一
は
課
税
対
象
と
な
る
資
産
と
そ
の
資
産
額
の
評
価
と
で
あ
っ
た
。
ま
ず
新
規
の
地
方
税
を
主
と

し
て
土
地
へ
の
付
加
税
と
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
つ
ぎ
に
課
税
資
産
と
し
て
の
土
地
の
評
価
額
の
算
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
①
国
税

総
面
積
ま
た
は
耕
地
面
積

(
F
O
R
B
m
m
p
唱。回目

(
p
o
C
2
0
5
E
gご
28co)
つ
ま
り
地
租
の
額
、
②

地
代
総
額
(
吋

gg-)、
③

2
2
E
S
Z仏
)
の
い
ず
れ
を
参
照
し
て
行
う
べ
き
か
を
審
議
し
た
。
地
租
額
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
所
領

(ggzm)
の
価
値

(g-5)
と

は
一
定
し
た
比
例
関
係
を
も
た
な
い
と
い
う
理
由
で
、
面
積
に
つ
い
て
は
、
精
確
な
地
籍
調
査
に
よ
ら
な
い
か
ぎ
り
一
所
領
内
の
個
別
の

も
例
外
的
な
ば
あ
い
を
除
け
ば
面
積
で
は
表
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、

そ
れ
ら
の
権
益

と
も
に
資
産
評
価
の
基
準
た
り
え
な
い
と
判
断
し
た
。

権
益
に
わ
た
っ
て
耕
地
と
非
耕
地
の
別
や
土
地
の
価
値
と
質
と
に
関
す
る
詳
細
な
情
報
を
得
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
に
反
し
て
地
代
総
額
は
、
収
税
官
は
そ
の
資
料
を
も
た
な
い
が
、
地
代
受
領
者
の
て
も
と
に
は
そ
の
帳
簿
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、

北
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

そ
の
提
出
を
強
制
す
る
措
置
を
講
ず
れ
ば
精
確
な
情
報
が
得
ら
れ
る
う
え
に
、
地
代
は
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
ま
で
は
土
地
の
生
産
力

(℃円。円四ロ己目ぐ

gm凶
器
)
に
比
例
し
、
租
税
支
払
い
能
力
に
対
応
す
る
も
の
と
見
な
し
う
る
と
い
う
理
由
で
、
資
産
評
価
の
も
っ
と
も
適
当
な
基

準
と
し
て
推
奨
さ
れ
た
。
そ
の
資
産
額
評
価
に
も
と
づ
く
租
税
額
査
定
の
単
位
は
克
租
地
を
含
む
所
領
と
す
る
の
が
至
便
で
あ
っ
た
。

委
員
会
の
以
上
の
論
議
は
、
地
方
付
加
税
の
納
税
者
を
ザ
ミ
l
ン
ダ

1
ル
層
に
限
定
せ
ず
、
寸
下
級
借
地
人
(
印
忌

E
Z
E
E印
)
」
を
除
く
ラ

イ
ヤ
ッ
ト
層
に
ま
で
拡
大
す
る
方
針
と
表
裏
を
な
し
て
い
た

6

ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
層
以
外
に
も
課
税
す
る
理
由
は
、
ザ
ミ

l
ン、グ

l
ル
た

ち
の
「
多
く
は
た
だ
の
年
金
受
領
者
(
自
ロ
巳

E
己
印
)
に
過
ぎ
ず
、
毎
年
二
疋
額
の
地
代
の
み
を
留
保
し
て
、
い
っ
さ
い
の
権
利
を
パ
一
ト
ニ

ダ
l
ル
た
ち
(
℃
巳
巳
含
円
印
)
や
そ
の
他
の
人
び
と
に
引
き
渡
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
た
ち
か
ら
そ
の
税
を
徴

収
し
て
、
彼
ら
の
も
と
で
さ
ま
ざ
ま
の
権
益
を
も
っ
者
た
ち
か
ら
徴
収
し
な
い
の
は
、
付
加
税
の
使
途
と
な
る
道
路
そ
の
他
の
対
象
物
か

ら
お
そ
ら
く
は
な
ん
ら
の
直
接
的
利
益
を
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
人
び
と
に
負
担
を
か
け
、
実
施
さ
れ
る
地
方
的
改
良
事
業
に
よ
っ

て
直
接
受
益
す
る
人
び
と
を
ま
っ
た
く
免
除
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
い
う
配
慮
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
納
税
者
の
範
囲
を
広
げ
る
に

当
た
っ
て
、
総
体

(ggtzq)と
し
て
の
所
領
に
対
す
る
課
税
の
一
般
原
則
の
み
を
提
示
し
て
あ
と
は
全
責
任
を
ザ
ミ
l
ン
ダ
i
ル
に
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負
わ
せ
る
と
と
も
に
、
借
地
人
間
で
の
租
税
負
担
の
配
分
を
自
主
調
整
や
民
事
裁
判
に
委
ね
る
こ
と
を
避
け
、

の
な
か
の
一
つ
ひ
と
つ
の
個
別
権
益
ご
と
に
負
担
額
を
明
示
す
る
方
針
を
採
っ
た
。

一
所
領
ま
た
は
そ
の
区
分

ラ
イ
ヤ
ッ
ト
層
は
、
既
に
そ
の
多
数
が
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
の
意
思
の
み
で
は
保
有
地
を
退
去
さ
せ
ら
れ
ず
ニ
疋
の
条
件
が
整
わ
な
け

れ
ば
地
代
を
引
き
上
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
あ
る
種
の
権
益
、

つ
ま
り
一
八
五
九
年
の
「
ベ
ン
ガ
ル
地
代
法
L

第
六
条
に
よ
る
占
有
借
地
権

(ユ
m
E
O同。
R
C
Eロ
ミ
)
を
有
し
、
道
路
等
の
工
事
の
直
接
の
受
益
者
と
も
な
る
か
ら
、
当
然
課
税
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ザ

ミ
l
ン
ダ
l
ル
に
自
己
の
負
担
す
る
税
額
を
、

そ
れ
を
上
回
る
恋
意
的
な
私
徴
に
よ
っ
て
補
填
さ
せ
な
い
た
め
に
は
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
負



(
泣
)

担
額
を
も
あ
ら
か
じ
め
確
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
っ
た
。

占
有
借
地
権
を
ま
だ
取
得
し
て
い
な
い
随
意
借
地
人
公

B
E
g
-旦
者
三
)
に
対
し
て
は
、
そ
の
土
地
保
有
条
件
が
慣
行
ま
た
は
競
争
に

も
と
づ
く
取
り
決
め
の
結
果
で
あ
る
以
上
は
、
付
加
税
の
賦
課
が
慣
行
ま
た
は
競
争
に
よ
る
地
代
率
に
及
ぽ
す
い
か
な
る
変
動
に
も
同
意

さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
納
税
義
務
を
負
わ
せ
る
が
、
そ
の
た
め
に
彼
ら
に
苛
酷
な
負
担
が
及
ぶ
こ
と
は
予
想
し
て
い
な
い
。

先
述
し
た
課
税
資
産
評
価
の
方
式
に
従
え
ば
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
ま
た
は
随
意
借
地
人
の
権
益
は
、
彼
が
直
上
の
地
主
で
あ
る
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

l

ル
ま
た
は
中
間
保
有
権
者

(
Z
E
B
S
F
0
5
2
)
に
納
付
す
る
地
代
額
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
地
方
税
が
従
来
の
地
租
と
は
別
個
の
原
則
に
よ
る
課
税
で
あ
り
、
か
つ
所
領
の
総
地
代
額
を
も
っ
て
資
産
評
価
を
行
う
と
し

た
こ
と
の
当
然
の
結
果
と
し
て
、
地
租
ま
た
は
地
代
を
免
除
さ
れ
て
い
る
土
地
も
課
税
資
産
に
加
え
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
所
有
者
及
び
保
有

者
も
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
権
益
に
応
じ
て
納
税
義
務
を
負
う
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。

地
方
税
の
賦
課
さ
れ
る
単
位
が
所
領
と
な
る
こ
と
は
先
述
し
た
が
、

そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
個
々
の
納
税
者
か
ら
の
徴
収
と
所
領

27 

か
ら
収
税
官
へ
の
納
入
と
は
、
双
方
の
便
宜
を
考
慮
し
て
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
の
地
代
徴
収
及
び
地
租
納
付
と
一
括
し
て
処
理
さ
せ
る
こ

と
に
し
た
。
つ
ま
り
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
は
自
ら
が
納
税
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
間
保
有
権
者
ま
た
は
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
が
地
代
と
と
も
に

納
付
す
る
地
方
税
を
預
か
る
収
税
官
の
代
理
人
の
役
割
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

( 

一一一、-"

課
税
の
た
め
の
情
報
収
集
の
方
法

上
述
の
諸
原
則
に
も
と
づ
い
て
地
方
税
導
入
の
作
業
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
、
収
税
官
は
ま
ず
所
領
ご
と
の
地
代
総
額
に
つ
い
て
の
正

北
大
文
学
部
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

確
な
情
報
を
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
情
報
の
所
在
は
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
及
び
借
地
人
そ
れ
ぞ
れ
の
会
計
簿

(
R
g
z
E印
)
以
外

に
は
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
収
税
官
の
て
も
と
に
は
よ
る
べ
き
資
料
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
収
税
官
は
県
内
の
所
領
を

こ
と
ご
と
く
知
つ
て
は
い
た
が
、
所
領
を
相
続
ま
た
は
購
入
し
た
新
た
な
ザ
ミ

1
ン
ダ

1
ル
た
ち
が
自
分
の
名
を
法
律
所
定
の
様
式
で
登

記
す
る
こ
と
を
怠
る
と
い
う
習
慣
の
た
め
に
、
登
記
簿
は
所
領
の
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
が
誰
で
あ
る
か
を
知
る
の
に
ほ
と
ん
ど
役
立
た
な

か
っ
た
。
ま
た
収
税
官
は
所
与
の
所
領
内
の
中
間
保
有
権
の
有
無
を
知
る
こ
と
ご
く
ま
れ
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
収
税
官
は
適
切
な
法
律

ま
ず
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
に
、
も
し
中
間
保
有
者
が
い
れ
ば
つ
ぎ
は
そ
の
者
に
、
と
地
代
徴
収
の
階
次
を
下
降
し
な
が

ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
代
収
入
額
に
つ
い
て
申
告
さ
せ
れ
ば
、
一
所
領
全
体
の
地
代
総
額
に
つ
い
て
の
完
全
な
情
報
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、

と
い
う
の
が
地
方
税
制
委
員
会
の
予
測
で
あ
っ
た
。

の
規
定
に
よ
っ
て
、

中
間
保
有
権
者
に
つ
い
て
は
、
収
税
官
は
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
か
ら
の
申
告
書
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
者
、

ま
た
は
一
八
五
九
年
法
律
第

28 

一
一
号
に
よ
っ
て
公
式
に
記
録
さ
れ
た
者
に
申
告
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
非
公
式
の
情
報
を
も
と
に
措
置
し
て
無
用
の
紛
糾
を
招
か
ぬ
よ
う

に
注
意
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
な
お
こ
の
申
告
の
際
に
、
も
し
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
等
が
自
身
で
保
有
も
し
く
は
耕
作
し
て
い
る
土
地

そ
れ
を
も
そ
こ
に
含
め
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

が
あ
れ
ば
、

右
の
申
告
は
収
税
官
が
各
所
領
の
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
に
特
別
の
通
知
書
(
ロ
O
片
付
。
)
を
送
付
し
た
日
か
ら
三
箇
月
以
内
に
所
定
の
書
式
に

従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
を
怠
っ
た
者
に
は
、
日
割
り
計
算
に
よ
る
科
料
を
地
租
滞
納
額
(
自
問

E
R
丘

5
2ロ
5)
の
回

収
の
か
た
ち
で
納
め
さ
せ
る
と
と
も
に
、
「
ベ
ン
ガ
ル
地
代
法
L

に
も
と
づ
い
て
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
に
対
す
る
地
代
請
求
訴
訟
を
起
こ
す
権
利
を

差
し
止
め
る
と
い
う
罰
則
を
課
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
申
告
書

(
E
E
E
)
の
様
式
に
は
、
(
二
一
提
出
者
の
自
作
地
、
(
二
)
提
出
者
に
地
代
を
直
接
納
付
す
る
耕
作
者
で
あ
る
ラ
イ
ヤ
ッ
ト



(
g
E
g江
口

m
g
q巳
印
)
の
保
有
す
る
土
地
、
(
三
)
提
出
者
に
地
代
を
納
付
す
る
中
間
保
有
権
者
、
(
四
)
提
出
者
の
所
領
ま
た
は
保
有
地

所
在
の
郷
(
℃
包
括
告
白
)
、
②

地
の
面
積
、
④

(
三
)
は
①

(
Z
E吋
ゆ
)
内
の
地
代
を
納
付
し
な
い
保
有
地
、
の
四
種
類
が
あ
り
、
(
一
)
は
①

年
間
賃
貸
料

(
ω
5
5
=注
目
指
g
E
O
)
(
二
)
は
①
②
が
前
掲
と
同
じ
で
、
③

居
住
す
る
県
、
郷
、
村
落
、
③

中
間
保
有
権
者
の
名
、
②

年
間
地
代
額
、
(
四
)
は
①

ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
名
、
④

所
在
の
郷
、
②

所
在
の
村
落
名
、
③

年
間
地
代
額
、

村
落
名
、
③ 土

推
定
年
間
地
代
額
(
巾
由
民
B
E
a
m
Eロ
E]
〈巴

5)を
、
そ
れ
ぞ
れ
(
こ
は
地
所
ご
と
に
(
二
)
以
下
は
個
人
ご
と
に
作
成

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
通
知
書
の
送
付
か
ら
四
箇
月
を
経
て
な
お
申
告
書
を
提
出
し
な
い
者
が
あ
れ
ば
、
収
税
宮
が
独
自
に
つ
ま
り

職
権
に
よ
っ
て
適
宜
そ
の
所
領
等
の
資
産
評
価
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

収
税
官
は
提
出
さ
れ
た
申
告
書
の
う
ち
地
代
額
に
関
す
る
部
分
の
再
調
査
は
し
な
い
が
自
作
地
の
評
価
額
は
適
宜
更
正
し
、
ザ
ミ
l
ン

保
有
者
名
、
④

こ
の
分
類
の
更
正
は
、

モ
カ
ツ
ラ
リ
ー
ダ
ー
ル

(B
。}S叶
E
吋
区
山
口

ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
島
司
)
、

モ
ウ
ル

1
シ
l
ダ
l
ル
(
B
o
E・
g-仏山口
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ダ
l
ル
が
中
間
保
有
権
者
を
「
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
」
と
誤
記
し
た
ば
あ
い
に
は
再
申
告
さ
せ
て
、
下
位
の
保
有
者
の
分
類
の
み
を
更
正
す
る
。

S
R
S『
-aS叫
司
)
、
ガ

l
ン
テ
ィ
1
ダ
l
ル
(
内
智
一
忌
迂
守
)
な
ど
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
か
ら
は
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
て
も
収
税
官

に
対
し
て
は
そ
れ
以
上
の
身
分
を
主
張
す
る
人
び
と
が
数
多
く
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
課
税
基
盤
の
拡
大
に
有
用
な
措
置
と
さ
れ
た
。
な

お
委
員
会
は
、
ザ
ミ
l
ン
ダ

1
ル
た
ち
に
所
領
の
状
態
に
つ
い
て
申
告
さ
せ
る
こ
と
は
、
往
年
の
条
例
か
ら
見
て
彼
ら
に
新
た
な
負
担
を

村
落
書
記
)
と
カ

l
ヌ
l
ン
ゴ

l
(言
ミ
刊
誌
も
一
色
お
き
ち

法
例
司
)
の
職
掌
の
収
税
官
に
よ
る
継
承
に
当
た
る
も
の
と
考
え
て
い
た
。

課
す
る
も
の
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
パ
ト
ワ
l
リ
!
な
ミ

shミ

郡
書
記
、
郡

北
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
L

(

一
八
七
一
年
)
の
制
定

(
四
)

道
路
税
の
課
税
方
法

右
の
方
法
に
よ
り
、
各
所
領
ま
た
は
中
間
保
有
領
の
「
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
た
ち
が
支
払
う
地
代
の
総
額
(
任
命
出
問
唱
。
官
官
。
ご

Z
Zロ
Z
吉
正

ぎ
任
命
日
目
百
円
印
)
」
を
も
っ
て
表
示
さ
れ
る
「
年
間
総
価
値
(
同
宮
唱
。
印
回
目
白

E
色

gzo)」
、
中
間
保
有
権
者
が
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
ま
た
は
直

下
の
中
間
保
有
権
者
か
ら
収
受
す
る
地
代
額
、
及
び
直
上
の
中
間
保
有
権
者
ま
た
は
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
に
納
入
す
る
地
代
額
の
数
値
が
得

ら
れ
る
。
収
税
官
は
こ
れ
ら
の
数
値
と
准
知
事
が
定
め
る
税
率
と
に
も
と
づ
い
て
、
各
級
の
土
地
権
益
を
有
す
る
者
た
ち
の
負
担
す
べ
き

道
路
税
額
を
算
出
す
る
。

算
出
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
、
そ
の
収
益
(
買
。
宮
)
つ
ま
り
課
税
資
産
は
、
経
験
上
、
地
代
額
と
ほ
ぼ
等
し
い

も
の
と
推
定
す
る
。

つ
ぎ
に
、
ザ
ミ
1
ン
ダ
l
ル
及
び
中
間
保
有
権
者
に
つ
い
て
は
、
収
受
す
る
地
代
額
と
納
入
す
る
地
代
ま
た
は
地
租

-30-

額
と
の
差
額
を
課
税
資
産
と
認
定
す
る
。
税
率
の
運
用
に
つ
い
て
は
、
ザ
ミ
1
ン
ダ

l
ル
等
に
道
路
税
徴
収
を
委
託
す
る
こ
と
に
伴
う
諸

経
費
を
考
膚
し
て
、
彼
ら
の
税
率
は
所
定
の
二
五
%
と
し
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
に
は
所
定
の
七
五
%
と
す
る
こ
と
で
、
課
税
均
等
の
原
則
の
実

現
を
図
る
。

こ
の
道
路
税
額
算
出
方
法
を
具
体
的
に
示
せ
ば
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

(
1〕

ラ
イ
ヤ
ッ
ト
は
、
各
自
の
支
払
う
地
代
額
に
税
率
の
七
五
%
を
乗
じ
た
額
。

中
間
保
有
権
者
は
、
そ
の
権
利
の
及
ぶ
地
域
の
「
年
間
総
価
値
L

に
税
率
を
乗
じ
た
額
か
ら
、
直
上
の
中
間
保
有
権
者
ま
た
は
ザ

ミ
1
ン
ダ

l
ル
に
支
払
う
地
代
額
に
税
率
の
二
五
%
を
乗
じ
た
額
を
差
し
引
い
た
額
。

ザ
ミ

l
ン
、
ダ

l
ル
は
、
所
領
の
「
年
間
総
価
値
」
に
税
率
を
乗
じ
た
額
か
ら
、
彼
の
地
租
に
税
率
の
二
五
%
を
乗
じ
た
額
を
差
し

(2) 

(3) 



(
お
)

引
い
た
額
。

従
っ
て
、
各
所
領
あ
た
り
の
道
路
税
総
額
は
、

そ
の
「
年
間
総
価
値
」
と
税
率
と
の
乗
数
よ
り
は
か
な
り
低
く
な
り
、
所
領
内
部
の
土

地
権
益
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
算
出
の
作
業
自
体
は
申
告
書
に
も
と
づ
く
情
報
管
理
が
充
分
な
ら
ば
算
術
的
操
作

だ
け
の
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

1
ル
等
の
自
作
地
の
道
路
税
は
、
制
度
上
の
借
地
人
と
し
て
の
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
が
い
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
の

で
、
彼
ら
自
身
が
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
と
ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
等
と
の
双
方
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
分
を
あ
わ
せ
て
納
め
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
地
租

免
除
地

(
5
5ロ足時吋
2
E白
骨
)
と
地
代
免
除
地
(
門

g
Z
B
Z自
己
印
)
と
は
と
も
に
道
路
税
を
賦
課
さ
れ
る
が
、
前
者
の
地
目
は
地
代
の
全

額
が
所
有
者
の
収
益
と
な
る
た
め
、
「
年
間
総
価
値
」
に
課
さ
れ
る
付
加
税
の
満
額
を
差
し
引
き
額
な
し
に
徴
収
す
る
こ
と
に
な
る
。
後
者

の
地
目
は
中
間
保
有
権
と
し
て
扱
わ
れ
、
そ
の
部
分
の
付
加
税
の
満
額
に
ザ
ミ

1
ン
ダ

1
ル
等
直
上
の
権
益
所
有
者
の
負
担
分
を
加
算
せ

ず
、
逆
に
徴
収
額
の
二
五
%
を
地
代
免
除
地
保
有
者
自
身
の
徴
収
手
数
料
と
し
て
差
し
引
か
せ
た
う
え
で
徴
収
す
る
。
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委
員
会
は
さ
ら
に
、
「
県
自
治
体
改
良
法
(
虫
色
ユ
立
冨

5
笠
宮
己
日
目

)
5
2
5
0丘
〉
立
)
及
び
「
県
都
市
法
(
己
目
的

E
2叶
。

4
5∞
〉
♀
)
」

適
用
地
域
を
除
い
て
、
農
耕
す
る
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
以
外
の
住
民
か
ら
家
屋
を
課
税
資
産
と
す
る
道
路
税
を
徴
収
す
る
こ
と
と
し
た
。
資
産
額

は
、
村
落
等
の
パ
ン
チ
ャ

l
ヤ
ト
宕
室
内
向
い
て
お
ご
ま
た
は
そ
れ
を
欠
く
地
域
で
は
収
税
官
の
任
命
す
る
査
定
員
(
凶
器
o
g
o門
)
が
、
建
築
費
用
を

見
積
も
っ
て
査
定
す
る
。
評
価
額
一

O
O
ル
ピ

l
以
下
の
庖
舗
及
び
営
業
用
建
造
物
に
は
年
額
二
一
ア

l
ナ
l
(
き
w
g
E
)
つ
ま
り

0
・

七
五
ル
ピ

l
、

一
O
O
ル
ピ

1
以
上
、

五
O
O
ル
ピ

l
以
上
、

一、

0
0
0
ル
ピ

1
以
上
、
二
、

0
0
0
ル
ピ

1
以
上
の
家
屋
に
は
そ
れ
ぞ

五
ル
ビ
ー
を
課
税
す
る
こ
と
に
し
た
。

れ
年
額
一
ル
ピ

l
、
二
ル
ピ

l
、
三
ル
ピ

l
、

北
大
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
L

(

一
八
七
一
年
)
の
制
定

(
五
)

道
路
税
管
理
団
体

地
代
を
積
算
基
礎
と
す
る
道
路
税
は
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
が
地
代
と
と
も
に
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
等
か
ら
受
領
し
、
地
租
の
納
期
ご
と
に
そ
れ

と
合
わ
せ
て
収
税
官
に
納
付
す
る
。
家
屋
に
課
す
る
道
路
税
は
そ
の
資
産
評
価
を
行
う
者
が
家
屋
所
有
者
か
ら
徴
収
の
う
え
収
税
宮
に
届

け
る
。
い
ず
れ
の
ば
あ
い
も
資
産
評
価
額
は
五
年
間
据
え
置
き
が
原
則
で
あ
っ
た
。

つ
ぎ
の
問
題
は
道
路
税
の
管
理
機
関
の
設
置
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
准
知
事
が
各
県
注
目
的

E
2
)
に
収
税
官
を
官
職
指
定
に
よ
る

(2・

。
日
三
O
)
議
長
と
し
、
委
員
の
少
な
く
と
も
三
分
の
二
を
「
政
庁
の
有
給
官
吏
L

以
外
の
者
が
占
め
る
委
員
会

(
g
E
B芹
Z
O
)
を
任
命
し
て
、

そ
の
実
務
執
行
の
長
は
互
選
に
よ
る
副
議
長
に
任
当
さ
せ
る
ほ
か
、
事
情
に
よ
っ
て
は
郡
守
口
σ門
出
〈

U
Zロ
)
に
も
そ
の
担
当
官
を
議
長
と
す

る
委
員
会
を
設
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
委
員
及
び
委
員
会
の
任
期
は
二
年
を
越
え
な
い
が
重
任
は
可
能
で
あ
り
、
任
期
途
中
で
の
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准
知
事
に
よ
る
任
免
も
あ
り
う
る
と
さ
れ
た
。

こ
の
道
路
税
管
理
の
た
め
の
委
員
会
は
県
内
の
道
路
建
設
計
画
を
立
て
そ
の
実
施
要
員
を
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
委
員
会

は
行
政
区
長
官
(
盟
三
回
目
。

E]打
。
自
日
目
的
位
。
ロ
買
)
に
そ
の
計
画
に
つ
い
て
報
告
す
る
ほ
か
、
長
官
が
必
要
と
す
る
情
報
を
提
供
し
、
長
官
は

適
切
と
判
断
す
れ
ば
委
員
会
に
助
言
(
印
石
川

m
g片

山

O
ロ
)
を
与
え
、
委
員
会
の
出
席
者
の
五
分
の
四
未
満
の
賛
成
で
採
択
し
た
道
路
財
政
の
見

積
も
り
に
は
修
正
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
人
事
と
業
務
管
理
の
双
方
か
ら
み
て
、
こ
の
委
員
会
は
州
政
庁
の
官
僚
統
制
を
県
内
の
有
力
者
層
に
及
ぽ
し
彼
ら
を
支
配

に
協
力
さ
せ
る
た
め
の
機
関
と
し
て
計
画
さ
れ
て
い
た
。

寸
こ
の
よ
う
に
そ
の
委
員
会
に
彼
ら
の
実
務
執
行
の
長
を
選
ぶ
権
利
を
与
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
地
方
的
事
業
の
運
営
が
ほ
ん
と
う
に
自
分
た
ち
の
責
任
に
委
ね
ら
れ
た
こ
と
を
自
覚
し
、

そ
こ
か
ら
、
彼
ら
の



責
務
に
よ
り
強
い
関
心
を
抱
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」
と
い
う
の
が
、
提
案
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。

そ
れ
と
と
も
に
、
道
路
税
法
案
は
農
村
部
有
力
者
層
の
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
等
に
対
す
る
支
配
を
強
化
し
う
る
規
定
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
は

道
路
税
の
不
払
い
へ
の
処
分
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ザ
ミ

1
ン
ダ

l
ル
の
道
路
税
滞
納
は
地
租
滞
納
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
等
の
滞
納
は
地

代
滞
納
と
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
方
法
で
回
収
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
前
者
は
い
う
ま
で
も
な
く
所
領
の
公
売
を
意
味
す
る
の
で
、

そ
の
当

否
に
つ
い
て
は
地
方
税
制
委
員
会
内
で
も
異
論
が
あ
っ
た
。
し
か
し
大
勢
は
こ
の
規
定
が
ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
層
に
懸
念
も
実
害
も
及
ぼ
さ

な
い
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
。
後
者
の
ば
あ
い
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
滞
納
回
収
の
方
法
へ
の
言
及
は
な
い
が
、

一
定
の
法
律
的
手
続
き

を
経
て
借
地
権
の
没
収
に
至
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

つ
ま
り
ザ
ミ

l
ン
ダ
i
ル
層
の
強
制
力
に
新
た
な
支
柱
が
加
え
ら
れ
た
等
し

か
っ
た
の
で
あ
る
。

地
方
税
制
委
員
会
は
道
路
税
造
収
入
を
年
額
二
七

O
万
ル
ピ
!
と
見
積
も
っ
た
。
内
訳
は
地
租
の
付
加
税
か
ら
一
二

O
万
ル
ピ

I
、
地
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租
免
除
地
の
道
路
税
及
び
家
屋
へ
の
課
税
か
ら
六

O
万
ル
ピ
!
と
な
る
。
こ
れ
に
併
合
県
道
路
基
金
(
〉
虫
色
官

B
E包
虫
色
ユ
の
仲
間
向
。
包

m
J
H
H

丘
)
か
ら
の
繰
入
金
一

O
O万
ル
ピ
ー
が
見
込
ま
れ
る
の
で
、
合
計
三
七

O
万
ル
ピ
ー
が
州
内
全
県
の
道
路
工
事
の
総
財
源
と
な
り
、
各

県
の
道
路
税
管
理
委
員
会
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
業
計
画
と
収
支
計
画
と
を
立
て
て
、
上
級
官
庁
の
監
督
下
に
こ
れ
を
執
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
資
金
は
県
段
階
で
の
道
路
工
事
費
に
の
み
充
当
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

で
き
な
か
っ
た
。

イ
ン
ド
政
庁
所
管
の
国
道
官
日
間

)
q
E
B包
印
)
に
は
支
出

お
よ
そ
以
上
の
内
容
の
報
告
書
と
法
律
案
と
を
準
備
し
た
の
ち
に
、
ベ
ン
ガ
ル
政
庁
は
イ
ン
ド
政
庁
か
ら
道
路
税
の
財
源
に
関
し
て
、

別
の
書
状
を
受
け
取
っ
た
が
、
地
方
税
制
委
員
会
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
検
討
し
な
か
っ
た
。

北
大
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(∞) Idem， para. 11. (SPRC， pp. 42-43.) 

(∞) Idem， para. 12. (SPRC， p.43.) 

(ヨ) SPRC， p.62 td1く-<Q~iミ嶋崎為， mliii~Q1 l-< td ('¥ユν当

〈骨平常~(tIlÞ\lJ製幽~慢i脂手J 収J ，{::6 i主 0~。

(口) SPRC座長崎眠薬 Q聴腿(p.43.) td 2三， {the Committee 

appointed for the purpose of reporting on the best mode of 

giving effect to the views of the Secretary of State r巴gard-

ing the imposition of local cesses for roads and education} 

心蜘ゐ~ν 二時。

(~) 群~[]制ffi ..IJ ~Q:t己犠Q 1 ~1健~ SPRC， pp. 45-64 td'潟母蝶笠

pp.64-76 td' ~~~ν~昼磯杓~ドユト0 0 ~}L\lJ当トJQ騨4日制E

ωCCR (=Cess Committee Report)' 士自$l1:鰍品JRCB(Road 

Cess Bill) Q笹01和平Jñj=;買い的。縦四(4\1 Q~手長td~r穏~!æJ 為鱒

会~ド :;+!'Q~' 規最E蝶ヰミ「事現謹;asJ Q ，毛 td('\ ユトJ報f.P-;!-.l~

Q2重F て入後弐主~tl:::: Q r様~!æ;asJ 州都昨戸くJよきユ十央高王寺ミャ入 Zι

古当tl::::Q時1(.1穏4旬以:b+:!+!.公101Q r(' 'C¥。

(ロ) 響機毛主総会心主主 rg否認l)III機ドー議案|略(Collectorand Magis-

trate) J ..IJ縫い時。

(ヨ (Memorandum)Roads and Education Cess， by Isser 

Chunder Mitter， 13. Aug. 1870. (SPRC， pp.43-45.) 

(出) CCR， paras. 4-5. (SPRC， p.45.) 

(;::;) CCR， paras. 6-10， 13-15. (SPRC， pp. 45-47.) 

(口) CCR，paras. 17-19. (SPRC， p.47.) 

(出) CCR， paras. 20-21. (SPRC， pp. 47-48.) r迩思」よj包'誕

鰍Q f.P-;!榔 td (j詰~，\"(~'r悩tl:::: w治社 1 {~4Þ-I邸 Q~雲:t ò初回~1町時刊幸子

骨44422刊幸子 Q~量矧余 (any land or share in land)早Ji♀わド'

W与;~ ¥':;い 1-<Q\占~{尽栴 (a proprietor) Q~iミや|挺!;as~雲:t

1荏思S剥ロ剣~普段 (the general r巴gisterof all revenue-paying 

estates) td~鱗杓兵い二時 .，ø Q' うき-6+=! 短時J~td ('¥ユνlく同

長壮士道$l1:tHR1 1口?で入ヰ司会主翌日記幾接持¥IT¥韮惚幸子恨宥士道(Ben-
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口
市
川
山
知
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巾
凹
〉
口
同
)
第
一

0
4然
ま
た
は
第
一
一
条
に
も

と
づ
い
て
別
儲
の
口
疫
が
設
け
ら
れ
て
い
る
も
の
、
及
び
地
租
免
除
保

有
務
開
放
記
簿
〈
仲
町
叩
吋
再
開
叫
え

2
0同
月
話
芸
叩
屋
川
話
再
窓
口

R
g〉
に
記
議
さ

れ
た
土
地
ま
た
は
土
地
の
配
当
分
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
…
人
の
地
租

総
投
資
任
を
負
う
、
ま
た
は
そ
れ
を
免
除
さ
れ
た
所
絞
殺
の
導
有
下
に

あ
る
土
地
財
産
を
い
う
。

〈
山
口
)
門
uh~戸田》知吋知的事ぬゆ
i
u
凸
(
む
u
h
q
朝日
y
怠
〉
に
よ
れ
ば
、
一
八
七

O
年

一
月
一
日
一
一
段
付
げ
の
税
務
局
覚
窓
習
で
は
、
総
代
額
引
き
上
げ
の
笑
殺
そ

占
有
す
る
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
か
ら
の
夜
接
的
地
代
受
領
者
の
み
を
地
方
殺
の
ゑ

約
一
品
物
と
す
べ
き
旨
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
大
国
同
公
僚
に
よ
っ
て
新
規

畿
税
の
性
格
が
改
め
ら
れ
た
た
め
、
そ
の
税
収
に
よ
る
事
業
か
ら
の
受

益
の
鶏
待
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
「
課
税
資
産
の
な
か
の
権
益
の
価
値

(
江
戸
市
〈
三
言
。
同

p
aユ
ロ

g
zえ
宮
内
げ
ぬ
相
対
。
宮
一
立
門
川
町

gvsa)」
に
応
じ

て
、
ザ
ミ

i
ン
ダ

1
ル
以
下
の
笈
綴
地
代
受
領
者
に
も
納
税
義
務
後
及

ぽ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
地
代
徴
収
機
の
転
変
(
出
吾
五
百
円
巾
口
安
門
窓
口
)
が
も

た
ら
し
て
い
る
錯
綜
し
た
土
地
所
有
関
係
へ
の
税
制
上
の
対
応
が
、
委

員
会
の
腐
心
し
た
、
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
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ら
れ
る
地
代
徽
絞
緩
の
転
貸
し
と
寸
や

間
保
有
総
会
主
出
活
)
L

の
累
層
化
、
及
び
ぞ
れ
ら
と
複
雑
に
絡
み
合
う
篠

藤
岡
崎
形
成
金
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
‘
か
な
り
の
数
に
の
ぼ
る
文
献
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∞
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∞
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仏
C
口
問
M
g
出品
w
-
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∞
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る
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こ
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ら
の
問
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近
一
一
一
む
か
小
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ど
に
研
究
の
集
中
し
た
分
野
の

ひ
と
つ
で
る
る
が
、
研
究
災
受
燦
諮
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た
〉
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〉
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〉
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刊
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叫
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司
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∞
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目
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あ
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却
沖
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〈
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著
述
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払
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中
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川
成
議
「
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
土
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所
有
権
の
展
開
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ぷ
出

史
と
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崎
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恥
問
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…
己
が
あ
る
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幻
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。
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∞
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憎
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ご
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手
続
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は
作
業
安
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ベ
然
遅
延
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
委
員
会
は
課
税

を
規
則
的
か
つ
公
立
に
行
う
た
め
に
こ
れ
そ
避
け
ら
れ
な
い
ち
の
と
判
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し
で
い
た
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。
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(gj) 但社要。照5塁手J~重県道草 01"ャ~0 ム時)0主翌日安余むモ義士制þ

o除草自~蒸是と布u キJ トJ S， +.:!0V >J0型車Dll'fミ~1HM!2~時。

(g) RCB， Schedul巴 A，No. 1. (SPRC， pp.73-74.) 

(お) CCR， para. 49; RCB， sec. 10. (SPRC， pp，52， 65-66) 

(~) CCR， paras. 51-55; RCB， secs. 11-12. SPRC， pp.52-53， 

66.) 卯 4ミト I，，~一、-~ミ*， 0主主主主' 車l郷者:;!21 *iW語Q型乞今年j

作(ヰç;，^"ユ必至与の拠剖~' ~{宍Q幸子同~~困者ドト申。

(~) CCR， paras. 57-58. (SPRC， p.53.) 

(お) RCS， sec. 13. (SPRC， p. 66.) 

(お) CCR， paras. 60-65. (SPRC， pp. 53-54.) 

(お) CCR， para. 66; RCB， sec. 16. (SPRC， pp. 54， 66-67.)総信

下JI民中::t21'矧主主将傑ト (r) ・ 1さ~~0r社E寝室恩恩J (V)・翌a1
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(民) CCR， App. A. (SPRC， pp. 62-64.) !2-'-11沼Q趣味ヨヨQ継総iilia

草止E宝寺ミ1民Jド時的。

(忠) CCR， paras. 84-87. (SPRC， pp.57.) 

(~) 糧押さ;2Act III of 1864 (B.C.)心 Jト/巡判事怠 ActVI of 
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(匂) CCR， para. 90; RCB， sec. 35. (SPRC， pp.58， 68.) 

(事) CCR， paras. 102， 104; RCB， secs. 37-42， 51-53， 55-60. 
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千
万
ル
ピ

1
の
三
倍
の
一
億
二
千
万
ル
ビ
ー
を
全
所
領
の
地
代
総
額
と

推
定
し
、
そ
の
一
ル
ピ

1
当
た
り
三
分
の
一
ア

1
ナ
l
つ
ま
り
四
八
分

の
一
の
付
加
税
率
で
二
五

O
万
ル
ビ
ー
を
得
る
が
、
こ
こ
か
ら
そ
の
四

分
の
一
(
ザ
ミ
ン
ダ

l
ル
負
担
分
)
つ
ま
り
地
租
一
ル
ピ

1
あ
た
り
一
一
一

分
の
一
ア

1
ナ
l
を
減
額
し
て
、
約
二
二
九
万
ル
ピ

l
の
付
加
税
を
得

る
。
地
租
免
除
地
区
と
家
屋
課
税
分
と
は
推
定
値
で
あ
る
。

「
併
合
県
道
路
基
金
」
は
、
河
川
や
カ
ル
カ
ッ
タ
市
内
の
運
河
の
渡
し

舟
ゃ
あ
る
穣
の
道
路
の
通
行
料
、
刑
務
所
の
囚
人
労
働
に
よ
る
製
品
の

ーーL.

/¥ 

地
方
税
制
委
員
会
内
部
の
異
論

販
売
益
金
、
そ
の
他
の
地
方
基
金
収
入
か
ら
な
る
公
共
事
業
基
金
を
い

う
。
ミ
ロ
与
出
口
苫

S
h
h町
内
言
語
H
D
¥
忌
同
み
喜
白
骨
再
選
ミ
ミ
同
己
白
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、
忠
実
同
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.
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s
h品目
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ロ
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p
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k
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誌
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円
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F
e
e
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H
D
H
F由

。
ロ
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・
ミ
切
s
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h
N
U
S
R
門
司
ミ
昨
U
N
U
A
守
?
な
志
向

F
G・叫ロ
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。
ロ
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h
s
h出帆
P
H』
叫
芯
室
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&
~
b見守町
-w
ロ
円
山
・
同
白
ロ
民
自
由
・
(
旬
、
河
内
七
℃
・

印

P
)
参
照
。

(
幻
)
町
内
同

L
福岡.同・

HHU・
(
旬
、
河
内
・
匂
・
白
日
・
)

地
方
税
制
委
員
会
の
多
数
派
の
意
見
を
踏
ま
え
た
報
告
書
と
法
律
案
と
の
提
出
の
の
ち
、

そ
れ
に
対
す
る
少
数
派
の
異
論
の
重
要
な
も

-37-

の
が
、
詳
述
書
(
昌
吉
EO)
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
以
下
そ
れ
ら
の
異
論
に
盛
ら
れ
た
提
言
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

〆'‘、

一
) 

デ
ィ
ゴ
ン
ボ
ル
H
ミ
ト
ロ
の
提
言

州
内
有
力
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
を
代
表
す
る
と
み
ら
れ
る
デ
ィ
ゴ
ン
ボ
ル
H
ミ
ト
ロ
の
意
見
は
、
要
す
る
に
、
実
質
的
に
は
ザ
ミ

l
ン

ダ
l
ル
へ
の
法
益
侵
害
と
直
接
税
の
負
担
の
増
加
と
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
土
地
資
産
へ
の
付
加
税
に
反
対
し
て
、
商
人
・
手
工
業
者

も
平
等
に
間
接
税
と
し
て
負
担
し
う
る
塩
消
費
税

(g-T吉
守
)
を
道
路
建
設
の
主
財
源
と
し
、
な
お
不
足
が
あ
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
財
産
収
益

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

に
賦
課
す
る
一
%
の
所
得
税

(
E
8
5
σ
E
M
)
を
充
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
併
せ
て
、
「
立
法
府
が
定
め
た
い
く
つ
か
の
抑
制
策
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
結
局
は
不
正
、
苦
痛
及
び
圧
政
の
肥
沃
な
源
泉
と
な
り
、
必
然
的
に
過
去
一

0
0年
間
の
ど
の
行
為
に
も
ま
し
て
政
庁
に
不

評
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
、
郡
部

(EC貯
自
己
)
で
現
在
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
数
多
く
の
自
治
体
税

(
B
C
D
E宮
]EU内
2
)
」
を
廃
止

す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

，-、

一一、~

H
H
ベ
ル
に
よ
る
批
判
と
提
言

収
税
官
の
経
験
を
も
っ
ベ
ル
に
と
っ
て
は
、
地
方
税
制
委
員
会
の
構
想
は
い
わ
ば
机
上
の
空
論
で
あ
っ
た
。
彼
は
地
方
税
制
委
員
会
の

審
議
に
は
遅
れ
て
参
加
し
た
た
め
、

そ
の
報
告
書
と
法
律
案
の
確
定
後
に
自
分
の
見
解
を
詳
述
書
と
し
て
提
出
し
、

さ
ら
に
そ
れ
に
対
す
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る
ス
コ

l
ク
の
批
判
に
答
え
る
反
批
判
を
試
み
た
。
以
下
ベ
ル
の
所
論
を
や
や
詳
し
く
要
約
し
よ
う
。
な
お
、
ス
コ

l
ク
の
論
は
、
私
見

と
し
て
塩
税
に
言
及
し
た
部
分
以
外
は
委
員
会
案
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
改
め
て
取
り
上
げ
る
こ
と
は
し
な
い
。

ベ
ル
は
ま
ず
土
地
権
益
の
重
層
的
な
転
貸
を
前
提
と
し
て
、
年
間
地
代
総
額
の
算
出
に
は
多
大
の
時
日
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
と
警
告
す

る
。
委
員
会
案
で
は
、
一
般
的
な
通
知
書
官
。
昨
日

2)
を
送
付
し
た
の
ち
、
収
税
官
は
ザ
ミ

I
ン
ダ
l
ル
宛
の
個
別
通
知
書
(
印
宮
巳
色

g
t
B
)

を
作
成
送
付
し
て
申
告
書
を
提
出
さ
せ
、

そ
の
申
告
内
容
を
検
討
し
て
中
間
保
有
者
へ
の
個
別
通
知
書
を
用
意
す
る
と
い
う
作
業
を
、
最

末
端
の
中
間
保
有
者
に
至
る
ま
で
反
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
う
え
で
個
別
査
定
通
知
書
(
印
宮
己
包

S
m
o
g
E
B同口。昨日
2)
を
作

ベ
ル
の
試
算
で
は
、
中
間
保
有
が
三
層
に
及
ぶ
と
し
て
も
、
こ
の
全
過
程
に
は
一
年
七
月
を
要
す
る
。

成
送
付
す
る
こ
と
に
な
る
。

問
題
は
こ
れ
ら
何
千
枚
の
通
知
書
を
送
付
す
る
人
員
と
送
付
の
方
法
と
で
あ
る
。
方
法
は
中
間
保
有
者
へ
の
手
渡
し
ゃ
彼
の
家
屋
や
所



領
内
の
人
目
に
つ
く
場
所
へ
の
掲
示
に
よ
る
と
し
て
、
収
税
官
は
ど
う
す
れ
ば
そ
れ
ら
の
所
在
を
つ
き
と
め
ら
れ
る
の
か
。
「
ザ
ミ
1
ン

ダ
l
ル
た
ち
は
非
常
に
多
く
ば
あ
い
情
報
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
多
く
の
中
間
保
有
は
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
の
帳
簿
で
は

前
の
保
有
者
た
ち
の
名
で
記
載
し
て
あ
る
。
中
間
保
有
が
第
三
者
に
売
却
さ
れ
た
り
、
嗣
子
が
父
の
財
産
を
継
承
し
た
り
、
借
地
人
自
身

が
転
居
し
た
り
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
に
転
居
や
保
有
移
転
(
任
命
可
吉
田
内
向
。
同
℃

2
8
g
Zロ
)
を
通
知
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
」
事
例
が

無
数
に
あ
る
。

ス
コ
1
ク
は
一
八
五
九
年
法
律
第
一
一
号
の
規
定
に
よ
っ
て
収
税
官
の
も
と
に
は
中
間
保
有
権
が
登
記
さ
れ
て
い
る
と
い

う
が
、
実
情
は
登
記
率
が
一
%
に
達
す
る
か
否
か
も
危
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
は
掲
示
を
出
し
て
も
当
事
者
に
周
知
さ
せ
る
保
障
は
な
く
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
の
所
領
管
理
事
務
所
(
宮
町
内

λ
2ゲ

の

y
q弓
)
に
掲
示
す
る
の
は
通
知
書
を
不
要
と
い
う
に
ひ
と
し
い
。
通
知
違
反
に
罰
則
が
伴
う
以
上
は
、
そ
れ
を
当
事
者
に
送
付
す
る
の
が

「
最
低
限
の
正
義
(
ゲ

R
O
R件
。
ご
己
注
目
。
。
)
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
通
知
書
が
届
い
て
も
申
告
書
が
提
出
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
不
提
出
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者
を
処
罰
す
る
に
は
通
知
書
に
対
す
る
違
反
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
収
税
官
に
は
そ
れ
が
当
事
者
に
届
い
た
こ
と
を
確
認
す

る
す
べ
が
な
い
。
あ
ま
り
信
用
で
き
な
い
飛
脚
(
℃

gロ
)
が
証
言
し
て
も
、

証
で
き
な
く
な
る
。

一
村
挙
げ
て
飛
脚
の
到
来
を
否
認
す
れ
ば
通
知
書
の
送
付
は
立

つ
ぎ
に
収
税
官
は
県
内
の
全
所
領
、
全
中
間
保
有
の
ひ
と
つ
ご
と
に
付
加
税
額
を
査
定
す
る
と
い
う
大
量
の
事
務
処

理
に
追
わ
れ
る
。
例
え
ば
ジ
ャ
シ
ョ

l
ハ
ル

(Jpm。
冨
九
回

ogOB)
県
で
は
所
領
数
回
、

一一一、

一
所
領
内
の
中
間
保
有
権
を
仮
に

O
と
し
て
も
、
査
定
件
数
は
四
万
件
を
越
す
。
し
か
も
中
間
保
有
権
者
の
大
多
数
は
査
定
額
一
ル
ピ

l
に
満
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
収
税
官

は
こ
の
よ
う
な
細
部
の
案
件
と
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
L

と
ベ
ル
は
疑
問
を
出
す
。

そ
れ
に
加
え
て
、
中
間
保
有
者
か
ら
の
申
告
は
彼
ら
の
地
代
収
入
の
実
績
が
ザ
ミ

l
ン
ダ

1
ル
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
前
者

は
後
者
が
そ
れ
を
証
拠
と
し
て
地
代
増
額
に
利
用
す
る
の
を
恐
れ
る
で
あ
ろ
う
。
申
告
書
を
そ
の
た
め
の
法
律
的
証
拠
と
し
な
い
旨
を
確

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

約
し
た
と
こ
ろ
で
、
法
廷
で
用
い
ら
れ
る
詐
術
や
証
拠
担
造
の
組
織
的
な
方
法
を
心
得
て
い
る
借
地
人
層
つ
ま
り
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
た
ち
は
、

か
か
る
陳
腐
な
方
法
(
同
2
2
5
)
で
は
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る
中
間
保
有
者
と
耕
作
者
と
が
収
税
官
に
申
告
書
の
写
し
を
求
め

て
殺
到
し
、
地
代
額
の
記
載
が
不
正
確
な
ば
あ
い
に
は
、
ム
ク
テ
ィ
ヤ

l
ル
(
自
己

E
E
E吋
)
の
助
勢
を
受
け
て
、
訂
正
の
た
め
の
抗
議
や
訴

訟
を
起
こ
す
。
沈
黙
を
同
意
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
む
し
ろ
公
然
と
挑
戦
す
る
に
知
く
は
な
い
。
か
く
て
農
村
は
完
全
に
混
乱
す
る
で
あ
ろ

ぅ
。
申
告
書
の
写
し
が
求
め
れ
ば
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
過
少
申
告
は
処
罰
さ
れ
て
も
過
大
申
告
は
不
問
に
付
さ
れ
る
た
め
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

l

ル
等
が
後
日
の
地
代
増
徴
に
備
え
て
予
め
過
大
申
告
を
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
不
実
記
載
が
訴
訟
多
発
の
原
因
と
な
る
こ
と
、
を
ベ
ル
は

も
っ
と
も
懸
念
し
た
。

ベ
ル
は
地
方
税
制
委
員
会
案
が
多
く
を
一
時
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
通
知
書
の
送
付
と
申
告
書
の
提
出
に
よ
ら
な
い
付
加

-40-

税
の
査
定
方
法
を
提
案
す
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
一
般
的
布
告
を
発
し
て
、
ザ
ミ

i
ン
ダ
l
ル
た
ち
に
三
箇
月
以
内
に
所
領
の
地
代
徴
収
に
関
す
る
書
類
(
n
o
-
-
σ
2
Z
D
匂

8
0
3
)
の

提
出
を
求
め
、
そ
れ
に
応
じ
な
い
者
に
対
し
て
は
、
収
税
官
が
職
権
に
よ
っ
て
課
税
資
産
の
査
定
を
行
う
。
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
の
付
加
税

額
は
、
収
税
官
が
そ
の
地
租
額
(
百
号
冶
さ
小
話
忌
司
、

vsh)の
通
例
で
は
三
倍
を
年
間
地
代
総
額
と
見
積
も
り
、
そ
れ
以
上
の
地
代
収
入

が
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
個
別
通
知
書
を
送
付
の
う
え
で
三
倍
を
上
回
る
見
積
も
り
を
し
て
査
定
し
、
中
間
保
有
権
者
の
そ
れ
は
、
総
徴
収

額
を
地
代
の
一
・
五
倍
つ
ま
り
地
代
の
半
額
の
収
益
が
あ
る
と
見
積
も
り
、
そ
れ
以
上
の
収
益
が
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
や
は
り
個
別
通
知
書

に
よ
っ
て
そ
の
旨
を
伝
え
た
う
え
で
査
定
す
る
。
そ
の
査
定
額
に
不
服
が
あ
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
地
代
徴
収
に
関
す
る
書
類
を
提
出
し
て
、
そ

れ
に
も
と
づ
い
て
更
正
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
下
級
の
中
間
保
有
権
者
に
も
同
様
の
原
則
を
適
用
す
る
。
こ
れ
が
住
民
の
受
動
的
抵
抗

を
避
け
て
、
長
期
に
は
わ
た
る
が
よ
り
公
正
な
査
定
額
に
達
す
る
方
法
で
あ
る
。



ベ
ル
は
続
い
て
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
へ
の
道
路
税
賦
課
が
過
重
で
あ
り
、
ザ
ミ

1
ン
ダ

1
ル
及
び
中
間
保
有
者
が
収
益
を
算
定
し
て
そ
れ
に
課

税
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
が
資
料
的
根
拠
な
し
に
一
律
に
地
代
と
等
額
と
推
定
さ
れ
た
収
益
に
課
税
さ
れ
る
の
は
、
極
め
て
不

公
平
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
地
代
負
担
の
様
態
は
実
に
多
様
で
あ
り
、
ザ
ミ

I
ン
ダ

1
ル
直
下
の
ば
あ
い
の
地
代
負
担
は
、

つ
ね
に
中
間
保
有
者
に
属
す
る
ば
あ
い
よ
り
も
軽
く
、
土
地
権
益
の
転
貸
に
よ
る
重
層
化
の
程
度
に
応
じ
て
地
代
負
担
は
よ
り
重
く
な
る

か
ら
、
一
律
課
税
は
収
益
に
対
し
て
逆
進
的
と
な
る
。
ま
た
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
道
路
負
担
率
を
予
め
定
め
て
も
、
ザ
ミ

1
ン
ダ

l
ル
の
所
領

管
理
事
務
所
に
巣
く
う
タ
フ
シ

l
ル
ダ

l
ル
(
ミ
豆

E
T
5
2
5こ
た
ち
ゃ
ア
ム
ラ

l
(
S
h
w
d
s
Sた
ち
の
腐
敗
堕
落
ぶ
り
を
み

れ
ば
、
そ
れ
が
彼
ら
の
濫
奪
を
抑
止
す
る
の
に
役
立
た
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
収
益
を
見
積
も
る
の
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
。
彼
ら
の
半
数
は
実
際
に
は
な
ん
の
収
益
も
挙
げ
て
お
ら
ず
、

般
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に
は
債
務
を
負
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
法
律
上
は
道
路
税
を
免
除
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
農
耕
の
た
め
他
人
を
日
雇
い
労
働
者
と
し
て
一
周
す

る
か
寸
自
分
自
身
の
日
雇
い
労
働
者
L

で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
労
働
賃
金
の
控
除
を
受
く
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
控
除
後
の
残
余
が
収
益
と

な
る
。
も
し
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
に
道
路
税
を
負
担
さ
せ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
彼
と
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
と
の
個
別
の
調
整
に
委
ね
れ
ば
よ
い
。
「
べ

ン
ガ
ル
地
代
法
L

の
も
と
で
地
代
を
最
高
限
度
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
に
は
、
道
路
税
を
納
め
る
余
力
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

地
代
が
据
え
置
か
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
は
い
ず
れ
地
代
を
引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
り
は
道
路
税
を
納
め
る
方
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
が
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
多
様
な
あ
り
方
に
対
応
す
る
方
法
で
あ
ろ
う
。

ベ
ル
は
さ
ら
に
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
占
有
権
は
譲
渡
・
売
却
不
可
能

な
る
が
ゆ
え
に
、
イ
ン
ド
大
臣
の
公
信
が
課
税
財
源
に
指
定
し
た
財
産
(
マ
尋
問
可
守
)
で
は
な
い
と
い
う
解
釈
を
下
し
て
、
自
説
を
補
強
し
て

い
る
。
彼
の
立
論
は
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
権
益
に
大
き
く
配
慮
し
な
が
ら
も
、
道
路
税
負
担
に
つ
い
て
の
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
と
の
調
整
が
そ
の

保
障
と
な
り
う
る
か
否
か
ま
で
は
、
考
え
及
ん
で
い
な
い
。

北
大
文
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ペ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

家
屋
課
税
に
つ
い
て
、

ベ
ル
は
、

そ
れ
が
道
路
税
が
永
代
定
額
地
租
裁
定
を
侵
犯
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
の
虚
飾
で
あ
る

そ
の
負
担
者
は
農
村
部
の
少
数
の
富
裕
な
地
主
と
散
在
す
る
小
商
庄
主
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
徴
収
額
の
半
ば
が
徴
収
費
用
に
取
ら

れ
潤
沢
な
財
源
と
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
に
反
対
す
る
。

こ〉」、ベ
ル
は
最
後
に
大
臣
公
信
の
指
示
を
敷
街
し
な
が
ら
、
県
(
丸
町
的
ミ
ミ
)
段
階
と
そ
れ
以
下
の
狭
域

(ESN)
段
階
と
の
事
業
を
分
け
、
前
者

の
財
源
は
収
税
官
が
所
管
す
る
土
地
付
加
税
と
し
、
後
者
の
そ
れ
は
地
域
住
民
の
管
理
す
る
家
屋
税
及
び
免
許
税

(
R
S
Sミ
員
)
と
し
、

彼
ら
の
自
主
的
団
体
行
動
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
別
個
の
組
織
を
設
げ
て
、
そ
の
査
定
と
徴
収
と
を
行
わ
せ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

収
税
官
に
す
べ
て
の
責
任
を
帰
す
る
地
方
税
制
委
員
会
案
は
、
ベ
ル
に
い
わ
せ
れ
ば
中
央
集
権
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

，...、
一一一、ー.... 

准
知
事
W
H
グ
レ
イ
に
よ
る
ベ
ル
の
提
言
へ
の
評
価
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地
方
税
制
委
員
会
の
報
告
書
と
法
律
案
へ
の

H
H
ベ
ル
の
提
言
は
准
知
事
W
H
グ
レ
イ
の
関
心
を
ひ
い
た
。
准
知
事
が
こ
れ
を
ど
う
評

価
し
た
の
か
は
、

そ
れ
ら
の
書
類
を
イ
ン
ド
政
庁
に
送
付
し
た
際
の
州
政
庁
税
務
部
書
記
官
事
務
取
扱
の
書
状
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
書
状
は
委
員
会
内
部
の
意
見
の
不
一
致
を
認
め
、

と
く
に
ベ
ル
の
意
見
の
み
を
取
り
上
げ
て
そ
れ
に
対
す
る
准
知
事
の
所
見
を
詳
し
く

伝
え
、
こ
ん
ご
の
法
律
案
の
審
議
と
法
律
施
行
に
伴
う
困
難
と
を
予
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
申
告
書
の
提
出
に
相
当
の
時
日
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
ベ
ル
の
批
判
に
答
え
て
、
准
知
事
は
法
律
案
を
修
正
し
て
申
告
の

期
間
を
短
縮
し
た
。
し
か
し
課
税
の
公
正
を
確
保
す
る
た
め
に
は
正
確
な
資
料
に
も
と
づ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
で
、

税
官
が
申
告
書
を
用
い
ず
に
査
定
を
行
う
方
式
は
修
正
案
に
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。

ベ
ル
の
い
う
収



ベ
ル
が
強
く
主
張
し
た
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
へ
の
道
路
税
賦
課
の
不
当
性
に
対
し
て
、
准
知
事
は
収
益
の
積
算
の
根
拠
と
課
税
負
担
率
と
に
つ

い
て
は
地
方
税
制
委
員
会
の
判
断
を
全
面
的
に
承
認
す
る
こ
と
を
避
け
、
課
税
対
象
と
す
る
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
明
確
な
定
義
に
は
な
お
検
討

の
余
地
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
政
府
の
一
般
的
課
税
権
と
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
道
路
建
設
か
ら
の
受
益
と
を
根
拠
に
課
税
の
正
当
性
を
弁
護

し
、
課
税
負
担
率
が
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
に
重
く
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
等
に
軽
く
な
る
こ
と
を
不
公
正
な
ら
ざ
る
も
の
と
す
る
認
識
を
示
し
た
。

ま
た
、

ベ
ル
は
県
と
そ
れ
以
下
の
よ
り
狭
小
な
地
域
と
で
は
道
路
税
の
管
理
組
織
も
財
源
も
別
個
の
も
の
と
す
べ
き
旨
を
説
い
た
が
、

准
知
事
は
そ
の
方
向
で
の
組
織
の
拡
大
は
当
面
は
行
わ
な
い
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。
家
屋
へ
の
課
税
が
、
道
路
税
が
永
代
定
額
地
租
裁

定
の
侵
犯
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
の
申
し
訳
に
過
ぎ
ず
、
財
源
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な
い
こ
と
は
グ
レ
イ
を
も
認
め
て
い
た
。

地
方
税
制
委
員
会
の
報
告
書
と
法
律
案
と
は
大
綱
に
お
い
て
准
知
事
と
総
督
と
の
承
認
を
受
け
、
ベ
ン
ガ
ル
州
立
法
参
事
会
の
審
議
に
付
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託
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
回
)

デ
ィ
ゴ
ン
ボ
ル

H
ミ
ト
ロ
の

H
H
ベ
ル
に
対
す
る
批
判

ベ
ル
の
先
述
し
た
地
方
税
制
委
員
会
案
批
判
に
対
し
て
、
デ
ィ
ゴ
ン
ボ
ル
H
ミ
ト
ロ
は
反
論
を
執
筆
し
た
。
そ
の
う
ち
ミ
ト
ロ
が
ベ
ル

の
判
断
の
誤
り
と
し
て
指
摘
し
た
部
分
の
み
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ザ
ミ

i
ン
ダ

1
ル
の
地
代
収
入
総
額
を
地
租
の
三
倍
と
見
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ミ
ト
ロ
は
高
収
益
を
挙
げ
る
所
領
の
存
在
を
認
め
な
が

ら
も
、
六

O
年
か
ら
七

O
年
も
後
見
庁
(
町
ミ
ミ
ミ

S
£
ミ
与
管
理
下
に
あ
っ
た
所
領
の
例
を
挙
げ
て
、
諸
所
領
の
六

O
%以
上
は
地
租
額

の
二
倍
の
地
代
収
入
を
も
得
て
お
ら
ず
、
例
え
ば
有
名
な
ボ
ル
ド
マ
ン
(
切
実
、
ぎ
S
Q
R
N
W号
、
さ
き
)
の
ラ

l
ジ
ャ

l
の
ば
あ
い
に
は
、
収

北
大
文
学
部
紀
要



べ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

益
は
地
租
の
二
O
%
未
満
で
あ
り
、

一
八
五
二
五
三
年
に
お
け
る
「
資
格
停
止
中
の
所
有
者
(
ミ
S
S
N色
町
、
、
さ
、
ミ
ミ
0
3
)
」
に
属
す
る
、

つ
ま
り
後
見
庁
管
理
下
の
一
九
九
所
領
で
は
収
益
は
三
三
%
に
と
ど
ま
る
こ
と
、
な
ど
に
注
意
を
向
け
て
い
る
。

ま
た
ミ
ト
ロ
の
所
見
で
は
、
諸
所
領
の
七
O
な
い
し
八
O
%
は
面
積
狭
小
の
た
め
、
中
間
保
有
者
に
で
は
な
く
耕
作
す
る
ラ
イ
ヤ
ッ
ト

に
借
地
さ
せ
る
地
所

(
S
Sミ
)
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
一
所
領
あ
た
り
の
直
下
の
中
間
保
有
を
一
O
件
と
す
る
ベ
ル
の
想
定
と

は
符
合
し
な
い
。
ベ
ル
が
挙
げ
た
ジ
ャ
シ
ョ

l
ハ
ル
県
で
は
一
八
五
二
五
三
年
に
所
領
数
回
、
五
五
一
を
数
え
た
が
、
う
ち
二
三
二
は
地

租
年
額
一
ル
ピ

1
以
下
、
三
、
二
七
九
は
一
ル
ピ

i
以
上
五
O
ル
ピ

1
以
下
、
七
一
二
は
五
O
ル
ピ

l
以
上
二
五
O
ル
ピ

l
以
下
で
あ
っ
て
、

「
価
値
の
あ
る
中
間
保
有
を
も
っ
て
い
そ
う
な
の
は
」
残
る
三
二
九
、

推
定
す
る
。

つ
ま
り
県
内
所
領
総
数
の
七
・
二
%
あ
ま
り
で
あ
ろ
う
と
ミ
ト
ロ
は

ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
も
ミ
ト
ロ
は
ベ
ル
に
反
論
す
る
。
「
べ
ン
ガ
ル
地
代
法
L

の
も
と
で
、
ザ
ミ
l
ン
ダ

1
ル
は
た
だ
の
年
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金
受
領
者
に
転
落
し
、
法
律
上
は
一
定
条
件
下
で
地
代
の
引
き
上
げ
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
た
め
の
長
引
く
訴
訟
や
ラ

(
幻
)

イ
ヤ
ッ
ト
た
ち
の
地
代
不
払
い
同
盟
(
札
ぎ
さ

shEH)等
々
の
費
用
や
心
労
を
考
え
れ
ば
、
地
代
の
引
き
上
げ
は
愚
行
で
し
か
な
い
。
道
路

工
事
に
よ
り
直
接
の
利
益
を
も
つ
の
は
、
ザ
ミ
l
ン
ダ

1
ル
で
は
な
く
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
で
あ
る
の
に
、
支
払
い
不
確
実
な
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
道

路
税
負
担
分
の
徴
収
の
責
任
ま
で
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
に
負
わ
せ
る
の
な
ら
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
と
等
率
の
道
路
税
を
負
担
し
て
で
も
そ
の
責
任

を
免
れ
る
方
が
よ
い
、
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
ま
た
ミ
ト
ロ
は
、
同
法
の
も
と
で
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
中
間
保
有
(
ミ
。
尋
問
尽
き
h

ミ
)
が
形
成
さ

れ
、
そ
れ
が
地
代
の
固
定
性
を
得
て
必
然
的
に
譲
渡
可
能

(
H
S
S
P
S
E同
)
な
資
産
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
も
指
摘
す
る
。

ミ
ト
ロ
の
批
判
の
要
点
は
、
以
上
を
論
拠
に
ベ
ル
の
提
案
が
事
実
に
即
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

批
判
の
当
否
を
見
定
め
る
こ
と
は
史
料
の
制
約
が
あ
っ
て
で
き
な
い
が
、
ミ
ト
ロ
の
主
張
に
は
ザ
ミ

1
ン
ダ
l
ル
の
多
様
な
あ
り
方
に
つ



い
て
の
事
実
認
識
が
含
ま
れ
て
お
り
、

い
わ
ゆ
る
階
級
的
利
害
を
単
純
に
主
張
し
た
も
の
と
の
み
は
い
い
き
れ
な
い
。

ベ
ル
が
む
し
ろ
所

領
経
営
の
内
部
事
情
に
疎
く
、
永
代
定
額
地
租
裁
定
地
域
に
お
け
る
収
税
官
の
情
報
収
集
に
遺
漏
が
あ
り
、
細
部
に
は
及
び
え
な
か
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。

註

(
1
)

』
お
き
た
守

P官
若
宮
、
E
H
E
戸
0
2・H∞叶
0

・
(ω
司
同
P
E
・
コ

∞
C
・
)
こ
の
詳
述
書
は
、
。
げ
ロ
ロ
弘
司
門
u
切
Z
-
E
2
5
u
』
N
b
k
q
b
N町

s
s
s、

さ
き
w
n
h
山
・
同
一
同
&
h
$
g
h出

E
S
F
p
r
z
g
h
出
血
叶
巾
】
U
B
g

g
g
u
〉
問
者
-
∞
-HHWH6・
M
M
M
ロ
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
塩
税

に
よ
る
道
路
建
設
費
の
調
達
論
者
に
は
、
地
方
税
制
委
員
の
ひ
と
り
で

あ
っ
た
ス
コ

1
ク
も
含
ま
れ
て
い
た
。
ミ
ヌ
め
円
ぎ
な
F
ぱ
(
回
一
円
)

N
N
S
S
『
窓
口
お
ミ
『
・
切
町
円
円
、
白
送
公
誌
な
ロ
S
H
F
同
河
口
白
、
。
底
的
切
N
N
円
w

宮
匂
辺
印
・
怠
l
h
∞
(
め
同
U
同
門
U
U
H
}
・

8
・
)
こ
の
ス
コ

l
ク
の
詳
述
書
は
以
下

~
w
S
白
骨
』
と
し
て
引
用
す
る
。

(
2
)

送
、
・
匂
ミ
手
足
刊
誌
誌
な
S
H
p
m
河
口
白
人
h
g
師
恩
NNWN申・

0
2・H∞叶CW

同
)
印
吋
白
回
目
M
l
p
H
N
(
旬
、
泊
。
・

3
・
8
!戸
∞
日
・
)
以
下
こ
の
詳
述
書
を

[
N
w
h
ミ
品
と
し
、
ス
コ

l
ク
へ
の
反
批
判
(
同
刊
さ
た
詰
ミ
巴
ミ
同
町
選
ミ
h
u

b
y
h
h
R
い
匂
町
九
九
ロ
S
ミ
ヌ
匂
急
白
円
円
』
ぱ
』
お
お
耐
え
向
"
ロ
Z
0
4
・
H
∞
吋
C
)
を
N
W
町
内
~

l
h
w
と
し
て
引
用
す
る
。
ベ
ル
は
N
W
同
九
九
N
以
前
に
そ
の
初
稿
を
地
方
税

制
委
員
会
に
提
出
し
て
い
た
が
、
初
稿
は
印
刷
、
河
内
に
は
収
録
さ
れ
て

し
な
し

北
大
文
学
部
紀
要

(
3
)

思
~
N
N
W
H
U
R
8
・
日
町
一
句
S
b
s
w
官
5
・
5
一
切
町
内
円
l
N
u
宮
叶
出
寸

(
旬
、
河
内
"
匂
匂
∞
H
l
∞
N
W
由
一
山
1

∞ω-U∞・)

(
4
)
N
w
h
N
N
I
M
V
七
回
門
間
・
叶
・
(
め
、
河
内
u
u
・
∞
N
)

(5)

自
己
r
F
仲
間
円
(
B
E
H
g
吋
)
の
転
託
し
た
語
で
、
訴
答
資
格
の
あ
る
現
地

採
用
の
イ
ン
ド
人
弁
護
士
ヴ
ア
キ
l
ル
(
〈
同
封
ロ
)
に
対
し
て
、
法
律
事
務

担
当
の
弁
護
士
を
指
す
。

(6)

同
町
~
~
l
N
U
}
福
岡
・
白
凹
・
∞
汗
切
町
ミ
h
p
H
)
出
回
凶
・
∞
・
(
h
u
h
u
河
内
よ
)
同
)
・
∞
N
w
由
∞
目
)

(
7
)
N
W
同
ミ
ド
日
)
同
H

，
白
川
凶
目
]
{
C
]
{
ω
w
H
m
w
]
{
∞
H
U
・
(
旬
、
河
内
u
H
)
匂
∞
ω
l
∞
印
)
ベ
ル

は
申
告
書
の
提
出
が
中
間
保
有
権
者
に
不
利
益
を
招
く
こ
と
を
強
調

し
、
所
得
税
に
つ
い
て
の
申
告
書
提
出
の
実
績
を
も
っ
て
彼
の
危
慎
を

払
拭
し
よ
う
と
し
た
ス
コ

1
ク
に
対
し
て
、
所
得
税
賦
課
の
対
象
と
な

る
年
間
収
益
五

O
O
ル
ピ

l
以
上
の
者
は
中
間
保
有
権
者
の
一
%
に
も

満
た
ず
、
そ
の
所
得
申
告
も
収
入
源
の
詳
細
に
は
わ
た
ら
な
い
と
反
論

し
て
い
る
。
~
山
町
』
悼
む
町
内
p
w
円
)
山
口
-
山
口
一
切
丸
山
l
h
N
L
)
国
司
田
町
・
M
l
ω
・
(
め
M
U
河
内
u
H
)℃
-

s
w
g
l
S
)
し
か
し
な
が
ら
、
見
積
も
り
作
業
に
不
可
欠
の
中
間
保
有

権
の
所
在
確
認
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
自
身
が
提
起
し
た
問
題
で
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
答
え
て
い
な
い
。

(
8
)

ベ
ル
は
町
内
戸
〉
旬
匂
・
〉
(
匂
H
U
河
内
w
同
)
匂
-
S
E
・
)
所
載
の
単
純
化
さ

れ
た
モ
デ
ル
に
よ
る
試
算
を
用
い
て
立
論
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
あ
る
ザ
ミ

1
ン
ダ
l
ル
の
地
租
一
、

0
0
0
ル
ピ

l
、
地
代

収
入
て
五

O
O
ル
ピ

1
(内
訳
は
直
下
の
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
か
ら
九

O
O、

二
人
の
ム
カ
ツ
ラ
リ
ー
ダ
ー
ル
か
ら
各
五

O
、
計
一

0
0、
パ
ト
ニ

l

ダ
l
ル
か
ら
五

O
O
)
、
収
益
つ
ま
り
課
税
資
産
五

O
O
ル
ピ

I
と
仮
定

す
る
。
ム
カ
ツ
ラ
リ
ー
ダ
ー
ル
た
ち
は
と
も
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ラ
イ
ヤ
ツ

ト
か
ら
七
五
ル
ピ

1
ず
つ
地
代
収
入
を
得
て
、
収
益
は
と
も
に
二
五
ル

ピ
ー
と
な
る
。
パ
ト
ニ
!
ダ
l
ル
は
直
下
の
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
か
ら
六

O
O、

ダ
ル
パ
ト
ニ

l
ダ
1
ル
か
ら
四

0
0、
計
一
、

0
0
0
ル
ピ
!
の
地
代
収

入
が
あ
り
、
収
益
は
五

O
O
ル
ビ
ー
で
あ
る
。
ダ
ル
パ
ト
ニ

1
ダ
l
ル

は
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
か
ら
地
代
六

O
O
ル
ピ

1
を
得
て
、
収
益
二

O
O
ル

ビ
ー
を
残
す
。
こ
の
所
領
の
年
間
地
代
総
額
は
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
が
支
払
う

地
代
総
計
額
二
、
二
五

O
ル
ピ

1
と
算
定
さ
れ
る
。

い
ま
収
益
一
ル
ピ

l
に
つ
き
四
パ

1
イ
!
を
道
路
税
率
と
し
、
法
案

の
規
定
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
は
そ
の
七
五
%
(
三
パ

1
イ
l
)
、
ザ

ミ
l
ン
ダ
l
ル
及
び
各
種
中
間
保
有
権
者
は
二
五
%
(
一
パ

1
イ
1
)
と

し
て
計
算
す
る
と
、
最
終
的
な
各
階
層
の
負
担
額
は
パ

l
イ
l
で
表
示

し
て
、
地
主
層
一
、
二
五

O
(内
訳
は
ザ
ミ

I
ン
ダ

1
ル
五

0
0、
ム
カ
ツ

ラ
リ
ー
ダ
ー
ル
各
二
五
、
計
五

O
、
パ
ト
ニ

l
ダ
l
ル
五

O
O、
ダ
ル

パ
ト
ニ

l
ダ
l
ル
二

O
O
)
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
六
、
七
五

O
、
合
計
八
、

0

0
0と
な
る
。

ベ
ル
は
こ
の
結
果
か
ら
ラ
イ
ヤ
ツ
ト
層
の
負
担
が
道
路
税
総
額
の
七

五
%
を
は
る
か
に
上
回
る
(
八
四
・
二
一
七
%
)
こ
と
を
指
摘
し
、
地
主
層
の

収
益
に
の
み
課
税
し
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
を
原
則
と
し
て
免
除
す
る
こ
と
を

主
張
す
る
。
均
四
円
~
h
w
u
℃

R
8・
5
1
5
・
(
日
叫
、
河
内
ゆ
同
V
H
y
g
I
H
-
-
・
)

(9)

こ
こ
で
は
ザ
ミ

1
ン
ダ

1
ル
所
領
内
の
区
域
ご
と
の
地
代
徴
収
人
を

い〉つ。

(
日
)
「
役
人
」
を
意
味
す
る
R
h芸
誌
の
複
数
形
。
こ
こ
で
は
タ
フ
シ

1
ル

ダ
1
ル
の
配
下
と
な
っ
て
地
代
徴
収
実
務
を
担
当
す
る
者
た
ち
を
い

〉つ。

(
日
)
切
町
内
町
l
N
w
u
m
H
H
1
白
出
M
C
l
N
晶
一
切
四
百
九
l
h
p
℃
開
門
担
凹
・
印
L
Y
(
句、河(Uw七日)・∞∞

-∞日
1

・一
viF
也
市
山
・
)

(ロ
)
N
W
町
内
向
し
N
W
古
田
門
出
師
N
印
N
∞
(
旬
、
河
内
w
七
回
)
∞
叶
l
∞
∞
・
)

(
日
)
N
W
町
内
N
I
M
-
匂
白
円
曲
目
-
N由
1
ω
吋
・
(
旬
、
河
内
"
七
日
)
・
∞
∞
U
0
・
)

(
日
比
)
E
H
雪
、
害
時
担
t
S
M
J
ぎ
さ
も
的
言
、
心
詩
・
~
凶

3
・
H
q
H
F
向
。
S
F
ミ

N
W
町
詰
h
N
白
N
S
志
向
同
町
世
間
お
宮
町
b
見
守
円
、
H
D
h
p
h
匂
同
h
q
・
ミ
H
p
h
c
q
t
F
口
¥

h
s
h
悼
式
岡
ミ
s
m
b
A
百
円
w
N
品
・
ロ
2
5
8
w
円
)
田
辺
叶
(
め
同
)
同
(
Y
U
H
O
N
-
)

し
か
し
、
改
正
法
律
案
が
設
け
た
期
間
が
ど
の
程
度
か
に
は
一
言
百
及
が
な

嘗

U

(叩団ω
)

i

同『ミh礼叫悶室袖苫遺‘詰悼
y唱LH匂】白叶白山

γ

出m印凶.叶ゆH忌o
H己H(~ω叫同、ν~勾叫(ηUνw阿匂)℃H包cA品FrwH巴c
印lH呂c由
)

(叩日山
)

i

同「ミh&刊町§噂苫さ暗芯竺悼f温
L目匂)印『同印HロωlムHにA仏

F(~ω叫、~勾叫
n。p一J"同也)匂.H忌cλ
品十FナlHC印.)

(口
)

h
両
町
役
、
」
や
ミ
S

同
-
n
N
W
白
河
N
A
F
~
山
町
Q
-
H口

H
F
自
の
S
F
C
¥
h
s
h
ロ
む
、
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同ロ司柏町

U
A可
作
、
町
口
同
居
間
匂
同
ミ
・
久
志
向
。
ロ
異
色
¥
N
w
s
h白
戸
勾
白
色
町
詰
刊
誌

b
A
V
N
.
、
N
N
・
呂
田
『

-
z
p
官印円目印・

ω
品
目
(
句
、
河
内
己
・
呂
町
・
)

(
問
)
こ
の
反
論
書
は
一
昨
八
七

O
年
一
一
月
八
日
付
で
ベ
ル
の
初
稿
を
見
て

書
い
た
が
、
執
筆
直
後
に
改
稿
版
(
出
足
同
)
を
入
手
し
て
、
補
遺
を
加

筆
し
た
。
い
ず
れ
の
機
関
に
提
出
さ
れ
た
か
は
判
明
し
な
い
。
句
、
勾
の

に
は
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
(
U
F

ロロ門凶巾一円、口、-円同町
-
w

〉
旬
開
}

(

U

・L)円】同丘町

同
H
H
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
同
書
の
ロ
ー
マ
数
字
の

頁
数
を
挙
げ
て
引
用
す
る
。

(
印
)
の
V
Z口
弘
巾

F

同)℃
-
H
H
H
H
r
H
H
戸
H
H回同・

(初
)

h

F
ロ
ロ
己
負
"
℃
-
H
M内
4
・
彼
は
中
間
保
有
権
を
欠
く
小
所
領
を
「
ク
ル
ダ

型
所
領
(
阿

poo己
同
F
B各
国
-
印
)
」
と
よ
ぶ
が
、
当
時
の
オ
リ
ツ
サ
行
政

区
プ
リ

1
(司
ロ
ロ
)
県
ク
ル
ダ
(
円

S
E目
)
は
イ
ン
ド
政
庁
直
轄
領
(
同
吉
田

自
由

E-)
で
あ
っ
た
た
め
、
中
間
保
有
権
者
へ
の
転
貸
は
当
然
行
わ
れ
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(幻

)
Q
Hロ
ロ
己
句
"
℃
-
H
M
門
司
自
・
ベ
ル
は
初
稿
で
は
す
べ
て
の
中
間
保
有
権
を

パ
ト
ニ

l
や
ダ
ル
パ
ト
ニ
ー
の
よ
う
に
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
が
み
ず
か
ら

の
権
益
保
持
の
た
め
に
設
定
し
た
も
の
と
見
な
し
て
い
た
が
、
改
稿
版

で
は
こ
の
見
解
を
撤
回
し
た
よ
う
で
あ
る
。
ミ
ト
ラ
は
パ
ト
ニ

1
等
は

中
間
保
有
権
の
一
%
に
も
当
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
も
・
円

NH-uE-

H
4口

H
H
H
W
H
H己
w
M
M
〈ロ
H

な
お
、
中
間
保
有
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
数
量
的
な
資
料
が
断
片
的

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
不
分
明
な
点
が
多
い
。

(
勾
)
門
医
白
日
記
は
「
宗
教
」
、
「
理
法
」
な
ど
を
意
味
し
、
間
百
円
は
「
容
器
」

を
指
す
。
も
と
も
一
と
は
宗
教
行
事
に
用
い
る
聖
水
を
満
た
し
た
水
警
の

こ
と
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
俗
語
で
は
「
同
盟
罷
業
L

を
い
う
。
こ
の

語
義
転
化
の
由
来
を
筆
者
は
知
ら
な
い
。

(お
)

(

U

げロロ弘司
F
H
】U
-
H
H
H
H
-
H
H
-
メ
阿
同
一
〈
1
H
H
4
目
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七

ベ
ン
ガ
ル
州
立
法
参
事
会
に
お
け
る
道
路
税
法
案
の
審
議

，....、

一
) 

法
律
案
の
上
程

一
八
七
一
年
三
月
二
五
日
、
道
路
税
法
案
は
州
立
法
参
事
会
に
上
程
さ
れ
、
参
事
会
議
員
の
ひ
と
り
で
あ
り
地
方
税
制
委
員
会
の
委
員

北
大
文
学
部
紀
要

長
で
も
あ
っ
た

V
H
H
H
スコ
l
ク
が
、
法
律
案
の
算
定
に
至
っ
た
経
緯
を
簡
単
に
説
明
し
た
。
続
い
て
新
任
の
准
知
事
G
リ
キ
ャ
ム
ベ



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

ル
が
州
の
財
政
事
情
に
つ
い
て
詳
し
く
報
告
し
た
。

准
知
事
は
、

一
八
七

O
年
一
二
月
一
四
日
の
イ
ン
ド
政
庁
決
定
に
も
と
づ
く
財
政
の
地
方
分
権
化
が
ベ
ン
ガ
ル
州
財
政
に
い
か
な
る
影

そ
の
決
定
は
県
に
か
か
わ
る
当
面
の
道
路
税
法
案
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
旨
を
と
く
に
強
調
し

響
を
及
ぽ
す
か
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、

た
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、
州
財
政
の
窮
迫
を
示
し
て
、
県
の
道
路
建
設
に
は
県
独
自
の
新
規
課
税
が
不
可
避
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
る

た
め
で
あ
っ
た
。

准
知
事
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
ド
政
庁
は
一
八
六
八
|
六
九
年
度
に
は
ベ
ン
ガ
ル
州
に
年
額
一
、
八

O
O万
ル
ピ
ー
を
交
付
し
た
が
、

財
政
の
逼
迫
の
た
め
六
九
|
七

0
年
度
に
は
一
、
六
一
七
万
、
七

O
i七
一
年
度
に
は
一
、
五
四

O
万
に
減
額
さ
れ
、
今
後
は
恒
常
的
に
一
、

四
三
四
万
ル
ピ

1
し
か
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
財
政
緊
縮
は
州
の
支
出
を
要
す
る
諸
部
門
へ
の
交
付
金
を
限
定
す

る
か
た
ち
で
行
わ
れ
た
の
で
、
州
と
し
て
は
支
出
の
節
減
を
図
る
か
、
あ
る
い
は
そ
こ
で
従
来
の
支
出
水
準
を
維
持
す
る
た
め
に
独
自
の

-48 

財
源
を
求
め
る
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
、
「
地
域
財
政
計
画
の
ひ
と
つ
の
主
要
特
徴
は
、
わ
れ
わ
れ
に
引
き
渡
さ
れ
た
諸

部
門
が
収
入
を
挙
げ
る
諸
部
門
で
は
な
く
支
出
が
増
大
し
続
け
る
諸
部
円
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
諸
部
門
の
い
く
つ
か

は
、
教
育
、
医
療
そ
の
他
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
そ
の
性
格
か
ら
し
て
、
人
口
の
増
加
と
文
明
及
び
富
の
成
長
と
に
応
じ
て
支
出
の
増
大
を

必
要
と
す
る
諸
部
円
で
あ
っ
た
。
」

ロ
0
1・
)
、
医
療
部
(
冨
包
片
山
】

さ
ら
に
准
知
事
は
登
記
(
列
。
mぽ
可
色
。
ロ
)
、
印
刷
所
(
市
江
E
E
m
ロσ宮
・
)
、
刑
務
所
(
』
丘
町
)
、
警
察

(
3
-
w巾
)
、
教
育
部
(
開

E
S氏
05-

】ι
ロ
E
w
-
B℃
円

O〈
O
B
g
g
)
、
諸
庁
舎
(
わ
守
口

り
の
七
三
、
道
路
及
び
公
共
施
設
改
良
事
業
(
問
。
主
的
自
己

∞
己
目

E
E
m印
)
の
諸
部
門
に
わ
た
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
政
の
見
通
し
を
述
べ
た
。
そ
れ
ら
の
う
ち
当
面
の
道
路
税
問
題
に
関
連
す
る
部
分
の

み
を
み
て
お
こ
う
。



ル
ピ
ー
を
交
付
し
て
い
た
が
、

そ
れ
は
ま
ず
刑
務
所
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
っ
た
。
財
政
緊
縮
以
前
に
中
央
は
州
の
行
刑
経
費
と
し
て
名
目
上
は
年
額
二
O
五
万
七
千

そ
の
う
ち
刑
務
所
製
品
の
販
売
益
金
一
一
O
万
が
中
央
の
収
入
と
し
て
差
し
引
か
れ
、
交
付
金
は
九
五
万

二
千
ル
ビ
ー
と
な
っ
た
。
そ
の
上
、
囚
人
の
所
外
で
の
道
路
工
事
就
役
が
停
止
さ
れ
た
。
行
刑
経
費
か
ら
道
路
工
事
へ
の
支
出
は
一
八
六

八
|
六
九
年
度
に
五
四
万
ル
ビ
ー
で
あ
っ
た
の
が
、
六
九
七

0
年
度
目
O
万
六
千
、
七
O
l
七
一
年
度
三
六
万
八
千
と
縮
小
し
て
き
た
。

道
路
工
事
費
分
を
本
来
の
行
刑
経
費
に
振
り
替
え
な
け
れ
ば
刑
務
行
政
の
改
善
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
う
す
る
に
は
道
路
工
事
費
を
地
方

付
加
税
(
】

cg]の
g
R印
)
で
補
填
す
る
ほ
か
の
方
法
は
な
い
。
こ
れ
が
刑
務
所
問
題
と
道
路
税
問
題
と
の
接
点
で
あ
っ
た
。

道
路
及
び
公
共
施
設
改
良
事
業
の
部
門
に
つ
い
て
は
、
一
八
六
三
六
四
年
度
か
ら
六
八
|
六
九
年
度
ま
で
年
平
均
二
、
七
二
五
万
ル

ピ
!
(
六
八
l
六
九
年
度
は
二
九
五
万
五
千
)
の
交
付
金
が
あ
っ
た
も
の
が
、
六
九
|
七

0
年
度
二
二
一
万
八
千
、
七
O
|
七
一
年
度
一
五

七
万
八
千
と
な
り
、
将
来
は
さ
ら
に
一
四
八
万
八
千
ル
ビ
ー
ま
で
減
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
縮
小
さ
れ
た
財
源
の
な
か
か

ら
、
既
設
道
路
の
補
修
費
だ
け
で
一
一
五
万
、
現
に
進
行
中
の
工
事
に
三
五
万
九
千
を
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
益
性
の
高
い
幹
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線
道
路
と
そ
の
支
線
を
増
設
す
る
必
要
も
大
き
い
。
そ
の
た
め
の
基
金
を
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
事
業
を
放
棄
す
る
し
か
な
い
。

准
知
事
は
他
諸
部
門
に
つ
い
て
も
財
政
逼
迫
の
事
情
を
纏
々
と
述
べ
た
の
ち
、
ベ
ン
ガ
ル
で
は
永
代
定
額
地
租
裁
定
の
た
め
に
政
庁
の

土
地
収
入
は
制
約
さ
れ
て
い
る
が
、
新
た
な
財
源
を
確
保
し
て
収
入
の
増
加
を
図
り
、
州
の
事
業
を
推
進
し
な
け
れ
ば
他
州
に
遅
れ
を
と

る
旨
を
説
い
た
。
し
か
し
彼
は
一
転
し
て
財
源
の
問
題
に
移
り
、
塩
税
が
財
源
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
か
な
り
詳
し
く
論
じ
た
の

ち
、
道
路
税
法
案
の
趣
旨
に
簡
潔
に
触
れ
て
報
告
を
終
え
た
。

そ
の
後
数
人
の
議
員
が
討
論
に
立
っ
た
が
、

キ
ャ
ム
ベ
ル
自
身
が
本
来
別
個
の
問
題
と
し
た
州
財
政
の
財
源
論
が
主
題
と
な
り
、
法
案

自
体
の
審
議
は
次
回
に
持
ち
越
さ
れ
た
。

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
察
道
路
税
法
」
〈

八
七
一
年
)
の
制
定

--、一一、-'

法
律
案
の
原
則
に
つ
い
て
の
犠
鵜

一
八
七
…
年
六
月
一
一
一
自
、

そ
の
能
の
交
鶏
諸
手
段
む
建
設
と
維
持
の
た
め
の
地
方
税
賦
擦
に
つ
い
て
規
定
す

( 

且3

切
山
口
付
O
H
V吋
ミ
E

O
向
。
吋
貯
の
お
ご
丘
町

M
m
r
H
Fぬ
の

CM阿
部
け
さ
の
片
山
。
ロ
山
口
門
凶
器

m
U窓
口

ωロ
の
作
え
吋
宗
弘
前
銭
円
凶

O
吾
号

5
2
5
0内

8
8
5戸
互
の
中

川
円
。
ロ
〉
」
と
改
め
て
命
名
さ
れ
た
法
律
案
の
響
機
が
開
立
法
参
事
会
で
始
ま
っ
た
。
こ
の
日
は
い
わ
ゆ
る
第
一
読
会
に
捕
当
ず
る
も
の
で
、

法
簿
案
の
基
本
販
制
別
の
み
が
討
議
さ
れ
た
。

ス
コ

i
ク
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
前
聞
の
法
鐸
案
上
粧
後
に
地
方
税
制
委
員
会
藤
家
C
修
正
が
行
わ
れ
た
と
い
う
が
、
そ
の
鰐
の
経
緯
と

お
そ
ら
く
耕
公
報
お
お
W
C浮
か
の
自
立
件
。
)
に
公
示
ざ
れ
た
で
あ
ろ
う
最
終
の
法
律
案
の
全
文
と
は
、
い
ま
は
確
認
で
き
な
い
。
ぞ
れ
ゆ
え

ス
コ
!
ク
の
説
明
か
ら
改
正
部
分
を
取
り
出
し
て
お
こ
う
。
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ま
ず
、

の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
お
そ

の
適
用
範
囲

こ
と
の
な
い
鉱
床
、
採
五
場
、
搬
送
車
、

道
お
よ
び
そ
の
植
の
不
動
産
L

が
齢
韓
対
象
に
加
わ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
資
産
評
鵠
は
所
有
者
か
ら
の
年
構
収
益
(
き
ロ
ロ
と

に
よ
る
が
、
申
告
な
さ
ば
あ
い
は
収
税
官
が
評
嬉
し
、
ぞ
れ
が
で
き
な
け
れ
ば
資
産
額
公
害

S
Zゆ
え
き
σ
胃

O
U
2
q〉
の
六
克
を
年
間

収
議
と
認
定
し
て
、
線
鶴
額
を
査
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

修
正
法
第
案
で
は
、
道
路
税
率
は
掛
川
代
総
額
の
一
ル
ピ
ー
に
つ
き
二
分
の
一
ア
!
ナ

i
〈
一
一
了
二
一
五
%
〉
と
す
る
が
、
階
層
に
よ
る
食
拐

の
割
合
は
、
ザ
ミ

i
ン
ダ

l
ル
及
び
中
間
保
有
者
も
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
も
と
も
に
五

O
犯
に
改
め
、
諮
ニ
者
に
対
す
る
徴
袈
負
担
等
の
た
め
の

控
捻
を
彼
ら
が
柿
納
付
す
る
地
租
ま
た
は
謹
代
額
と
滋
路
説
率
と
の
乗
数
の
近

O
克
に
計
き
上
げ
た
。
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
課
税
饗
躍
と
な
る
収

に

つ

い

て

は

、

彼

ら

の

組

成

入

が

農

耕

経

費

・

地

代

・

収

益

に

も

と

に

地

代

と

等

棋

と

み

な

さ

れ

た

。
の
申
告

れ
る
と
い



こ
れ
は
ザ
ミ
1
ン
ダ
l
ル
等
へ
の
還
元
額
を
倍
増
す
る
分
だ
け
道
路
税
総
収
入
を
減
ら
す
結
果
に
な
る
。
こ
の
修
正
は
お
そ
ら
く
H
H
べ

ル
の
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
擁
護
論
に
促
さ
れ
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
た
ち
の
一
部
か
ら
出
さ
れ
た
、
む
し
ろ
等
率
負
担
に
応
じ
て
で
も
ラ
イ
ヤ
ッ
ト

か
ら
の
事
実
上
の
道
路
税
徴
収
の
責
任
を
回
避
し
た
い
と
い
う
要
望
を
利
用
し
、

そ
の
負
担
に
も
報
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
案
出
さ

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

土
地
つ
ま
り
地
代
総
額
に
課
さ
れ
る
道
路
税
の
納
入
責
任
を
ザ
ミ
ー
ン
ダ
!
ル
負
わ
せ
そ
の
滞
納
を
地
租
滞
納
と
同
列
に
扱
う
ご
と

は
、
地
方
税
制
委
員
会
案
と
異
な
ら
な
か
っ
た
が
、

で
き
る
寸
熟
考
さ
れ
た
修
正

(45z'ggEo自
己
白
日
ロ
己

HHHB同)」

ス
コ

l
ク
は
そ
れ
へ
の
批
判
に
配
慮
し
て
、
厳
格
な
措
置
に
よ
ら
ず
に
税
収
が
確
保

の
提
示
を
、
法
律
案
を
検
討
す
る
特
別
委
員
会
に
求
め
た
。
彼
は
、

「
収
税
官
の
帳
簿
に
お
け
る
ザ
ミ
l
ン
ダ
l
ル
た
ち
の
所
有
権
に
つ
い
て
の
記
録
の
非
常
に
不
完
全
な
状
態
L

が
厳
格
な
規
定
を
必
要
と
す

51 

る
の
で
あ
り
、
「
誰
の
と
こ
ろ
に
行
け
ば
よ
い
の
か
、

ま
た
は
所
領
の
実
際
の
所
有
権
は
誰
な
の
か
じ

J

が
わ
か
り
、
「
申
告
書
を
提
出
す
る

人
が
記
録
上
の
所
有
者
で
あ
る
」
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
所
有
者
の
所
領
で
は
な
く
人
格
(
円
宮
宮
目
。
ロ
)
に
滞
納
補
填
を
求
め
る
と
い
う
よ

と
述
べ
た
。

り
穏
便
な
制
度
を
採
る
こ
と
も
で
き
る
、

家
屋
へ
の
課
税
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
収
益
を
土
地
と
ま
っ
た
く
関
わ
り
の
な
い
専
門
職
ま
た
は
商
工
業
(
℃

g
r
g
Zロ
2
可
包
巾
)

に
よ
っ
て
挙
げ
る
ば
あ
い
を
除
く
、
こ
の
法
律
の
他
の
ど
の
条
項
の
も
と
で
で
も
査
定
を
受
け
な
い
不
動
産
の
諸
部
分
(
己
5
8
吉
三
日
0
5

。
片
山

E
5
0〈
m
E何
回
)
円

8
2
q
)」
へ
の
付
加
税
と
す
る
「
代
案

(
d
-
Z
E
Eぞ
ぺ
)
」
が
示
さ
れ
た
。

る
の
で
あ
る
が
、
都
市
自
治
体
(
B
C
D
-
巳
宮

-52)
は
適
用
除
外
区
域
と
な
り
、
貧
窮
者
の
価
格
一

O
O
ル
ピ

1
以
下
の
家
屋
は
非
農
業
者

の
も
の
を
除
い
て
は
非
課
税
と
な
る
の
で
、
家
屋
課
税
の
税
収
は
非
常
に
少
額
と
な
る
。
ス
コ

l
ク
の
説
明
は
抽
象
的
に
過
ぎ
る
が
、
農

地
・
鉱
床
・
鉄
道
等
で
課
税
を
受
け
る
者
は
家
屋
に
は
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
地
方
税
制
委
員
会
案
に
較
べ
れ

つ
ま
り
は
非
農
業
者
の
家
屋
に
課
税
す

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

ば
ザ
ミ

i
ン、ダ
1
ル
層
へ
の
譲
歩
策
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
う
。

県
及
び
郡
に
設
置
さ
れ
る
道
路
税
管
理
の
た
め
の
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
ば
あ
い
に
は
委
員
の
選
挙
を
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ

と
、
委
員
会
の
四
分
の
三
の
賛
成
を
得
た
事
業
計
画
に
は
政
庁
は
干
渉
し
え
な
い
こ
と
、
が
提
案
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
地
方
自

治
の
拡
大
の
方
向
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
た
。

も
っ
と
も
重
要
な
改
正
点
は
、
こ
の
委
員
会
が
決
定
す
る
道
路
税
率
の
上
限
を
、
地
方
税
制
委
員
会
案
が
地
代
総
額
一
ル
ピ

l
あ
た
り

三
分
の
一
ア

l
ナ
1
(四
パ

1
イ
l
)
と
し
た
の
を
二
分
の
一
ア

l
ナ
1
(六
パ

1
イ
1
)
に
引
き
上
げ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
地
方
税
制
委
員

会
は
全
州
の
道
路
工
事
費
の
算
定
を
も
と
に
税
率
を
割
り
出
し
た
が
、
そ
の
際
に
道
路
税
の
徴
収
と
支
出
と
は
県
単
位
で
そ
れ
ぞ
れ
の
必

要
に
応
じ
て
個
別
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
失
念
し
て
い
た
、
と
い
う
の
が
税
率
引
き
上
げ
の
理
由
で
あ
っ
た
。

道
路
税
の
支
出
用
途
に
は
、
道
路
の
維
持
・
建
設
の
ほ
か
河
川
・
カ

i
ル
(
客
足
通
水
路
)
・
非
潅
概
用
運
河
の
改
修
が
含
め
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
事
業
は
道
路
税
の
徴
収
さ
れ
る
県
内
で
施
工
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
州
政
庁
の
裁
可
を
経
て
隣
接
諸
県
と
の
共
同
出
資
事
業

を
行
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
提
案
さ
れ
た
。
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ス
コ

l
ク
は
説
明
の
最
後
に
、
永
代
定
額
地
租
裁
定
は
「
社
会
全
体
に
共
通
に
(
吉

8
5
5。
口
当
日

F
F
o
m
g
q巴
8
5
5己
巳
守
)
」

賦
課
さ
れ
る
租
税
の
負
担
を
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
に
対
し
て
免
除
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
彼
自
身
が
提
案
し
た
財
源
と
し
て
の
塩
税

は
、
他
日
の
州
政
庁
財
源
と
し
て
留
保
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
道
路
税
滞
納
を
地
租
滞
納
に
準
じ
て
扱
う
法
律
案
の
規
定
に
し
か
る
べ
き

修
正
が
施
さ
れ
る
よ
う
期
待
す
る
こ
と
を
付
言
し
た
。

最
初
に
デ
ィ
ゴ
ン
ボ
ル

H
ミ
ト
ロ
が
反
対
討
論
に
立
っ
た
。
彼
の
主
張
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
ま
ず
道
路
税
は
現
在

の
交
通
手
段
の
維
持
よ
り
は
改
良
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
少
な
く
と
も
道
路
よ
り
廉
価
な
水
路
交
通
網
が
発
達
し
た
デ



ル
タ
地
帯
(
原
文
で
は
円
。
当
日
∞

gmm-)
で
は
新
規
課
税
を
充
て
る
ほ
ど
の
緊
急
の
必
要
事
で
は
な
い
。
道
路
が
地
表
の
排
水
を
妨
げ
て

熱
病
の
発
生
と
大
流
行
を
促
す
こ
と
は
、
鉄
道
敷
設
の
結
果
と
し
て
フ

l
グ
リ

1
(出
高
民
)
・
ボ
ル
ド
マ

l
ン
両
県
内
の
諸
地
方
で
経
験
上

知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
改
良
事
業
の
た
め
の
課
税
を
認
め
れ
ば
、
コ
」
の
鉄
道
と
電
気
の
時
代
に
」
そ
れ
は
際
限
な
く
拡
大
す
る
恐
れ
が
あ

る
。
そ
し
て
財
源
を
不
動
産
課
税
に
み
の
求
め
て
動
産
を
免
除
す
る
の
は
イ
ン
ド
大
臣
の
方
針
に
も
合
致
し
な
い
。
ベ
ン
ガ
ル
の
県
は
広

大
に
過
ぎ
て
県
中
央
か
ら
遠
隔
地
の
状
況
に
対
応
す
る
施
策
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
郡
の
委
員
会
は
実
際
に
は
な
ん
の
役
に
も

た
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

次
の
発
言
者
ジ
ョ
テ
イ
ン
ド
ラ
H
モ
l
ハ
ン
リ
タ
l
ク
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
裁
判
官
ペ
リ

1
3片
4
E
B
S
開

B
E
D
O
一pw円
弓
)
と
ピ

l

コ
ッ
ク
(
印
可
∞
向
日
印
可

ggnw)と
の
名
を
挙
げ
て
、
永
代
定
額
地
租
裁
定
の
原
則
か
ら
し
て
、
土
地
へ
の
新
規
課
税
は
容
認
し
が
た
い

-53-

と
し
、
土
地
の
み
に
課
税
す
る
の
は
不
正
義
で
あ
る
こ
と
、
イ
ン
ド
は
直
接
税
に
な
じ
ま
な
い
こ
と
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

1
ル
た
ち
へ
の
道
路

税
徴
収
の
委
託
は
彼
ら
の
傭
員
(
均
も
さ

8
3
b
s
h
w
)
た
ち
の
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
層
へ
の
抑
圧
を
助
長
す
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
、
ザ
ミ

l
ン

ダ
l
ル
た
ち
が
イ
ギ
リ
ス
国
会
に
提
出
し
た
道
路
税
法
案
反
対
の
請
願
へ
の
回
答
が
あ
る
ま
で
法
律
案
の
審
議
を
控
え
る
よ
う
に
要
望
し

た
。
こ
の
発
言
の
中
で
タ
l
ク
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
こ
の
種
の
課
税
は
土
地
に
掛
か
る
と
い
う
理
由
で
、
既
に
過
重
な
地
租
を
負
担
し

て
い
る
イ
ン
ド
の
土
地
に
改
め
て
道
路
税
を
課
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
な
が
ら
、
イ
ン
ド
人
の
自
国
の
政
治
へ
の
参
加
の
要
望
を
イ
ン
ド

は
イ
ギ
リ
ス
で
は
な
い
と
い
う
理
由
で
無
視
す
る
の
は
、
奇
妙
な
類
比
で
あ
る
と
の
批
判
を
試
み
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ト
ム
プ
ソ
ン
は
、
州
立
法
参
事
会
が
本
国
の
政
府
及
び
イ
ン
ド
政
庁
の
決
定
し
た
方
針
に
拘
束
さ
れ
ず
に
審
議
す
る
こ

と
を
認
め
た
う
え
で
、
タ
l
ク
ル
の
請
願
へ
の
回
答
が
あ
る
ま
で
議
事
を
延
期
す
べ
し
と
の
主
張
は
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
の
案
件
処
理
に

悪
し
き
先
例
を
残
す
と
し
て
反
対
し
た
。
ト
ム
ソ
ン
は
さ
ら
に
法
律
案
策
定
の
過
程
を
詳
し
く
述
べ
て
、
そ
れ
が
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
層
の

北
大
文
学
部
紀
要



ぺ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

既
得
権
の
侵
害
に
当
た
ら
な
い
旨
を
説
明
し
て
い
る
が
、

そ
の
部
分
は
省
略
す
る
。

ア
ブ
ド
ウ
ツ
ラ
テ
ィ

l
フ
は
法
律
案
に
賛
成
を
表
明
し
な
が
ら
も
、

(
却
)

ゴ
ル
フ
ァ
ー
日
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
(
ぎ
も
p
b
i
s
e
b
H
)
と
地
代
年
額
五

O

ル
ピ

1
未
満
の
貧
困
な
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
、
及
び
ヒ
ン
ド
ゥ

1
の
寺
院
と
モ
ス
ク
と
に
属
す
る
土
地
に
は
道
路
税
を
免
除
す
べ
き
こ
と
、

さ
ら

に
、
ザ
ミ

i
ン
ダ

i
ル
と
ラ

l
キ
ラ
ー
ジ
ダ

l
ル
(
E
W
E
S〕
庄
内
肖
免
租
地
所
有
者
)
と
の
常
時
の
確
執
か
ら
み
て
、
前
者
の
後
者
か
ら
の
道

路
税
負
担
分
の
回
収
が
前
者
の
後
者
の
所
有
地
へ
の
介
入
を
招
き
、
際
限
な
い
紛
争
と
訴
訟
と
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
規
定

を
設
け
る
こ
と
、
を
主
張
し
た
。

C
H
E
H
バ
ー
ナ
ー
ド
は
、

パ
ン
ジ
ャ

l
ブ
お
よ
び
中
央
州

(hg可
丘
一
勺

g
i
R
g
)
で
の
勤
務
経
験
を
踏
ま
え
て
、

ま
ず
ザ
ミ

1
ン

ダ
1
ル
た
ち
は
こ
の
法
律
案
を
受
容
す
べ
き
で
あ
り
、
富
裕
で
な
い
他
州
の
余
剰
収
入
で
彼
ら
の
所
領
を
改
良
す
る
こ
と
は
、
も
し
代
議

機
関
(
包
括
官

2
2
g
t
J
S
σ
。
門
守
)
が
ベ
ン
ガ
ル
を
統
治
し
て
い
る
な
ら
ば
到
底
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
法
律
案
が
立
法
参
事

会
内
部
の
反
対
で
挫
折
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
で
も
な
れ
ば
数
年
以
内
に
よ
り
強
硬
な
施
策
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
、

と
警
告
を
交

54-

え
て
主
張
し
た
。

バ
ー
ナ
ー
ド
は
さ
ら
に
ボ
イ
ス
(
司
・
回
O
M
H

の
ゆ
)
の
報
告
書
に
よ
っ
て
大
要
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

ベ
ン
ガ
ル
の
道
路
建
設
計
画
二
ハ
、

0
0
0
マ
イ
ル
(
二
五
、
六
五

O
践
)
の
う
ち
完
成
し
た
の
は
一
、
三

0
0
マ
イ
ル
(
二
、

O
九

O
法
)
に
過
ぎ
ず
、
今
後
二

0
年
間
で
計
画

を
達
成
す
る
に
は
最
低
で
年
額
五

O
O万
ル
ピ

l
の
支
出
を
要
す
る
が
、
一
八
六
七
六
九
年
の
道
路
工
事
費
は
年
間
三
四

O
万
ル
ピ
ー

に
止
ま
っ
て
い
る
。
別
に
年
間
三

O
万
な
い
し
四

O
万
ル
ビ
ー
が
東
ベ
ン
ガ
ル
の
運
河
・
河
川
工
事
費
に
支
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

は
水
路
の
開
撃
・
波
深
・
深
掘
と
週
市
の
立
つ
主
要
市
場
地
の
荷
揚
げ
場
の
改
良
工
事
に
も
相
応
の
支
出
を
要
す
る
。
イ
ン
ド
政
庁
が
交

付
す
る
一
五

O
万
ル
ピ
!
と
渡
船
料
・
運
河
通
行
料
一

O
O
ル
ビ
ー
で
は
水
陸
交
通
施
設
の
経
費
は
賄
え
な
い
が
、
道
路
税
法
が
成
立
す



れ
ば
ゆ
く
ゆ
く
は

しユ

し

ル
ビ
ー
の
寂
入
が
見
込
ま
れ
、
斜
川
政
庁
と
地
方
開
体
〈
円
。
。
巴
宮
内
出
om)
つ
ま
り
県
の
道
蕗
税
管

理
委
員
会
た

て
五

C
O万
ル
ピ

i
を
確
保
で
き
る
。

れ
で
人
口
一

0
0万
人
あ
た
り
の
道
蕗
・

一
O
万
ル
ピ
!
と

て
、
ペ
ン
ガ
ル
で
は
議
舗
は
他
州
に
お
け
る
よ
り
高
く
賃
金
と
諸
物
価
は

ボ
ン
ベ
イ
持
の
方
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
て
、
塩
税
不
採
用
を
説
い
た
。
彼
は
最
後
に
、
法
体
押
案
で
地
方
の
議
説
制
度
そ
充
分
に
明
ら
か

に
し
て
お
く
こ
と
、
土
地
に
撰
わ
る
あ
ら
ゆ
る
権
和
の
登
記
が
こ
の
法
律
の
も
と
で
完
成
す
れ
、
ば
、
法
律
案
中
の
苛
酷
な
樫
罰
的
条
壌
は

な
り
、
地
耕
よ
り
負
担
は
軽
い
。
彼
は
な
お

い
ず
れ
不
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ

し〉

一
の
も
の
は
、

は
な
く
そ

の
経
験
か
ら
も
、
「
こ
の
物
産
す
こ
ぶ
る
議
か
な
閏
の
ど
の
村
に
も
欠
け
て

に
届
け
る
手
段
で
あ
る
」
こ
と
は
明
白
で
あ
る
と
指
摘
し
、
道
路
の
必
要
性
を
強

S
行
行

C
H
ペ
イ
リ
ー
は
ミ
ト
ロ
の
発
言
を
批
判
し
て
、

翻
し
た
。
さ
ら
に
、
ミ
ト
ロ
が
流
行
病
が
汚
物
に
よ
っ
て
で

に
よ
っ
て
生
じ
た
と
し
た
こ
と
は
、

の
時
代
」

-55 

っ
た
。
彼
は
さ
ら
に
道
路
税
の
諾
納
を
地

誼
の
滞
納
に
準
じ
て
扱
う
規
定
に
ふ
れ
、
そ
れ
は
、
ザ
ミ

1
ン
ダ
!
ル
た
ち
に
恐
箭
心
を
組
こ
さ
せ
て
義
務
そ
渥
帯
な
く
運
ば
せ
る
と
と
に

は
な
る
が
、
実
擦
の
所
鎮
の
施
却
が
地
穏
滞
納
へ
の
処
分
と
し
て
で
は
な
く
所
容
者
の
意
思
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
の
規

に
反
対
し
た
こ
と
に
な
る
と
批
判
し
た
が
、
こ
れ
は
ペ
イ
リ
i
の
誤
解
に
も
と
づ

山
況
が
実
際
に
発
動
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
、

と
い
う
観
測
を
示
し

州
政
庁
法
響
額
間
グ
レ
イ
ア
ム
は
、
ま
ず
タ

l
ク
ル
が
ピ

l
コ
ッ
ク
を
引
い
て
道
路
投
法
案
が
永
代
定
額
場
組
裁
定
へ
の
違
お
で
あ
る

と
論
じ
た
こ
と
に
反
論
し
、
一
八
六

O
年
七
月
こ
六
段
の
総
督
府
立
法
参
事
会
で
の
所
得
税
語
案
を
め
ぐ
る
ピ

l
コ
ッ
ク

ザ
ミ

i
ン
ダ
i
i
H
の
み
な
ら
ず
社
会
全
体
に
対
す
る
課
税
は
地
相
仰
の
権
額
で
は
な
い
の

お
み
へ
の
課
殺
に
反
対
し
た
こ
と
に
ふ
れ
、
イ
ン
ド
大
豆

し

は
な
ら
な
い
、

と
反
論
し
た
。

続
け
て
ミ
ト
ロ

ー
ン
ダ

1
ル
の
み
へ
の
課
税
を
禁
じ



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
L

(

一
八
七
一
年
)
の
制
定

た
が
、
課
税
方
法
と
被
課
税
者
と
に
つ
い
て
は
州
立
法
参
事
会
の
自
由
裁
量
に
委
ね
て
い
る
こ
と
、
動
産
へ
の
課
税
は
所
得
税
ま
た
は
免

許
税
と
い
う
直
接
税
に
よ
る
ほ
か
は
困
難
で
あ
る
が
、
ミ
ト
ロ
自
身
が
直
接
税
に
反
対
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
理
由
と
す
る
道
路

税
法
案
へ
の
反
対
は
根
拠
を
失
う
こ
と
、
道
路
建
設
に
よ
っ
て
恒
久
的
か
つ
根
本
的
に
被
益
す
る
の
は
土
地
で
あ
る
か
ら
、
土
地
す
な
わ

ち
不
動
産
が
道
路
税
賦
課
の
対
象
と
な
る
べ
き
で
あ
る
、
と
反
論
し
た
。

最
後
に
准
知
事
キ
ャ
ム
ベ
ル
が
立
つ
で
、
行
政
当
局
の
方
針
を
改
め
て
明
示
し
な
が
ら
当
日
の
論
議
を
以
下
の
よ
う
に
総
括
し
た
。

第
一
に
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
重
大
な
施
策
が
、
「
官
吏
と
、
選
挙
さ
れ
た
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
か
か
る
案
件
を
取
り
扱
う
適
性

ゆ
え
に
選
抜
さ
れ
た
、
民
間
人
と
か
ら
な
る
紳
士
諸
君
」

の
審
議
を
経
た
こ
と
を
称
え
た
う
え
で
、
イ
ン
ド
が
イ
ギ
リ
ス
の
専
制
的
な
統

治
下
に
あ
る
(
母
唱
。

t
s
-
q
m。〈
020巳
)
以
上
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
決
定
し
た
イ
ン
ド
に
影
響
を
及
ぽ
す
政
策
を
受
諾
し
な
け
れ
ば
な
ら

為、、
A

、

や
旬
、
U

と
指
摘
し
た
。

-56-

そ
の
う
え
で
キ
ャ
ム
ベ
ル
は
、
イ
ギ
リ
ス
と
イ
ン
ド
と
が
「
行
動
の
自
由
(
片
足
色
。
ョ
。
片
足
昨
日
。
ロ
)
」
と
課
税

(EM丘町
C

ロ
)
と
に
つ
い
て

異
な
る
取
り
扱
い
を
受
け
て
い
る
、

と
い
う
タ
l
ク
ル
の
発
言
に
次
の
よ
う
に
答
え
た
。
そ
れ
は
、
道
路
税
法
案
は
「
両
国
の
事
態
を
同

化
す
る
最
初
の
試
み
L

で
あ
っ
て
、
「
地
域
的
自
主
課
税
(
】

02-
印ぬほ

ig出
託
。
ロ
)
の
導
入
と
、
地
域
的
課
税
か
ら
得
ら
れ
る
資
金
の
管
理

(包

B
E印可
E
Eロ
)
を
そ
の
改
良
と
福
利
の
た
め
に
課
税
さ
れ
る
当
該
地
域
社
会
住
民
に
委
任
す
る
こ
と
と
に
よ
る
自
治
(
印
巳
内
問
。
耳
目
目

E
2
3
の
始
ま
り
」
で
あ
り
、
な
に
ご
と
も
中
央
政
府
に
依
存
し
た
り
泣
い
て
天
佑
を
求
め
た
り
せ
ず
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
ご
と
く
地
域
的
課

税
と
地
域
的
行
政
と
に
よ
っ
て
自
助
す
る
機
会
を
イ
ン
ド
人
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
、

ク
ル
自
身
の
用
語
で
は
な
く
准
知
事
に
よ
る
彼
の
論
旨
の
翻
案
で
あ
っ
た
。

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
行
動
の
自
由
」
は
タ
i

キ
ャ
ム
ベ
ル
は
さ
ら
に
、
イ
ン
ド
政
庁
は
業
務
過
大
の
た
め
諸
事
万
端
の
効
率
的
処
理
が
不
可
能
に
な
っ
た
と
し
て
、
「
こ
の
法
律
の
目



的
、
原
則
、
本
旨
は
、

ベ
ン
ガ
ル
の
住
民
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
が
彼
ら
自
身
の
福
利
の
た
め
に
彼
ら
に
課
税
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
許
可
を
得
ょ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
に
尽
き
る
。
こ
れ
は
政
庁
の
一
般
的
目
的
の
た
め
で
な
く
、
特
定
の
地
域
社
会
の
地
域
的
福
利
の

た
め
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
課
税
の
形
態
と
様
式
と
を
極
力
地
域
的
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
」
旨
を
付
言
し
た
。

彼
は
続
け
て
タ
l
ク
ル
ら
の
イ
ギ
リ
ス
国
会
へ
の
請
願
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
課
税
観
念
か
ら
み
て
受
理
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
旨
を
、

(
却
)

あ
る
保
守
党
政
治
家
の
発
言
を
引
用
し
て
示
唆
し
た
が
、
そ
の
引
用
に
は
「
こ
の
地
方
税

(
-
R
m
-
E
Z印
)
の
制
度
は
、
在
地
住
民
が
わ
れ

わ
れ
が
こ
の
国
を
統
治
す
る
の
を
補
佐
す
る
こ
と
と
、
政
庁
が
社
会
的
諸
改
革
を
起
こ
す
の
を
現
在
ほ
ど
に
要
求
し
な
く
な
る
こ
と
と
を

期
待
し
て
い
る
人
び
と
が
、
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
諸
業
務
の
地
域
的
分
権
運
営
を
、
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
に
帝
国
を
付
託
す
る
ま
え
に
、
地
域
か
ら
事
を
始
め
、

そ
れ
ら
を
五
都
市
で
試
み
る
こ
と
が
で
き
る

57 

で
あ
ろ
う
」
と
い
う
文
言
が
含
ま
れ
て
い
た
。
な
お
こ
の
「
五
都
市
」
が
何
を
指
す
の
か
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。

准
知
事
の
こ
の
発
言
は
、
代
議
制
度
を
通
じ
て
イ
ギ
リ
ス
人
と
対
等
の
資
格
で
の
政
治
へ
の
参
加
を
求
め
る
大
ザ
ミ
1
ン
ダ
l
ル
出
身

の
知
識
人
た
ち
に
対
す
る
、
権
力
の
最
終
的
な
所
在
を
説
諭
し
な
が
ら
の
懐
柔
策
で
あ
る
と
と
も
に
、
「
地
方
自
治
」
が
植
民
地
政
庁
の
公

一
石
二
鳥
の
方
策
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語

共
事
業
財
政
の
逼
迫
を
打
開
し
彼
ら
の
願
望
を
地
域
社
会
に
限
定
し
て
満
足
さ
せ
る
と
い
う
、

る
第
二
に
、
准
知
事
は
、
課
税
目
的
が
地
域
社
会
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、
財
源
は
そ
の
地
域
内
の
固
定
資
産
つ
ま
り
土
地
と
な

ら
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
道
路
及
び
水
路
の
開
発
に
よ
る
最
大
の
金
銭
的
受
益
者
た
る
「
土
地
保
有
者
た
ち
及
び
そ
の
他
の
土
地

に
権
益
あ
る
者
た
ち
(
E
b島
。
E
2∞
自
己
♀
Z
B
E
Z自
己
注
目
ロ
任
。
-
自
己
)
L

が
そ
れ
を
等
率
で
負
担
す
べ
き
旨
を
力
説
し
た
。
動
産

は
そ
の
性
質
上
移
転
可
能
で
あ
り
把
捉
し
が
た
い
か
ら
財
源
と
し
て
な
じ
ま
ず
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
は
「
収
益
者
(
胃
。
宮
T
B
ω
w
q印
)
」
と
し
て

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

で
な
く
寸
土
地
占
有
者
(
。

R
与
吉
田
o
ご
Z
E
E
)」
の
資
格
に
お
い
て
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
と
同
等
の
税
率
を
も
っ
て
課
税
さ
れ
る
。

税
率
の
負
担
区
分
は
両
者
の
交
渉
に
任
せ
ず
、
法
律
に
よ
っ
て
一
般
的
に
折
半
を
定
め
る
の
み
で
充
分
で
あ
り
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
層
の
あ
い

だ
の
多
様
な
権
益
に
立
ち
入
っ
て
規
定
す
る
こ
と
は
実
行
不
可
能
と
判
断
さ
れ
た
。
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
被
課
税
資
格
の
解
釈
に
お
い
て
は
、

准
知
事
の
見
解
は
地
方
税
制
委
員
会
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
た
。

キ
ャ
ム
ベ
ル
は
こ
の
な
か
で
ザ
ミ

l
ン、グ

l
ル
の
納
税
義
務
を
奇
矯
な
論
法
で
正
当
化
し
た
。
有
史
以
来
欧
亜
の
「
ア

l
リ
ア
人
種
L

に
お
い
て
道
路
維
持
の
義
務
は
こ
と
に
土
地
保
有
者
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
文
献
学
的
に
論
じ
る
こ
と
も
で
き
る
。
寸
清
潔
は

敬
神
に
近
し

(
Q
g
-
E
O回目町田口
2
2。
問
。
門
臣
5
m
m
)
」
と
い
う
が
、
わ
れ
ら
の
祖
先
の
あ
い
だ
で
は
敬
神
に
次
ぐ
も
の
は
道
路
建
設
で
あ

り
、
人
徳
を
道
路
補
修
に
こ
と
よ
せ
て
説
く
い
く
つ
か
の
直
織
を
引
く
こ
と
も
で
き
る
。
英
語
で
は
人
の
品
行
作
法
を
改
め
る
こ
と
を
「
汝

の
道
を
直
せ

(
E
g仏
三
己
円
当
者
的
)
」
と
い
う
が
、

か
か
る
表
現
は
ア

l
リ
ア
諸
語
に
豊
富
で
あ
る
。
高
徳
善
良
の
人
を
称
し
て
田
広
告
冨

つ
ま
り
ま
っ
す
ぐ
な
(
印
可
包

m
y
R
2
4
3
E
)
人
と
い
う
が
、
曲
が
っ
た
(
門
司

E
0
5
)
道
を
行
く
曲
が
っ
た

(Rgwa)人
に
は
徳
が
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
道
路
工
事
を
土
地
保
有
者
と
そ
の
国
の
定
住
民
の
責
務
と
す
る
章
句
は
、
「
わ
れ
ら
の
人
種
」
の
最
古
の
記
録
に
数
多
く
見
い

だ
さ
れ
、
古
代
ア
ジ
ア
に
お
い
て
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
イ
ギ
リ
ス
の
慣
例
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
永
代
定
額
地
租
裁
定
に
関
す
る
文
書
か
ら

も
、
旅
行
者
の
安
心
安
全
な
往
来
の
た
め
に
街
道
と
道
路
に
と
く
に
意
を
用
い
る
こ
と
が
ザ
ミ
1
ン
ダ
1
ル
と
の
約
定
で
あ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
准
知
事
の
こ
の
説
諭
は
イ
ギ
リ
ス
東
洋
学
の
知
見
に
籍
り
て
イ
ギ
リ
ス
と
イ
ン
ド
と
の
共
通
の
文
化
伝
統
を
想
像
し
、
立
法

参
事
会
の
イ
ン
ド
人
議
員
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
に
、
法
律
案
の
修
正
を
要
す
る
問
題
点
と
し
て
、
道
路
税
滞
納
者
へ
の
罰
則
を
よ
り
穏
や
か
な
滞
納
分
の
回
収
策
に
よ
っ
て
是
正

す
る
こ
と
と
、
道
路
税
管
理
の
た
め
の
地
方
団
体
の
「
専
制
的
、
集
権
的
傾
向
」
を
緩
和
し
て
、
地
域
社
会
に
よ
り
密
着
し
た
態
勢
が
と



{

柏

崎

)

れ
る
よ
う
な
制
度
的
措
置
を
考
案
す
る
こ
と
と
を
、
法
律
案
審
議
の
た
め
の
特
別
委
員
会
に
付
託
し
た
。

い
わ
ゆ
る
第
一
読
会
は
こ
の
よ
う
な
審
議
の
う
ち
に
終
了
し
た
。

( 

一一、ー..，

法
律
案
の
逐
条
審
議

道
路
税
法
案
は
、

ス
コ
l
ク、

ベ
イ
リ
l
、
ノf

ナ

ド

ア
ブ
ド
ウ
ツ
ラ
テ
ィ

l
フ、

ワ
l
デ
ィ

l
、
デ
千
ゴ
ン
ボ
ル
リ
ミ
ト
ロ
の

六
者
か
ら
な
る
特
別
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
立
法
参
事
会
に
答
申
さ
れ
た
修
正
案
が
七
月
八
日
、

に
わ
た
っ
て
逐
条
審
議
さ
れ
、
多
少
の
再
修
正
を
経
て
可
決
さ
れ
た
。
特
別
委
員
会
の
報
告
書
と
修
正
法
律
案
と
は
議
事
録
に
は
収
載
さ

れ
て
い
な
い
の
で
、
以
下
、
議
事
録
及
び
可
決
さ
れ
た
法
律
の
条
文
か
ら
分
か
る
範
囲
で
特
別
委
員
会
に
よ
る
修
正
点
を
挙
げ
る
。
該
当

一
二
日
、

一
九
日
、

の
三
回

す
る
条
文
の
番
号
は
括
弧
で
示
す
。

-59-

修
正
の
第
一
点
は
、
所
領

(
g
E
Z
)
及
び
中
間
保
有
(
百
ロ
号
。
)
を
地
租
(
の

0
2
5
5
8
C
2
2
5
)
ま
た
は
地
代

(ZE)
年
額
一

O
O
ル

ピ
l
以
上
の
も
の
と
そ
れ
未
満
の
も
と
に
分
け
、
前
者
に
つ
い
て
は
所
定
の
申
告
書
を
提
出
さ
せ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
収
税
官
が

一
定
の
条
件
の
も
と
で
職
権
に
よ
る
資
産
評
価
を
行
え
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
(
第
五
条
、
第
八
条
)
。
准
知
事
は
こ
れ
を
「
記
録

さ
れ
る
所
領
数
が
激
減
し
、
課
税
の
た
め
の
評
価
の
作
業
が
縮
小
し
、
作
業
の
減
が
大
で
お
そ
ら
く
収
入
の
減
が
小
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

絶
大
な
実
際
的
利
点
が
こ
の
修
正
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
L

と
評
価
し
た
。

ス
コ

1
ク
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
尼
大
な
過
小
所
領
件
数
を
前
に
し
て
作
業
を
簡
便
に
し
て
効
率
を
上
げ
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
税
務
局
(
∞

sa。
同
月

2
2
5
)
の
資
料
に
よ
れ
ば
、
永
代
定
額
裁
定
施
行
地
域
で
二
七
、
七
七

O
所
領
が
そ
れ
ぞ
れ
年
額
一

こ
の
修
正
の
理
由
は
、

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

0
0
ル
ピ

l
以
上
、
総
計
三
、

0
0
0万
ル
ピ
ー
を
切
る
額
(
出
抱
月
官
民
円
弱
者
R
E口
問
問

o
g
E宮
2
0内

5
5
0
2
0括
的
)
を
支
払
い
、

六
六
、

0
0
0所
領
が
そ
れ
ぞ
れ
一

O
O
ル
ピ

l
未
満
、
総
計
一
二

O
万
ル
ビ
ー
を
納
め
て
い
た
。
こ
と
に
チ
ョ
ト
ロ
グ
ラ
l
ム
(
わ
巳
E
E

関門凶日一

h
E
2
m
m
o口
問
)
で
は
、
三
八
二
一
八
所
領
中
五
六
こ
が
地
租
五

O
ル
ビ

l
以
上
一

O
O
ル
ピ
1
未
満
、
二
八
、

0
0
0は
五

O
ル

ピ
l
未
満
、
シ
ュ
リ

l
ハ
ッ
ト

(ω
門
野
忠
T
m三
宮
同
)
で
は
、
永
代
裁
定
を
受
け
た
七
、
九
四
四
所
領
中
七
、
七
八
一
が
一

O
O
ル
ピ
1
未

満
、
チ
ョ
ト
ロ
グ
ラ

l
ム
丘
陵
地
帯
(
門
医
洋
諸
O
ロ
m
回
日
、
吋
E
n
Z
)
の
カ
チ
ャ
ル
(
間
宮
山
口
円
山
岳
山
門
)
で
は
、
約
七
七
、
八

O
O所
領
中
四

六
四
が
一

O
O
ル
ピ

l
以
上
、
約
二
五
、

0
0
0は
一
ル
ピ

l
未
満
の
地
租
し
か
納
め
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
で
は
、
所
領
ひ

と
つ
ご
と
に
申
告
書
を
徴
す
る
こ
と
は
不
得
策
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
地
租
一

O
O
ル
ピ

l
未
満
の
小
所
領
、
及
び
大
所
領
内
の
地
代

一
O
O
ル
ピ

l
未
満
の
小
規
模
中
間
保
有
の
資
産
評
価
は
、
収
税
官
が
所
定
の
基
準
の
も
と
で
自
由
裁
量
に
よ
っ
て
即
決
し
、
不
服
の
所

有
者
は
申
告
書
を
提
出
し
て
更
正
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
、
立
法
参
事
会
の
合
意
を
得
た
。

収
税
官
に
よ
る
小
所
領
等
の
資
産
評
価
に
は
ふ
た
つ
の
原
則
が
定
め
ら
れ
た
。
第
一
は
、
永
代
定
額
裁
定
を
受
け
た
所
領
等
で
は
地
租

ま
た
は
地
代
額
の
三
倍
、
定
期
改
租
裁
定
を
受
け
る
所
領
等
で
は
現
行
地
租
ま
た
は
地
代
額
の
二
倍
を
そ
れ
ぞ
れ
上
限
と
し
て
、
課
税
資

産
額
を
評
価
す
る
こ
と
、
第
二
は
、
先
述
の
東
南
部
諸
県
の
よ
う
に
土
地
測
量
の
実
施
さ
れ
た
所
領
等
で
は
、
地
方
税
制
委
員
会
の
当
初

の
原
則
に
は
反
す
る
が
、
土
地
面
積
を
基
準
と
す
る
評
価
を
行
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
小
所
領
ま
た
は
小
規
模
中
間
保
有
内
部
の
「
下
級
中

間
保
有
宣
告

σ
2
2
5
Z
Z
E叶
ぬ
)
L

に
含
ま
れ
る
土
地
の
評
価
額
は
、
そ
の
土
地
の
地
代
額
に
、
第
一
の
ば
あ
い
に
は
、
直
上
の
所
領
等

に
お
げ
る
資
産
評
価
額
の
地
租
ま
た
は
地
代
に
対
す
る
超
過
率
の
五

O
%を
、
第
二
の
ば
あ
い
に
は
同
じ
面
積
あ
た
り
の
係
数
を
、

そ
れ

ぞ
れ
地
代
額
に
乗
じ
る
こ
と
と
し
た
(
第
八
条
)
。
こ
の
よ
う
な
「
下
級
中
間
保
有
」
に
つ
い
て
規
定
し
た
の
は
、
小
所
領
の
ザ
ミ
1
ン
ダ
l

ル
が
直
下
よ
り
徴
収
す
べ
き
道
路
税
額
を
明
確
な
根
拠
に
よ
っ
て
示
す
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
寸
下
級
中
間
保
有
」
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の
課
税
資
産
額
が
地
代
額
を
割
り
込
む
ば
あ
い
の
是
正
措
置
も
定
め
ら
れ
た
。

修
正
の
第

℃
可
。
℃
伶
吋
ぞ
〉
の
処
分
に
改
め
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
滞
轄
を
生

む
動
産
(
匂
角
的

0
5日

点
は
、
問
問
題
、
と
さ
れ
た
務
総
道
路
税
の
位
校
方
法
に
関
す

(
仲
内
川
口
同

H
g
g
y
c
E雪
印
)
」
の
地
《
を
護
接
収
税
宮
宛
に
支
払
わ
せ
、
そ
こ
か
ら
滞
納
額
を
補
填
す
る
方
法
そ
諜
混
じ
た
の
で
あ
る

第
ニ
三
条
、
離
表
C
〉
。
こ
の
修
正
は
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
引
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
協
会
の
提
案
に
よ
る
も
の
で
、
准
知
事
今
ヤ
ム
ベ
ル
は
こ
れ
が

絞
税
官
の
業
務
負
担
を
加
重
す
る
こ
と
を
懸
念
し
つ
つ
も
、
法
待
の
成
立
と
税
認
の
磯
保
を
優
先
し
て
こ
れ
に
支
持
を
与
え
た
。
立
法
参

い
た
が
、
他
州
で
の
勤
務
経
験
の
あ
る
官
吏
議
員
か
ら
は
、
管
轄
区
域
内
の
薪
額
安
売
却
す
る

…
件
落
着
と
な
っ
た
。

一O
条、

事
会
に
は
な
お
原
案

の
は
技
税
官
の
恥
一
辱
で
あ
る
と
し
て
修
正
案
を
支
持
す
る
声
も
あ
り
、

に
は
至
ら
な
か
っ

一
所
領
に
関

す
る
申
告
書
を
提
出
し
な
い
ザ
ミ

1
ン
ダ
i
ル
に
対
す
る
提
出
ま
で
の
一
世
五

O
ル
ピ
ー
を
よ
隈
と
す
る
罰
金

に
対
し
て
地
代
請
求
の
訴
訟
を
起
こ
す
機
利
の
停
止
と
を
め
ぐ
っ
て
は
、
激
烈
な
論
争
が
襲
爵
さ
れ
た
。
ミ
ト
ロ
は
こ
れ
ら
の
境
内
延
安
部

徐
す
ぺ
く
修
正
動
議
を
出
し
た
が
否
決
さ
れ
、
ワ
イ
マ
ン
は
罰
金
の
減
額
を
提
案
し
た
が
、
論
議
の
な
か
で
撤
回
し
た
。
こ
れ
ら
の
態
翠

て
額
く
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
判
断
が
鐙
勢
で
あ
っ
た
。

ラ
イ
ヤ
ッ
ト

61 

に
申
告
書
の
潮
隈
内
提
出

議
説
資
産
と
な

闘

(U-sgゑ
om〉
は
、
そ
の
耕
地
部
分

の
範
留
の
拡
大
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。

。
ル
ビ
ー
を
評
価
額
、

-コ
i
ヒ
;
・
キ
ナ
〈
n
s
n
y
C
M
g
)
の
植
栽

ェ
!
カ

i
あ
た
り

五
ア
!
ナ
ー
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が

ビ
ー
ガ

1
{和
党
言
)
あ
た
り
一
ア
!
ふ
ノ

1
八
パ
!
イ
i
と
な
り
、
通
常
の
ザ
ミ

1
ン
ダ
l
ル
鎮
の
土
地
の
ぬ
担
額
と
ほ
ぼ
均
街
す
る
と
い
う

ィ
ー
は
植
栽
関
企
業
の
器
難
と
未
発
達
て
法
律
の
笑
議
時
期
を
延
期
す

の
が
、
特
別
委
員
会

っ
た
。
ヮ

る
こ
と
を
要
望
し
、
准
知
事
も
と
く

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
勝
滋
路
税
法
」
(
一
八
七

年
〉
の
制
判
定

鉄
道
居
地
へ
の
殺
説
に
は
、
東
イ
ン

れ
た
。
准
知
事
は
後
者
に
つ
い
て
説
明
し
な
か
っ

蒸
気
汽
船
と
ジ
ュ
ー
ト
(
黄
麻
〉

へ
の
非
課
税
を
璃
出
に
反
対
が
表
明
さ

蔀
者
に
つ
い
て
は
、
費
用
支
出
不
要
の
自
然
航
路

(g円
高
包

詑

m
Y
4
5
3
C
]吋

同
混
乱
官
民
οロ
〉
つ
ま
り
大
河
の
制
限
加
に
は
課
税
す
る
こ
と
が
臨
難
で
あ
り
、
運
河
合

mwgz)
の
統
一
行
に

し
て
の
道
路
か
ね
て
鉄
道
会
社
の
要
望
が
あ
り
利
識
に
も
な
る
こ
と
を
説
い

い
通
行
税
(
件
。

-z

まも
る

こ
と
、

鉄
道
用
地
へ

税
に
は
詩
意
し
な
か
っ

援
鉱
所
有
者
た
ち
も
N

以
下
の
理
由
で
非
課
貌
を
求
め
る
一
一
調
騒
を
提
出
し
た
。

φ

地
下
鉱
脈
が
あ
っ
て
も
、
地
表
で
は
か
な
り
の
部
分

て
お
り
、

ν

て
課
税
に
応
己
る
だ
ザ
で
充
分
で
あ
る

oe
石
炭
の
霞
内
で
の
取
引
は
な
く
、
搬
議
は
自
醤

よ
っ
て
行
わ
れ
公
選
晶
化
問
い
な
い
。
@
バ
ラ
グ
プ
ル
茜
方
の
炭
鉱
埼
識
で
は
鉱
口
鏑
格
の
一

フ
1
グ
リ
湾
袈
橋
工
事
計
一
織
で
は
、
ホ
ウ
ラ
(
国
主
吋
尽
に
集
荷
す
る
石
炭
す

で
今
な

の
鉄
道
や
軌
条
公
話
患
者
向
苦
)
、

…
%
朝
当
の
架
橋
通
行
税
が
す
で
に
課
さ
れ
て
い
る
。
告

ぺ
て
へ
の
課
税
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
号
外
関
炭
を
免
税
で
韓
入
し
、
ス
エ
ズ
運
湾
開
通
以
降
は
イ
ギ
リ
ス
炭
な
関
内
畿
と
ほ
諸
問
価

格
で
販
売
し
て
い
る
。
舎
道
路
税
は
結
部
所
得
税
で
あ
る
が
悲
の
諸
産
業
〈
山
口
内
才
師
三
氏

g
g与
三
建
的
〉
の
収
謎
に
も
平
等
公
平
に
課
さ

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
炭
鉱
業
(
山
口
門
凶
器

q
u
Z
E
O吋℃円日出

crs日
間
笠
宮
町
制
〉
に
の
み
付
加
所
得
税
を
譲
す
る
の
は
不
長
平
で
あ
る
。
窃
ベ

ン
ガ
ル
及
び
北
富
鰐
全
土
に
石
設
を
供
給
す
る
つ
ニ
む
県
の
炭
鉱
に
課
税
し
、
そ
れ
を
嬬
誌
に
転
嫁
し
て
す
で
に
道
路
税
を
支
払
っ
て

い
る
消
費
者
に
さ
ら
に
負
拐
さ
せ
る
の
は
、
窺
知
の
諜
税
原
理
に
反
す
る
。
ぢ
ら
に
ワ
:
デ
ィ
ー
も
、
イ
ギ
リ
ス
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
炭

の
議
入
の
数
増
と
、
鉄
道
へ
の
道
路
税
賦
一
課
及
び
フ

i
グ
リ
大
種
荷
揚
・
荷
餌
料
金
の
輸
送
費
へ
り
転
擦
に
よ
る
園
内
炭
額
約
惜
の
高
騰
と

が
、
在
地
産
業
発
途
の
障
害
に
な
ら
な
い
よ
う
慎
重
な
対
応
を
饗
求
し
た
。

准
知
事
キ
ャ
ム
ベ
ル
は
炭
鉱
非
課
裂
の
製
求
を
拒
絶
し
た
が
、
そ
の
蕗
答
を
麓
掲
の
請
願
に
却
し
て
整
理
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
っ
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た
。
①

回
定
資
産
で
あ
り
不
動
産
で
あ
る
地
下
鉱
物
資
源
の
巨
大
な
価
値
に
で
は
な
く
、
無
価
値
同
然
の
地
表
価
値
(
任
。

印
己
門
片
山
凶
の
ゆ

gzoo同
任
命
}
自
己
)
に
課
税
す
る
の
は
「
完
全
な
愚
挙
」
で
あ
る
。
②

炭
鉱
所
有
者
た
ち
か
ら
は
石
炭
輸
送
の
た
め
の
道
路
建
設
を
求

め
る
請
願
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
今
ま
で
は
公
道
の
建
設
財
源
が
な
い
か
ら
私
道
等
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
、
こ
の
法
律
案
が
成
立
す

れ
ば
、
彼
ら
も
そ
の
利
益
に
適
う
道
路
の
建
設
を
請
求
し
う
る
し
、
些
少
の
税
額
負
担
で
無
限
に
大
き
な
利
益
が
得
ら
れ
る
。
③

の
石
炭
輸
送
へ
の
課
税
は
、
彼
ら
が
負
担
し
な
い
イ
ン
ド
政
庁
資
金
(
同
日
宮
江
巳
苫
ロ
己
)
に
よ
っ
て
イ
ン
ド
政
庁
の
道
路
・
橋
梁
(
円
吉
宮
門
互

現
在

吋

O
m骨
自
己
耳
目
色
略
的
)
が
建
設
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
④

荷
揚
・
荷
卸
料
金
の
追
徴
は
好
ま
し
く
な
い
事
態
で
あ
る
が
、

フ
l
グ
リ
大

橋
が
収
益
を
挙
げ
れ
ば
追
徴
は
不
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

そ
れ
が
続
い
て
も
最
終
的
に
は
消
費
者
に
転
嫁
で
き
る
の
で
、
炭
鉱
所
有
者

の
負
担
に
は
な
ら
な
い
。
⑤

イ
ギ
リ
ス
炭
は
す
で
に
イ
ギ
リ
ス
で
、
イ
ン
ド
に
お
げ
る
よ
り
重
く
課
税
さ
れ
て
い
る
。
「
在
地
の
生
産
物

う
議
論
を
受
け
入
れ
る
用
意
は
ま
っ
た
く
な
い
。
L

に
国
内
の
他
の
生
産
業
(
胃
。
己

R
E
m
-
E
5主
命
的
)
す
べ
て
が
共
有
し
な
い
利
益
を
与
え
る
理
由
と
し
て
、
外
国
と
の
競
争
が
あ
る
、
と
い

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
不
動
産
に
課
税
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
か
ら
、
炭
鉱
を
例
外

⑥ 
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と
は
認
め
な
い
。
請
願
の
⑦
は
応
答
の
④
で
州
政
庁
側
の
口
実
に
逆
用
さ
れ
た
。

ワ
l
デ
ィ
ー
は
な
お
課
税
額
の
積
算
基
礎
を
石
炭
の
鉱
口
で
の
産
出
且
一
塁
に
置
く
よ
う
に
主
張
し
、
准
知
事
は
そ
の
提
案
を
尊
重
す
る
旨

を
答
弁
し
た
。

修
正
の
第
三
点
は
、
所
領
、
中
間
保
有
及
び
植
栽
園
の
申
告
に
虚
偽
が
発
見
さ
れ
た
ば
あ
い
、
そ
の
申
告
者
に
刑
法
を
適
用
せ
ず
、
収

税
官
が
直
ち
に
適
宜
の
方
法
に
よ
っ
て
資
産
評
価
を
更
正
す
る
よ
う
に
し
た
こ
と
で
あ
る
(
第
一
二
条
)
。
刑
法
の
適
用
に
は
ブ
リ
テ
イ
ツ

シ
ユ
リ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
協
会
の
反
対
が
あ
っ
た
が
、
州
政
庁
当
局
と
し
て
も
、
刑
法
の
適
用
に
よ
っ
て
資
産
評
価
の
更
正
を
有
罪
判
決
ま

で
凍
結
さ
れ
る
よ
り
は
、
迅
速
に
そ
れ
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
法
律
の
厳
正
な
適
用
を
確
保
し
た
い
意
向
で
あ
っ
た
。

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

第
四
点
は
、
家
屋
に
対
す
る
資
産
評
価
を
「
監
督
官

3
8
0江口
Z
E
g門)
L

が
更
正
し
う
る
規
定
を
設
け
た
こ
と
で
あ
る
(
第
四
四
条
)
。

第
五
点
は
、
道
路
税
の
管
理
を
担
当
す
る
地
方
委
員
会

?)g-
g
E
5
5
2印
)
に
つ
い
て
、
准
知
事
の
判
断
に
よ
っ
て
、
県
委
員
会

(仏目的

E
2
S
E
E
-
3
0
0
)
の
下
に
適
当
数
の
支
部
委
員
会

3
5
5
F
S
B
B
5
2印
)
を
「
当
該
地
域
の
任
意
の
数
の
道
路
納
税
人
者
」
を

も
っ
て
構
成
し
、
必
要
に
応
じ
て
支
部
委
員
会
に
県
委
員
会
に
相
当
す
る
権
限
を
付
与
し
う
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
(
第
七
六
条
、
第
七
九

条
)
。
ス
コ

l
ク
は
こ
の
修
正
を
、
県
は
課
税
単
位
と
し
て
広
域
に
過
ぎ
る
の
で
支
部
の
権
限
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
、
デ
ィ
ゴ
ン

ボ
ル
H
ミ
ト
ロ
の
所
見
に
従
っ
た
も
の
と
説
明
し
た
。
キ
ャ
ム
ベ
ル
は
、
支
部
委
員
会
を
で
き
る
か
ぎ
り
住
民
に
密
着
し
た
(
宮
匂
己

R)
も

し
か
し
「
委
員
の
資
格
を
制
限
し
て
准
知
事
の
手
を
縛
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
L

旨
を
補
足
し
た
。

の
に
し
た
い
が
、

准
知
事
自
身
の
提
案
と
し
て
、

イ
ン
ド
政
庁
の
所
有
す
る
、
及
び
イ
ン
ド
大
臣
ま
た
は
イ
ン
ド
総
督
が
配
当
を
保
障
す
る
鉄
道
及
び
軌

(
第
二
八
条
)
。
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条
に
対
す
る
道
路
税
の
賦
課
に
は
、
総
督
の
事
前
の
同
意
を
要
す
る
旨
が
明
文
化
さ
れ
た

(
四
)

道
路
税
法
の
特
質

州
立
法
参
事
会
を
通
過
し
た
「
道
路
及
び
そ
の
他
の
交
通
諸
手
段
の
建
設
及
び
維
持
の
た
め
の
地
方
課
税
に
つ
い
て
定
め
る
法
律
(
〉
ロ

〉
立
件
。
円
)
可

O〈
円
借
問
。
吋

z
s
-
E片
山
口
問
問
。
円
門
町
ゅ
の

Oロ印門
2
2
Zロ
自
己
目

ω
E
Z
5
2
0同吋
Omw仏
印
自
己

O
F
2
5
8
5
丘

S
E
E
S
-
S
E

片山
O

ロ
)
」
、
略
称
「
県
道
路
税
法
(
叶
宮
呂
田
ま
の
片
岡
N

。
包
わ
ゆ
印
印
〉
旦
)
全
七
部
九
七
条
五
附
表
は
、
八
月
一
一
一
日
に
総
督
の
裁
可
を
得
て
、

ベ
ン
ガ
ル
州
法
一
八
七
一
年
第
一

O
号
と
し
て
発
効
し
た
。
こ
の
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
と
く
に
言
及
し
な
か
っ
た
箇
所
を
含
め
て
、
筆
者

が
こ
の
法
律
全
体
の
特
徴
と
考
え
る
諸
点
を
列
挙
す
る
。
法
律
の
条
文
は
括
弧
し
て
示
す
。



立
法
の
目
的
は
県
道
路
税
の
課
税
と
そ
の
査
定
及
び
収
入
管
理
の
た
め
の
地
方
委
員
会
の
設
置
と
で
あ
る
(
前
文
)
が
、
後
者
は
州
政
庁

当
局
者
が
い
わ
ゆ
る
地
方
自
治
育
成
の
観
点
か
ら
力
説
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
「
県
道
路
税
法
」
の
適
用
区
域
か
ら
、

カ
ル
カ
ッ
タ
の
都

市
区
域
と
「
県
内
公
共
団
体
改
良
法
(
口
広
司
目
立
冨

S
笠
宮
己
B
胃
。
〈
O
B
O
E
〉
立
)
」
及
び
寸
県
内
都
市
法
(
虫
色
ユ
2
4
0
4
5印
〉
立
)
」

の
施
行
区
域
を
除
外
す
る
(
第
一
条
)
が
、
こ
れ
は
そ
れ
ら
の
地
域
が
す
で
に
公
共
団
体
に
よ
る
地
方
税
を
負
担
し
て
い
た
こ
と
へ
の
配
慮

で
あ
る
と
と
も
に
、
地
方
財
政
を
核
と
す
る
地
方
自
治
制
度
を
州
内
全
域
に
及
ぽ
す
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
道
路
税
制
の
基
礎
作
業
は
、
審
議
経
過
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
す
べ
て
収
税
官
の
業
務
と
さ
れ
る
。
納
税
者
の
申
告

(
B
E
B
)
を
求
め
る
布
告
(
℃

g
己
ω自
己
目
。
ロ
)
を
一
般
に
公
示
し
、
個
別
に
通
知
(
ロ
。
昨
日

8)
を
送
付
し
て
、
四
ヶ
月
以
上
申
告
の
な
い
所
領

等
と
申
告
を
要
し
な
い
小
規
模
所
領
等
と
の
資
産
評
価
を
行
い
、
虚
偽
の
申
告
を
更
正
し
た
の
ち
、
県
内
の
個
々
の
所
領
等
に
つ
い
て
試

が
そ
の
部
分
に
当
た
る
が
、
収
税
官
の
業
務
が
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
乙
と
は
以
下
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。

算
評
価
額
表

(gzmZSE--)を
作
成
し
て
公
示
す
る
こ
と
、
法
律
違
反
者
に
罰
金
を
請
求
す
る
こ
と
な
ど
(
第
五
、
六
、
八
|
一
七
条
)

成
る
が
、

次
に
地
方
委
員
会
の
構
成
及
び
運
営
に
関
す
る
規
定
を
瞥
見
す
る
。
地
方
委
員
会
は
先
述
の
よ
う
に
県
委
員
会
と
支
部
委
員
会
と
か
ら

い
ず
れ
も
、
固
有
の
執
務
の
場
所

(OBB)
を
有
す
べ
き
こ
と
に
始
ま
り
、
議
長
、
副
議
長
、
会
議
の
招
集
手
続
き
、
定
足
数
、

定
足
数
不
足
の
際
の
会
議
の
休
会
と
延
期
の
手
続
き
、
投
票
に
つ
い
て
か
な
り
克
明
に
規
定
し
て
い
る
(
第
五
三
六

O
、
七
六
条
)
。

県
と
支
部
と
の
委
員
は
と
も
に
州
准
知
事
が
資
格
、
選
挙
、
及
び
解
任
に
つ
い
て
定
め
る
諸
規
則
合
己

g)
の
も
と
で
、
二
年
未
満
の
任

期
を
も
っ
て
、
道
路
税
納
入
者
の
な
か
か
ら
人
数
を
特
定
せ
ず
に
任
命
し
ま
た
は
選
挙
さ
せ
る
(
第
四
九
、
七
六
条
)
。
准
知
事
は
委
員
を

随
時
罷
免
す
る
こ
と
(
第
五

O
条
)
、
委
員
会
の
三
分
の
一
以
内
の
人
数
の
官
職
指
定
委
員
(
由
。
呂
巳
。

5
0
B
Z円
印
)
を
任
命
す
る
こ
と
が

で
き
る
(
第
五
一
、
五
二
条
)
。
県
委
員
会
議
長
は
収
税
官
で
あ
り
副
議
長
は
委
員
会
の
互
選
に
よ
る
(
第
五
三
条
)
が
、
支
部
委
員
会
の
正

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

副
議
長
は
准
知
事
が
任
命
す
る
(
第
七
六
条
)
。
県
委
員
会
と
州
政
庁
と
の
通
信
連
絡
は
行
政
区
長
官
を
経
由
す
る
。
こ
の
法
律
に
関
わ
る

す
べ
て
の
案
件
に
つ
い
て
長
官
は
准
知
事
の
統
制
と
監
督
の
も
と
に
お
か
れ
る
(
第
六
二
条
)
。
支
部
委
員
会
は
一
般
に
は
県
委
員
会
に
従

属
す
る
が
、
支
部
委
員
の
一
人
を
県
の
付
加
委
員
と
し
て
一
年
間
参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
(
第
七
七
条
)
。
県
・
支
部
委
員
会
は
と
も

に
会
議
の
議
事
録
を
製
本
保
管
し
て
域
内
の
住
民
及
び
土
地
所
有
者
(
自
可
宮

2
8
5
m
E
O
E
F
2
0
4
5
E
m
E
E
)
の
無
料
縦
覧
に
供

し
、
真
正
証
明
を
付
し
た
そ
の
謄
本
を
申
請
者
に
有
料
で
交
付
す
る
(
第
六
一
条
)
。

県
委
員
会
の
主
要
な
業
務
は
、
収
税
宮
が
資
産
評
価
を
行
っ
た
所
領
、
中
間
保
有
、
植
栽
園
、
鉱
山
、
鉄
道
、
家
屋
等
に
対
す
る
こ
の

法
律
の
規
定
に
も
と
づ
く
課
税
額
の
決
定
(
第
二

O
、
三
六
、
三
九
条
)
、
県
道
路
基
金

3
2
E丘
一

m
g己
目
白
色
)
の
管
理
業
務
の
あ
る
部

分
、
及
び
道
路
工
事
等
の
公
共
事
業
の
計
画
と
実
施
と
で
あ
る
。
課
税
額
の
決
定
方
法
に
つ
い
て
は
審
議
経
過
を
述
べ
た
際
に
触
れ
た
の

で
、
他
の
二
件
に
関
す
る
条
文
を
見
て
お
く
。
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県
道
路
基
金
は
道
路
税
、
こ
の
法
律
に
よ
る
手
数
料
と
罰
金
及
び
政
庁
が
そ
れ
に
割
当
て
る
財
源
の
収
入
か
ら
成
り
(
第
八
二
条
)
、
収

税
官
の
施
設

(
g
g
E山
田
町
田

2
3
と
諸
費
用
(
与
問
想
的
)
を
含
む
法
律
施
行
の
必
要
経
費
、
後
述
す
る
職
員
(
印
E
民
)
と
施
設
の
支
出
、
及
び

道
路
・
橋
梁
・
河
川
・
水
路

(WE])
と
運
河
と
の
建
設
・
補
修
・
改
修
及
び
維
持
の
費
用
に
充
て
る
。
基
金
収
入
外
の
通
行
税
を
徴
収
す

る
運
河
と
潅
概
用
運
河
と
は
支
出
の
対
象
と
し
な
い
(
第
九

O
条
)
。
基
金
は
収
税
官
が
預
か
っ
て
出
納
収
支
の
主
要
な
部
分
を
管
理
す
る

八
五
条
)
。
収
税
官
は
県
・
支
部
副
議
長
に
毎
月
前
月
の
基
金
収
支
を
報
告
す
る
(
第
八
六
条
)
。
委
昌
「
、
会
は
収
支
明
細
を
会
計

簿
に
記
入
し
、
副
議
長
は
毎
年
前
年
の
決
算
報
告
を
作
成
し
、
三
名
の
同
僚
委
員
と
と
も
に
監
査
し
て
委
員
会
に
提
出
し
(
第
八
七
、
八
八

条
)
、
委
員
会
は
決
算
書
の
謄
本
を
事
業
報
告
書
と
と
も
に
行
政
区
長
官
に
送
付
す
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
は
長
官
の
評
定
書

(
5
5
R
W印)を

(
第
八
四
、

付
し
て
、
州
公
報
《

h
m
-
2
3由
。
足
立
宮
》
に
掲
載
す
る
(
第
八
九
条
)
。



ま
ず
県
委
員
会
及
び
、
准
知
事
か
ら
特
定
の
地
域
に
つ
い
て
県
委
員
会
と
同
等
の
権
限
と
相
応
の

基
金
を
付
与
さ
れ
た
支
部
委
員
会
(
第
七
八
、
七
九
条
)
が
、
副
議
長
が
作
成
さ
せ
る
向
後
三
年
以
内
に
施
工
の
対
象
と
な
る
道
路
・
橋
梁
・

土
木
工
事
に
関
係
す
る
業
務
で
は
、

河
川
・
水
路
・
運
河
の
概
括
的
説
明
書
を
検
討
し
、
そ
れ
を
行
政
区
長
官
に
送
付
す
る
(
第
六
六
、
六
七
、
七
九
条
)
。

最
高
税
率
に
よ
る
次
年
度
の
収
入
の
見
積
書
を
作
成
す
る
(
第
六
九
条
)
。
委
員
会
は
そ
の
限
度
内
で
次
年
度
の
事
業
計
画
と
そ
の
収
支
の

見
積
を
立
て
て
、
行
政
区
長
官
に
送
付
し
承
認
を
求
め
る
。
支
出
は
施
設
経
費
、
道
路
等
の
補
修
費
、
新
規
の
建
設
費
の
順
位
に
よ
り
、

一
県
の
県
道
路
基
金
の
他
県
の
工
事
へ
の
流
用
に
は
、
准
知
事
の
事
前
の
裁
可
を
要
す
る
。
長
官
は
こ
の
見
積
を
承
認
し
、
あ
る
い
は
修

一
方
、
収
税
官
は
、

正
を
求
め
、
委
員
会
の
賛
成
三
分
の
二
以
下
の
案
に
は
金
額
の
変
更
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
。
長
官
に
よ
る
修
正
ま
た
は
変
更
に
応
じ
て
、

委
員
会
は
事
業
と
経
費
と
の
補
正
を
行
う
(
第
七

O

七
三
、

八
一
条
)
。
こ
の
よ
う
に
し
て
事
業
計
画
と
予
算
規
模
と
が
確
定
し

た
と
こ
ろ
で
、
一
委
員
会
は
次
年
度
の
道
路
税
率
を
決
定
し
て
収
税
官
に
報
告
す
る
。
収
税
宮
は
こ
れ
を
県
内
に
布
告
し
、
准
知
事
を
通
じ

八

O
、

-67-

て
州
公
報
に
公
示
す
る
(
第
七
四
、

七
五
条
)
。

県
委
員
会
は
、
議
長
つ
ま
り
収
税
官
の
任
免
権
の
も
と
で
、
業
務
実
施
に
必
要
な
上
級
職
員
(
O
R
W角
的
)
、
土
木
技
師

(gm-50円
印
)
、
事

務
職
員
(
の

-qE)及
び
使
丁
(
印

q
g
E印
)
を
雇
用
し
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
へ
の
年
間
給
与
総
額
は
、
行
政
区
長
官
の
裁
可
が
な
い
か
ぎ
り
、

委
員
会
の
当
年
度
全
収
入
の
二
五
%
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
(
第
六
四
条
)
。
ま
た
、
委
員
及
び
職
員
は
委
員
会
の
契
約
や
事
業
の
当
事
者

ま
た
は
利
害
関
係
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
発
覚
す
れ
ば
、
罷
免
の
う
え
罰
金
五

O
O
ル
ビ
ー
を
課
せ
ら
れ
る
。
た

だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
会
制
定
法
等
ま
た
は
国
王
特
許
状
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
、
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
国
会
ま
た
は
イ
ン
ド
政
庁
の
株
式

会
社
登
記
法
に
従
っ
て
登
記
さ
れ
た
会
社
が
、
委
員
会
と
契
約
を
結
び
ま
た
は
事
業
を
施
行
す
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
株
主
で
あ
る
委
員

ま
た
は
職
員
は
、
契
約
の
締
結
ま
た
は
提
議
の
時
あ
る
い
は
以
前
に
、
彼
の
会
社
に
お
け
る
利
害
の
限
度
を
委
員
会
に
申
告
し
、
職
務
継

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

続
の
裁
可
を
得
て
お
け
ば
、
こ
の
罰
則
は
適
用
さ
れ
な
い
(
第
六
五
条
)
。
こ
れ
は
委
員
会
と
受
注
業
者
と
の
い
わ
ゆ
る
癒
着
を
防
止
す
る

規
定
で
あ
る
と
と
も
に
、
在
地
有
力
者
層
に
よ
る
上
記
の
種
類
の
企
業
の
株
式
取
得
を
促
す
側
面
を
も
も
っ
。

以
上
の
諸
規
定
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
地
方
自
治
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
公
共
土
木
事
業
と
そ
の
財
源
と
な
る
道
路
税
の
管
理
を

核
と
し
て
、
農
村
部
の
有
力
な
土
地
所
有
・
保
有
者
層
を
収
税
官
の
周
囲
に
結
集
さ
せ
、
強
力
な
官
僚
統
制
の
も
と
で
植
民
地
統
治
へ
の

協
力
者
と
し
て
動
員
す
る
体
制
と
評
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
道
路
税
問
題
の
初
動
段
階
で
論
じ
ら
れ
た
地
方
財
政
論
に
全
面
的
に
は
収
数

さ
せ
え
な
い
問
題
領
域
に
わ
た
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
蛇
足
に
類
す
る
こ
と
な
が
ら
寸
県
道
路
税
法
」
中
の
土
地
H
地
租
制
度
関
係
用
語
に
触
れ
て
お
く
。
「
所
領
」
の
定
義
は
、
こ
の

法
律
が
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
土
地
を
課
税
資
産
と
す
る
の
に
対
応
し
て
、
初
章
で
述
べ
た
地
租
を
課
さ
れ
る
土
地
の
ほ
か
に
、
「
地
租
免
除
保

有
権
登
記
簿

(
F
O
B
mtmg吋
乱
立
〈

OEO-守
O
O
Z
E吋
g)
」
記
載
の
土
地
、
収
税
官
ま
た
は
彼
が
そ
の
た
め
に
任
命
し
た
者
に
地
租
ま

た
は
地
代
を
直
接
納
付
す
る
土
地
、
売
却

(gZ)
・
交
付

(mgE)
・
開
発

(ng民
自
の
ゆ
え
ヨ

g
z
-自
己
印
)
の
た
め
の
政
庁
の
規
則
ま
た

68-

は
認
可
に
よ
っ
て
取
得
し
た
土
地
を
含
め
る
。
「
中
間
保
有
」
は
寸
所
領
」
と
寸
耕
作
す
る
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
」
の
権
益
と
を
除
い
た
あ
ら
ゆ
る

寸
土
地
に
お
け
る
権
益
」
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
の
権
益
を
「
保
有
す
る

(
E
E
)
」
者
は
、
「
所
領
ま
た
は
中
間
保
有
の
保
有
者

(
E
5
2
0片

山口

g
g
Z
2
Zロ
号
。
)
L

で
あ
る
。
寸
耕
作
す
る
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
」
と
は
「
土
地
を
耕
作
し
年
額
一

O
O
ル
ピ
ー
を
超
え
な
い
地
代
を
納
付

す
る
者
(
釦
℃

2
8ロ
)
と
さ
れ
る
(
第
一
条
)
。
「
所
有
者
(
官
。
胃

5
0円
)
」
と
か
寸
中
間
保
有
権
者

(
Z
E
B
s
g
E司
)
」
の
用
語
が
定
義
さ
れ

る
前
段
階
を
示
す
用
語
法
で
あ
る
。



設

(1)

出
席
者
は
機
知
泰
キ
ャ
ム
ペ
ル

3
W
Cき
吋
警
の
出

g吾
氏
-
〉
、
法
務

掘
頼
関
〈
〉
内
山
4
0
2
g
o
Z
A同

3
3
コ
ウ
ィ

l
〈、吋・戸
C
C
巧
戸
時
)
、
州
政
庁
欝

記
笈
イ

1
デ
ン

(ω
一
吋
〉
的
y
g
M
N

問
内
山
内
ロ
)
及
び
ト
ム
ソ
ン
〈
〉
口
開
口
氏
広
田

知山認可出、門町
H

C
日
間
協

0
5、
ス
コ

i
夕
、
政
庁
宵
廷
の
緩
数
点
鳴
で
カ
ル
カ
ツ

タ
の
「
ム
ス
ラ
ム
サ
人
議
・
科
学
協
会
(
沼

czmm知
弘
幸
ど

Z
3
3・
&

ω
n
E凶作
-mnmwcえ
え
と
L

の
創
立
者
ア
ブ
ド
ウ
ツ
ラ
テ
ィ
;
ブ

H
カ
1

ン
{
メ
ぴ
仏
ゑ
e

門
部
門
広
州
内
げ
出
口
)
、
ロ
ピ
ン
ソ
ン
〈
同
宮
・
列
。
ぴ
吉
田
C
叫
品
、
円
ノ

イ
?
ン

Q
M吋・
4
〈可
H
H
H
m
g
)

、
代
淡
的
役
大
ザ
ミ

i
ン
ダ
!
ル
の
ひ
と
り

と
し
て
ベ
ン
ガ
ル
の
文
化
・
教
育
織
す
の
各
界
に
甚
大
な
影
響
力
を
も
っ

ジ
3

テ
イ
ン
ド
ロ

H
そ

i
ハ
ン
!
タ

l
ク
ル
〈

J

町
公
判
拶
弘
司
出
冨
O
F
関口

ベ
ゲ
悶
片
岡
阿
]
「
{
寸
抑
制
刷
。
ぉ
口
、
ヮ

i
デ
ィ

l
〈吋
-
m
-
d
S丘
町
立
、
デ
イ
ゴ

ン
ポ
ル
れ
れ
ミ
ト
び
で
あ
っ
た
。
~
》
さ
司
馬
持
前
町
議
羽
曳
H
b
h
n
G
詰
滋
九
段
久
川
町
N
h

k
宮
容
命
誌
草
寺
ゼ
時
三
ミ
ミ
N
W
N

芸品
N
h
v
可
hh足
、
記
念
む
前
向
内
山
¥
護
ゑ
札
~
義

N
A凶
器
品
輸
拍
h

叫
均
時
h
R
hむ
な
が
お

'
4
0
F
J
N
W
時
間
冨
男
-

H

∞3
・M
V

・
8

{
2
〉
」
~
九
時
選
、
円
口
町
・
丸
子
-M〉

M
y
m
s
t
印叶・

〈3
)

同
九
時
室
、
山
口
向
島
丸
町
e
u
M
V

・
ミ
'

{
4
)

こ
の
部
分
の
み
が
文
字
で
£

2
3
8仏
知
町
仰
は

zrzo片
言
句
巾
玖

と
替
か
れ
、
綴
ゆ
り
て
、
そ
の
総
菜
と
し
て
利
用
で
き
る
資
余
は
二
三
万

ル
ビ
!
と
令
る
旨
が
数
字
で
二
留
に
わ
た
り
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
発
言
そ
の
も
の
の
な
か
の
誤
算
か
、
印
刷
別
待
の
制
限
機
か
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

北
大
文
学
部
紀
要

(5)

同
条
議
w

h

町内
'
h
H
.
H
-
w
H
V

℃
念

ig.

(
6〉
州
立
法
参
事
会
議
事
論
か
ら
は
、
議
員
の
交
替
と
務
自
の
欠
陥
給
者
名

は
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
闘
に
は
法
務
顧
問
ば
グ
レ
イ
ア
ム
(
〕
の

g

g
g
)
に
替
わ
り
、
官
関
東
で
は
イ
!
デ
ン
が
退
い
て
ペ
イ
リ

i
3窓
口
出
え

の
o-4山
口
∞
知
可
広
三
と
バ
ー
ナ
ー
ド
(nvy
知ス

2MW内山ι

境
問
昆
切
均
三
知
『
ろ
と

が
参
加
し
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
ワ
イ
マ
ン
と
仲
抽
出
席
し
て
い
な
い
。

(
7
)
旬
、
警
富

w

仙

-

M阿
川
戸

H

∞一二
w

目
)
℃
健
〕

F
H
A
Y
M
M
0

・

(
8
v
h
b
N夕
刊
む
わ
門
戸
ロ
ヲ
H
阿
部
i
M
M
P

〈
9
〉

h
h
同時遠山色町・町民同
J

M
】
桝

V
M
M
Z
i
H
S
'

〈刊山
)

i

ミ
同
司
柏
崎
円
芦
之
内
よ
刊
v
w
a
H
8
1
H
N
H
・

〈
立
)
旬
、
間
違
w

h

むわ

h
p
L
Y
お
H

・

(ロ
)
H
S語、
N
b
h
町村
F
U
M
V

・ロ戸

〈
日
)
同
診
察
、
守
n
h凡
?
℃
'
M
M
M
e

〈
け
ば
〉
鉄
道
数
設
に
伴
う
河
川
の
議
出
陣
工
事
が
水
の
流
れ
そ
せ
怒
止
め
た
た

め
、
鹿
効
成
分
を
含
む
土
砂
が
紺
耕
地
に
流
れ
込
ま
か
袖
く
な
っ
て
、
土
壌

の
肥
沃
度
を
滋
滋
会
せ
た
と
か
、
ボ
ウ
フ
ラ
そ
食
べ
る
魚
類
が
水
路
な

塞
が
れ
て
入
れ
な
く
な
り
、
淀
み
が
ハ
マ
、
グ
ラ
カ
の
発
生
源
に
な
っ
て

マ
ラ
リ
ア
が
猿
癒
し
、
餌
を
奪
わ
れ
た
魚
類
が
繁
殖
で
き
な
く
な
っ
た

た
め
漁
獲
議
…
が
滅
り
、
住
民
の
滋
自
性
食
料
源
の
減
少
が
栄
議
状
態
を

怒
化
さ
せ
た
、
と
い
う
認
畿
は
ひ
ろ
く
も
た
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

例
え
ば
、
∞
出
m
n
y
r
M州知岡阿部ロ向。日
v
m
w
f
M
3
h
w
町
〈
川
向
ぷ
時
鳥
時
む
と
H
F
Cロ門戸内)問
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

〔リ同庁三
g
.
5
ι
P
3・H
H
C
H
ω
C
参
照
。

(
河
川
)
、
さ
円
同
町
h
m芯h
h
-
ω

・』己ロ
-
H
∞叶「℃円
)
H
N
N
H
N
A
H
・

(
日
)
(
一
八
O
六
|
八
二
)
ボ
ン
ベ
イ
管
区
最
高
裁
判
所
判
事
、
同
長
官
、

同
州
教
育
局
総
裁
を
経
て
、
一
八
五
二
年
帰
国
。
五
四
|
五
九
年
下
院

議
員
。
五
九

i
八
二
年
イ
ン
ド
大
臣
参
事
会
員
。
イ
ン
ド
の
法
律
そ
の

他
の
分
野
に
著
述
が
あ
る
が
、
筆
者
は
い
ず
れ
も
読
ん
で
い
な
い
。

(
げ
)
(
一
八
一
O
|
九
O
)
一
八
五
二
|
五
九
年
イ
ン
ド
総
督
府
参
事
会
員

(
法
律
担
当
)
、
五
九
七
O
年
ベ
ン
ガ
ル
管
区
最
高
裁
判
所
(
六
二
年
改

制
に
よ
り
カ
ル
カ
ッ
タ
高
等
裁
判
所
)
長
官
。
退
官
し
て
帰
国
後
七
二
年

枢
密
院
法
務
部
委
員
。

(
日
目
)

L

ミ間選、

N口町・門町内・・℃匂
-
H
N
品
H
N
A
山・

(日
)

ι

ミ
由
選
、
な
円
-
R
F
W

℃℃・
H
N
由
H
M
由・

(
初
)
ポ
ロ
込
言

w

は
寸
従
属
し
を
意
味
す
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
八

五
九
年
の
「
ベ
ン
ガ
ル
地
代
法
」
で
占
有
借
地
権
を
取
得
し
た
ラ
イ
ヤ
ツ

ト
の
保
有
地
を
さ
ら
に
賃
借
す
る
い
わ
ゆ
る
随
意
借
地
人
公

g
B寸

見
目
当
日
)
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
州
の
南
・
北
・
西
部
の
数
県
で
こ
の

語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
そ
の
意
味

は
、
ロ

5
5
¥言
語

ム

句
F
6
H
a
H
S
N
h
R
S
ミ
ミ
N
w
s
h白デ
O

ユm
-

U
己目
)
-
w
F
O
ロ色。口一、叶門口
σロm
p
H
∞
叶
吋
"
問
巾
℃
子
己
目
百
円

(UORHmwH)
門
司
ロ
σ目

。。・
w]{
由叶
N
U
J
H
O
]
-
Y
U
H
】・]{印印
w
M
吋∞一〈。
--hpw-v-N
由N
一〈
C
F
A
F
U
同)・
ω
由∞一-司
C
]
・

吋w
七℃

N
8・
N∞HU
〈C
]
・∞
u

同】
-Mω

∞
を
参
照
の
こ
と
。

(幻)同》司、口町同町民叫芯句師、山口町
-
Q
H
ニ七日
)
-
H
N
由l
H
ω
c
・

(
幻
)
公
共
事
業
部

(
E
E口
巧

2
5ロ
告
と
担
当
官
ら
し
い
が
、
経
歴
等

は
不
詳
。

(お
)

H

S

送、

~
q
h
-
R
H
-
u
H
)
U
-
H
ω
C
H
ω

品・

(
M
)
h
m
出
向
室
、
守
門
・
門
母
国
W
H
)
古・
HωhplHω

印・

(お
)

i

ミ宮崎曲、九口町・円た
-
u
U
℃-Hω
印
Hω

吋・

(
お
)
発
言
者
は
た
だ
「
ケ
イ
ヴ
氏
(
玄
吋
-
h
g
d
)
」
と
あ
る
の
み
で
、
名
前

や
こ
の
発
一
言
の
日
付
な
ど
は
述
べ
て
い
な
い
。

(
幻
)
ム
ガ
ル
皇
帝
ま
た
は
州
総
督
が
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
に
与
え
た
任
用
用

状
(
印
山
口
白
色
)
中
の
文
一
言
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
以
上
の
准
知
事
の
演
説
は
、
同
九
回
言
、
な
町
内
ご
-wH)
℃-Hω
叫
に
品
・

(
m
U
)

同九
S

F

∞・』
E
-
H
∞日
1

y

u

-

E
∞-

(
鈎
)
こ
れ
は
首
長
(
藩
王
)
国
部
分
と
私
的
土
地
所
有
権
の
認
定
さ
れ
な

か
っ
た
辺
境
の
い
わ
ゆ
る
固
有
地
(
。
。
〈
巾

5
5巾
三
何
回
片
山
広
田
)
部
分
と

を
除
く
べ
ン
ガ
ル
お
よ
び
ビ
ハ

1
ル
の
ほ
ぼ
全
域
と
考
え
て
よ
い
。
ォ

リ
ッ
サ
行
政
区
は
一
九
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
英
領
と
な
っ
た
た
め
、
定

期
改
租
裁
定
を
受
け
た
。

(
但
)
こ
の
よ
う
に
所
領
の
規
模
が
一
様
で
な
い
の
は
、
在
地
の
土
地
所
有

制
度
を
あ
る
意
味
で
は
超
越
し
、
あ
る
意
味
で
は
そ
れ
に
牽
強
附
会
し

て
、
私
的
土
地
所
有
を
法
律
上
の
制
度
と
し
て
認
定
し
た
結
果
で
あ
る
。

(幻
)
h
h
N
S
F
E
h
R
子
七
百
広
田
l

E
叶

(
お
)
こ
の
用
語
の
意
味
内
容
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
パ
ト
ニ
ー
そ
の

他
の
周
知
の
名
称
を
も
た
な
い
、
小
所
領
等
の
内
部
に
あ
る
あ
る
種
の
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題
定
さ
れ
た
土
地
縁
殺
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

(
引
社
)
川
、
町
議
、
な
れ

3
4
・Lv-u・同日仏
1
5間一

M
M
-
P
戸
お
ご
-
p
p
-
H
部品
1
M
m
m

〈
お
〉
町
、
再
選
・

5
・し「三日・

H
∞吋
HWMV
・M
吋印

(
お
)
旬
、
き
グ
∞
-
H
c
r
M
∞吋
M
W
3
・
ニ
タ
同
日
出
j
H
閉山
y

〈初心
)

L

m

同窓潟、九
b
p
n
H
F
W
}
)℃
-
E吋i
M
印品・

〈お〉

Hh
凡さ戸、~色町・円止を嘗ち附
V・M
m
m
i
M
g

(
ぬ
)
当
時
の
ボ
ル
ド
マ

i
ン
県
ラ
!
ニ

l
J
N
ン
ジ
(
同
釦
同
回
目
拘
き
い
)
炭
阪
に

つ
い
て
は
、

2
5芯
F
C
目
y
n
F
W
〈
三
宅
品
w

℃℃
H
C
4
ム
討
に
詳
説
さ
れ
て

い
る
。
チ
ュ
テ
イ
ヤ
|
討
ナ
i
グ
プ
ル
(
(
U
F
Z仲

Z

X
器
開
旬
以
司
〉
東
北
端
の

ハ
i
dソ
l
リ
j
パ

1
グ
(
忠
実
出
『
山
ぴ
即
断
判
窓
及
び
ロ

1
ハ
l
I
F
ダ
ガ

l

p多
発
含
ぬ
と
に
も
炭
鉱
が
あ
り
、

O
H
u
a
f

〈O
}

涼
Lvw・
2
ア
ロ
∞
w

お
ω
ム
同
出
に
説
明
が
あ
る
。

(
必
)
、
晴
、
口
円
程
役
員
怒

LNu』

=
-
-
M
∞吋
F
M
6
・
MmAM1H
吋M-

{
付
制
)
川
内
民
間
違

-
L
5
P
口

pe桝
Y

M
叫
M
-

(
門
知
)

i

ミ
見
詰

Lcn-npug-
ミ
ヤ
コ
M
g

(
必
〉
同
九
時
速
-
L
o
n
e
n
F
目)匂・
3
M
i
M
吋印・

{
U

判
)
川
、
害
時
e

・
5
・H
Z
戸
同
∞
吋
川
嶋
℃
℃
-
H

吋印
l
H

吋4
・

(
広
町
)
揚
鍋
概
さ
れ
た
綱
川
公
報

A品
目
門
誌
を
む
室
内
へ
の
巻
号
と
日
付
、
そ
綴
供
者

は
線
認
し
て
い
な
い
。

法
律
の
構
成
は
、
立
淡
の
趣
旨
、
第
一
部
序
設
完
窓
口

g
E
R三、

第
一
!
凶
条
、
第
二
部
土
地
に
湖
慨
す
る
滋
路
税
(
河
O
立

の

市

お

き

γ
静
岡
呈
〉
、
評
掘
削
(
〈
仰
に
お
丘
町
内
w
H
M

〉
第
五

i
一
九
条
、
資
的
必
及
び
納
付

北
大
文
学
部
紀
要

(
〉
凶
器
部
努
お
尽
き
ふ

M
d
q
g
z
c第
二

O
i二
七
条
、
第
三
部
鉱
山

及
び
鉄
透
等
に
一
課
す
る
道
路
税
第
二
八
!
三
七
条
、
第
底
部
策
協
燃
に

議
す
る
進
路
税
、
査
定
及
び
徽
取
の
方
式
第
三
八

l
m八
条
、
第
五
部

地
方
委
員
会

p
o口
氏
。

0
5
2
5
2
c、
聞
旅
後
期
交
官
の
構
成
第
沼
九
i
五

一
…
糸
、
終
委
員
会
の
業
務
違
鴬
の
カ
式
第
五
二
一
15155
六
二
条
、
終
後
間
照
会

の
業
務
第
六
一
一
一
degg-

七
五
北
米
、
支
部
委
員
会
第
七
六

i
八
…
条
、
第
六
部

県
道
路
慈
余
第
八
一
一
!
九

O
条
、
第
七
都
…
般
規
定

(cgqaHvg'

d

訟山
O
M
阿部〉第一

O
一e
g
g
-

…
0
七
条
に
続
け
て
以
下
の
付
申
泌
が
入
る
。

付
表
A
は
お
十
額
…

5
0ル
ピ
ー
を
超
え
る
地
租
ま
た
は
地
代
を
納
付

す
る
所
綴
家
た
は
中
間
関
保
有
の
由
甲
車
問
機
の
議
式
回
種
と
、
申
告
備
閣
の
援

治
安
命
じ
る
収
税
官
の
あ
品
川
仰
の
欝
式
、

B
は
纏
殺
僚
へ
の
お
会
及
び
そ

の
申
告
替
の
欝
式
、

C
は
、
申
告
を
怒
っ
た
者
に
対
す
る
罰
金
等
を
、

当
該
の
殺
が
収
受
す
べ
き
地
代
を
収
税
管
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
回
収
す
る
旨
の
、
地
代
納
付
者
た
ち
へ
の
布
台
の
幾
式
、

D
は
鉱
山
、

採
石
場
、
鉄
滋
、
軌
条
へ
の
布
告
と
そ
れ
ち
の
申
告
書
の
畳
一
一
回
式
、
円
以
仰
は

家
懸
の
評
締
額
と
課
税
額
の
懇
機
表
、
と
な
っ
て
い
る
。

〈は
W
)

こ
れ
ら
の
法
律
は
ペ
ン
ガ
ル
州
法
一
八
七
六
年
第
五
号
に
合
体
さ

れ
、
後
者
も
ま
れ
九
一
八
八
四
年
第
三
円
て
ペ
ン
ガ
ル
公
共
同
体
法
〈
切
さ

f

m創刊認百戸山門町也記
}
E
g
〉
え
ど
に
似
の
諸
法
律
と
と
も
に
合
体
さ
れ
た
。

筆
者
は
一
八
七
六
匁
以
前
の
地
方
・
自
治
法
の
正
文
そ
持
た
な
い
が
、
当

時
公
共
肉
料
体
に
悌
治
定
さ
れ
て
い
た
都
市
の
名
称
留
守
の
概
絡
は
、

何回
g
S
F
c
u
'
n
-け
の
該
当
箇
所
に
よ
っ
て
知
る
と
と
が
マ
ぎ
る
。
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

J¥ 

結

垣
間

「
県
道
路
税
法
」
は
イ
ン
ド
中
央
政
庁
の
財
政
逼
迫
に
端
を
発
す
る
付
加
税
導
入
に
よ
る
地
方
財
政
形
成
の
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
ま
ず
県
段
階
で
地
方
財
政
管
理
に
在
地
の
有
力
な
土
地
所
有
者
層
を
参
加
さ
せ
、
イ
ギ
リ
ス
の
イ
ン
ド
統
治
の
底
辺
を
担
わ
せ
る

た
め
の
制
御
さ
れ
た
「
地
方
自
治
」
形
成
と
一
体
を
な
し
て
い
た
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
省
が
決
定
し
た
政
策
路
線
で
あ
っ
た
。

そ
の
立
法
過
程
に
は
ベ
ン
ガ
ル
特
有
の
諸
事
情
が
反
映
さ
れ
て
い
た
。
付
加
税
の
財
源
を
不
動
産
へ
の
課
税
に
求
め

そ
れ
が
地
租
の
増
額
つ
ま
り
永
代
地
租
裁
定
の
際
の
公
約
の
不
履
行
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
論
拠
を

し
か
し
な
が
ら
、

る
の
が
中
央
の
方
針
で
あ
っ
た
が
、

示
し
、
地
租
を
免
除
さ
れ
て
い
る
土
地
を
も
課
税
資
産
と
し
て
扱
い
、
納
税
義
務
を
中
間
保
有
者
及
び
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
層
に
拡
大
し
て
、
ザ

ミ
l
ン
ダ
l
ル
層
を
説
得
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
ィ
、
ギ
リ
ス
の
経
済
学
説
を
援
用
し
て
課
税
の
平
等
を
論
じ
た
の
は
学
術
的
関
心
か
ら
で

は
な
か
っ
た
。
植
栽
園
・
鉄
道
・
鉱
山
等
へ
の
課
税
対
象
の
拡
大
も
同
じ
文
脈
で
担
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

72 

中
央
が
期
待
し
て
い
た
公
費
に
よ
る
初
等
教
育
の
拡
充
に
州
政
庁
が
応
じ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
付
加
税
の
使
途
を
彼
ら
が
納
得
し
う

る
範
囲
に
抑
え
る
政
策
的
必
要
と
と
も
に
、
明
示
的
で
は
な
い
が
、
教
育
を
彼
ら
の
慈
善
的
行
為
の
領
域
に
残
し
て
自
尊
心
を
満
足
さ
せ

ょ
う
と
す
る
政
策
的
配
慮
も
働
い
て
い
た
よ
う
に
み
え
る
。

こ
の
よ
う
な
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
層
へ
の
配
慮
は
、
法
律
案
審
議
の
過
程
で
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
リ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
協
会
と
そ
の
代
表
者

デ
ィ
ゴ
ン
ボ
ル
リ
ミ
ト
ロ
に
対
し
て
示
さ
れ
た
あ
る
種
の
敬
意
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ザ
ミ
1
ン
ダ

l
ル
た
ち
を
収
税
官
の

も
と
に
組
織
す
る
こ
と
が
、
道
路
税
管
理
の
た
め
の
県
及
び
支
部
委
員
会
の
目
的
で
あ
っ
た
。

さ
り
と
て
州
政
庁
は
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
層
に
対
す
る
宥
和
政
策
の
み
を
採
り
続
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
准
知
事
キ
ャ
ム
ベ
ル
は
道



路
工
事
は
古
来
土
地
所
有
者
層
の
責
務
で
あ
る
旨
を
立
法
参
事
会
で
強
調
し
た
が
、
退
官
後
の
彼
の
自
画
自
賛
を
交
え
た
回
想
録
に
は
、

法
律
案
通
過
の
た
め
に
は
議
場
で
は
あ
え
て
口
に
し
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
次
の
一
節
が
あ
る
。

ザ
ミ

1
ン
ダ
l
ル
た
ち
と
何
人
か
の
古
く
か
ら
の
ベ
ン
ガ
ル
の
官
吏
た
ち
は
、
土
地
に
い
さ
さ
か
で
も
触
れ
る
こ
と
は
永
代
地
租
裁

定
で
の
誓
約
の
破
棄
に
な
る
と
、
当
時
な
お
強
硬
に
主
張
し
て
い
た
。
反
対
の
見
解
は
、

そ
の
よ
う
な
誓
約
は
な
く
土
地
を
住
民
自
身

の
福
祉
の
た
め
の
地
域
的
課
税
か
ら
免
除
す
る
と
い
う
誓
約
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
裁
定
の
条
件
そ
の

も
の
が
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
!
ル
た
ち
が
振
り
払
っ
て
し
ま
っ
た
多
く
の
義
務
を
彼
ら
に
課
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
調
べ
れ
ば
分
か
る
こ
と

だ
が
、
こ
れ
ら
の
義
務
の
う
ち
も
っ
と
も
重
大
な
も
の
の
ひ
と
つ
は
道
路
の
維
持
で
あ
っ
た
。
確
か
に
砕
石
舗
道
工
法

(EYES己
ω百
三
)

は
当
時
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
義
務
は
障
害
物
を
除
去
し
道
路
を
盗
賊
か
ら
守
る
こ
と
だ
け
だ
と
い
う
議
論
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
プ
ー

ル
パ
ン
デ
ィ

l
(匂己
σ自
門
出
)
が
橋
梁
及
び
堰
堤
を
意
味
し
、
ザ
ミ

l
ン
ゃ
ク
ー
ル
に
築
造
と
維
持
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
は
確
か
で
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あ
る
。
私
は
わ
れ
わ
れ
が
土
地
に
現
代
の
道
路
税
を
負
担
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
の
は
妥
当
で
あ
る
と
思
う
。

わ
れ
わ
れ
は
た
ま
た
ま
永
代
地
租
裁
定
の
も
う
ひ
と
つ
の
義
務
を
復
活
さ
せ
た
が
、

そ
れ
は
い
う
な
れ
ば
地
方
税
の
た
め
の
土
地
の

適
正
な
評
価
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
ザ
ミ
1
ン
ダ
l
ル
た
ち
は
彼
ら
の
諸
地
代
と
諸
徴
収
と
の
完
全
な
明
細
書
を
毎

年
整
理
保
管
し
、
そ
の
た
め
の
公
的
な
会
計
職
員
を
常
置
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
義
務
は
す
で
に
等
闘
に
付
さ
れ

て
い
た
が
、
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
や
そ
れ
が
履
行
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

一
方
で
、

永
代
地
租
裁
定
が
土
地
保
有
者
た
ち
に
付
与
し
た
諸
権
利
、
諸
特
権
を
大
い
に
主
張
し
、
さ
ら
に
誇
張
す
る
一
般
的
な
傾
向
が
あ
る

そ
れ
ら
の
諸
権
利
、
諸
特
権
に
付
帯
さ
せ
た
諸
条
項
、
諸
条
件
、
諸
義
務
を

そ
れ
ら
を
付
与
し
保
証
し
た
当
の
諸
条
例
が
、

北
大
文
学
部
紀
要



ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
」
(
一
八
七
一
年
)
の
制
定

忘
却
し
、
回
避
し
、
無
視
し
よ
う
と
す
る
同
様
な
性
癖
も
同
時
に
存
在
し
た
、

(2) 

と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ザ
ミ

l
ン
ダ

1
ル
層
に
対
す
る
あ
る
種
の
不
信
感
と
、
彼
ら
に
法
律
上
の
義
務
を
履
行
さ
せ
よ
う
と

す
る
あ
る
種
の
決
意
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
態
度
は
、
当
時
の
ベ
ン
ガ
ル
勤
務
の
イ
ギ
リ
ス
人
上
級
官
僚
に
共
通
し

て
み
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
「
県
道
路
税
法
」
が
ザ
ミ

i
ン
ダ

l
ル
層
の
権
力
に
製
肘
を
加
え
る
条
項
を
含
む
と
こ
ろ
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
道
路

税
賦
課
の
対
象
と
な
る
資
産
の
申
告
を
通
知
を
受
け
て
か
ら
三
ヶ
月
以
上
放
置
し
た
所
領
ま
た
は
中
間
保
有
の
保
有
者
は
、
未
申
告
の
土

地
の
地
代
に
つ
い
て
訴
訟
を
起
こ
し
た
り
そ
れ
を
回
収
し
た
り
し
え
な
い
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
(
第
六
条
)
の
も
、

そ
の
ひ
と
つ
の
方
策
で
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あ
っ
た
。
申
告
ま
た
は
収
税
官
の
調
査
に
よ
っ
て
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
等
が
支
払
う
地
代
を
含
む
資
産
の
内
容
及
び
道
路
税
負
担
額
を
公
的
に
確

定
す
る
の
も
、

そ
の
試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
一
八
七
一
年
八
月
一
一
一
一
日
州
政
庁
決
定
と
し
て
発
表
さ
れ
た
准
知
事
の
布
告
に
は
、
「
諸
条
例
の
諸
規
定
に
よ
れ
ば
い
か
な
る

他
の
付
加
税
も
適
法
で
は
な
く
、

ま
た
法
に
よ
っ
て
は
追
徴
で
き
な
い
。
こ
の
一
件
の
付
加
税
の
み
が
こ
れ
ま
で
法
の
課
す
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
の
で
あ
り
(
岳
町

0
5
2
g
oロ
q
E
ω
σ
2ロ
円
日
吉
田
包

σ可
-
問
看
)
、
、
ザ
ミ

l
一ンダ

l
ル
た
ち
及
び
他
の
保
有
者
た
ち
は
、
上
記
の

率
に
お
い
て
そ
れ
を
徴
取
す
る
こ
と
を
公
認
さ
れ
る
」
と
い
う
文
言
が
あ
っ
た
。
キ
ャ
ム
ベ
ル
の
回
想
録
に
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。法

の
非
常
に
明
確
な
諸
規
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ザ
ミ

1
ン
ダ

1
ル
た
ち
は
あ
い
か
わ
ら
ず
旧
態
依
然
た
る
違
法
の
付
加
税
(
邑
諸
問
]



B
g
g
)
を
取
り
立
て
る
習
わ
し
で
あ
り
、
新
た
な
道
路
税
は
ひ
と
つ
の
追
加
課
徴
金
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
ま
も
な
く
分
か
っ
て

き
た
の
は
、
法
定
の
付
加
税
(
包
括
包

g
g
)
が
つ
い
に
認
可
さ
れ
た
た
め
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
た
ち
が
、
政
庁
の
権
威
が
支
持
す
る
付
加
税

と
そ
の
よ
う
な
権
威
の
な
い
付
加
税
と
を
、
急
速
に
識
別
し
だ
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

一
方
の
た
め
に
支
払
っ
た
も
の
を
他
方
に
つ
い

て
は
節
減
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
よ
り
重
要
な
の
は
彼
ら
の
保
有
地
(
F
O
E
-
ロ
宮
)
の
記
録
で
あ
っ
た
。
法
が
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
た

ち
に
許
容
し
た
特
権
に
は
い
か
な
る
記
録
も
な
く
、
ザ
ミ

1
ン
ダ

l
ル
た
ち
が
最
高
度
の
詐
術
を
駆
使
す
る
の
で
、
彼
ら
の
保
有
条
件

(
件
。
ロ
己
円
。
印
)
を
証
明
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
特
権
は
無
効
と
さ
れ
て
き
た
。
い
ま
や
道
路
税
の
た
め
の
申
告
書
が

法
定
の
記
録
と
し
て
備
え
ら
れ
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
た
ち
は
時
を
移
さ
ず
新
た
な
対
策
の
案
出
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
申
告
書

が
提
出
さ
れ
る
や
い
な
や
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
た
ち
は
自
分
た
ち
に
か
か
わ
る
記
載
事
項
の
謄
本
を
取
り
に
き
た
。
彼
ら
は
そ
れ
を
将
来
使

用
す
る
た
め
の
証
書
と
し
て
所
持
す
る
の
で
あ
っ
た
。
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、
彼
は
続
け
て
多
く
の
県
で
道
路
税
が
好
評
を
博
す
る
と
い
う
未
曾
有
の
事
態
が
出
現
し
た
と
ま
で
書
い
て
い
る
が
、
そ
の
点
の
信
憲
性

の
詮
索
は
措
く
と
し
て
も
、
上
掲
の
事
後
の
証
言
の
な
か
に
、
道
路
税
問
題
を
媒
介
と
し
て
ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
リ
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
関
係
に
介

入
し
、
ザ
ミ

I
ン
ダ

l
ル
層
の
権
力
に
制
約
を
加
え
よ
う
と
す
る
当
時
の
州
政
庁
当
局
の
意
図
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ザ
ミ

l
ン
ダ

l
ル
の
資
産
内
容
を
州
政
庁
が
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
は
両
者
の
権
利
H
義
務
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
な
り
、

収
税
官
が
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
の
請
求
に
応
じ
て
交
付
す
る
記
録
の
謄
本
は
後
者
の
権
利
証
書
と
し
て
の
意
味
を
も
ち
え
た
で
あ
ろ
う
。
両
者
の

関
係
へ
の
政
庁
の
介
入
は
、
道
路
税
問
題
の
提
起
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
州
法
一
八
六
九
年
第
八
号
「
地
主
H
借
地
人
訴
訟
法
(
叶
Z
T
5
2
0丘

釦
足
、
吋

O
E
E
p
c
g仏
己
円
。
〉
巳
)
」
か
ら
「
県
道
路
税
法
」
制
定
の
翌
年
の
パ

1
ブ
ナ
l
(
司
与

E)
の
農
民
争
議
へ
と
続
く
、
こ
の
時
期

北
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ベ
ン
ガ
ル
「
県
道
路
税
法
L

(

一
八
七
一
年
)
の
制
定

の
政
庁
の
農
村
統
治
の
課
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
県
道
路
税
法
」
に
も
と
づ
く
土
地
の
資
産
評
価
は
、

一
八
七
一
年
八
月
一
五
日
か
ら
七
三
年
一

O
月
一
日
に
か
け
て
一
六
県
で
実
施
さ

れ
、
申
告
は
か
な
り
正
確
な
も
の
と
評
価
さ
れ
た
。

州
内
全
県
に
実
施
地
域
を
拡
げ
た
。

一
八
七
四
年
州
准
知
事
テ
ム
プ
ル

(ω
町

E
n
F
R色、叶
0
5
1
0
)
は
僻
陳
の
四
県
を
除
く

キ
ャ
ム
ベ
ル
は
、
古
参
官
僚
た
ち
が
こ
の
法
律
の
実
施
が
不
可
能
で
あ
り
弊
害
を
予
見
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
完
全
な
成
功
を

収
め
た
旨
を
、
回
想
録
の
な
か
で
誇
ら
し
げ
に
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ザ
ミ
l
ン
ダ
ル
層
の
反
応
を
観
察
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。
は
イ
ン
ド
政
庁
と
(
イ
ギ
リ
ス
)
本
国
政
府
の
重
圧
を
も
担
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
た
新
制
度
に
、

ベ
ン
ガ
ル
の
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
た
ち
は
、
彼
ら
自
身
の
政
庁
(
ベ
ン
ガ
ル
州
政
庁
筆
者
)
の
あ
ら
ゆ
る
権
威
の
み
な
ら
ず
、
背
後
に

い
う
な
れ
ば
驚
博
し
た
。
彼
ら
は
法
律

一 76-

の
要
求
に
従
い
、
そ
う
す
る
こ
と
で
あ
る
種
の
矛
盾
に
追
い
込
ま
れ
た
。
も
し
彼
ら
が
自
分
の
完
全
な
地
代
表
(
苫
]
}
月
旦

5
5
の
発
表

を
怠
れ
ば
、
彼
ら
は
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
た
ち
の
な
す
が
ま
ま
と
な
っ
て
地
代
を
回
収
で
き
な
く
な
る
。
も
し
実
態

(
F
O
R丘
町
)
以
上
の
こ
と

を
書
け
ば
、
過
大
な
租
税
を
自
前
で
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
を
回
収
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
で
き
な
い
。
こ
の
苦
境
の
な
か

で
、
彼
ら
は
実
態
を
述
べ
る
と
い
う
い
さ
さ
か
異
例
の
行
動
に
出
た
。
申
告
書
は
頗
る
大
量
に
上
っ
た
が
深
刻
な
困
難
も
な
く
提
出
さ

れ
た
。:

:
:
道
路
税
法
が
ザ
ミ

1
ン
ダ
l
ル
た
ち
に
投
げ
か
け
た
地
代
申
告
の
義
務
の
結
果
、
彼
ら
は
躍
起
に
な
っ
て
、
請
求
し
う
る
い
か

な
る
地
代
の
増
額

(
B
Eロ
BBω
昇
印
)
を
も
強
行
し
、
地
代
を
記
録
に
留
め
た
の
ち
に
は
取
得
で
き
な
い
よ
う
な
違
法
の
付
加
税
を
先



取
り
し
よ
う
と
し
た
。
彼
ら
に
は
一
年
の
農
事
暦
が
終
わ
る
前
の
布
告
の
送
達

(
F
O
U
5
2
g
丘
口
。
片
付
。
)
を
待
つ
つ
も
り
も
、
法
律

が
求
め
る
猶
予
期
間
に
従
う
つ
も
り
も
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
た
ち
に
同
意
と
承
諾
を
迫
っ
た
が
、
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
た
ち
に
は

そ
れ
を
与
え
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ザ
ミ

1
ン
ダ

I
ル
た
ち
は
突
出
し
た
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
た
ち
を
選
ん
で
、
破
滅
的
な
訴
訟
と

い
う
教
訓
を
与
え
て
粉
砕
し
よ
う
と
し
た
・
..... 

キ
ャ
ム
ベ
ル
は
後
段
の
叙
述
に
続
け
て
東
ベ
ン
ガ
ル
に
お
け
る
両
者
の
緊
張
し
た
関
係
に
筆
を
進
め
て
行
く
。

寸
県
道
路
税
法
」
は
初
発
の
段
階
で
は
財
政
問
題
と
し
て
浮
上
し
、
「
地
方
自
治
L

を
名
目
と
す
る
在
地
支
配
者
層
の
植
民
地
統
治
機
構

へ
の
統
制
さ
れ
た
協
力
者
と
し
て
の
動
員
と
い
う
統
治
政
策
と
一
体
を
な
し
て
制
定
さ
れ
た
。
州
政
庁
は
本
国
政
府
お
よ
び
中
央
政
庁
の
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方
針
を
好
機
と
し
て
、
彼
ら
の
権
力
の
基
盤
に
介
入
し
そ
れ
を
掌
握
す
る
政
策
、
換
言
す
れ
ば
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
1
ル
日
ラ
イ
ヤ
ッ
ト
聞
の

緊
張
関
係
を
政
庁
が
管
理
し
う
る
体
制
を
採
っ
た
の
で
あ
る
。
政
庁
当
局
者
た
ち
が
こ
の
時
点
で
農
村
社
会
へ
の
具
体
的
な
規
制
策
を
用

意
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
ザ
ミ

l
ン
ダ
l
ル
層
に
資
産
価
値
を
申
告
さ
せ
る
こ
と
で
そ
の
手
掛
か
り
を
得
ょ
う
と
し
た
こ
と
は

確
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
「
県
道
路
税
法
」
の
意
味
領
域
は
農
村
の
社
会
経
済
関
係
に
ま
で
拡
が
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
「
地
方
自
治
L

の
面
で
は
、
県
委
員
会
は
道
路
工
事
と
初
歩
的
な
排
水
工
事
と
に
携
わ
る
こ
と
の
み
を
目
的
と
す
る
団
体
に
終

始
し
、
予
期
さ
れ
た
よ
う
な
集
約
的
機
能
を
も
っ
団
体
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
支
部
委
員
会
は
こ
の
法
律
が
施
行
さ
れ
て
い
た
一
五
年
間

は
ひ
と
つ
も
設
げ
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
法
律
の
実
施
の
様
態
に
つ
い
て
は
資
産
の
申
告
と
課
税
額
の
査
定
、

さ
ら
に
県
委
員
会
の
設
置
と
運
用
を
め
ぐ
る
未
発
見
の
資
料

が
数
多
く
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

そ
れ
ら
を
渉
猟
す
る
機
会
が
あ
れ
ば
、

一
九
世
紀
後
期
の
ベ
ン
ガ
ル
農
村
社
会
経
済
史
の
具
象
的

北
大
文
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